
 

 

令和７年度 

 

滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事 

 

閲 覧 図 書 

添付書類 

１．入札者注意書 

２．工事請負契約書（案） 

３．特記仕様書及び図面 

 

 

近畿中国森林管理局 



（建設工事、測量・建設コンサルタント等業務）         

 

入 札 者 注 意 書 

                                                                       

 入札者（代理人を含む。以下同じ。）は、入札公告、入札説明書、契約書案、本書記載事項

等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。 

 

１ 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）その他

の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。 

２ 入札者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意

思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 

３ 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 

４ 入札書は、電子入札システム（以下「電子入札」という。）に基づくものとする。 

  なお、電子入札により難い場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式（以下「紙入札」とい

う。）に代えることができる。（別紙様式１、２） 

  ただし、紙入札による入札書は所定の用紙（別紙様式４）を使用し、入札案件毎に別葉とし

て持参により提出すること。郵送、加入電信、電報、テレコピー、電話その他の方法等による

入札書の提出は認めない。 

５ 入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを

問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 

  ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）を

もって落札金額（契約金額）とする。 

６ 電子入札による入札の場合は､電子入札システム運用基準（令和５年６月林野庁）に基づくも

のとする。 

７ 紙入札による場合の入札者は、入札書提出前に競争参加資格があることが確認された旨の通

知書の写しを提出すること。 

８ 紙入札による場合で本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状（別紙様式

５）又は委任権限を証明した書類を提出すること。 

  また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。 

９ 所定の時刻を過ぎた入札書は受理しない。 

10 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項（別紙）について入札前に確認しなければならず、

入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 

11 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 

（１）入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書 

（２）指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書 

（３）紙入札において、発注者名、入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっ

ては入札物件番号の記載のない入札書 

（４）紙入札において、入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した

書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書 

（５）紙入札において、委任状を持参しない代理人のした入札書 

（６）誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書 

（７）紙入札において、入札金額の記載を訂正した入札書 

（８）紙入札において、入札時刻に遅れてした入札 

（９）入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出であ

る者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書 



 

（10）明らかに連合によると認められる入札書 

（11）同一事項の入札について、入札者が２通以上なした入札書 

（12）入札保証金（その納付に代え予決令第７８条に基づき提供される担保を含む。以下同

じ。）の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足

しているとき 

（13）国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合におい

て、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき 

（14）入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しな

かったとき 

（15）暴力団排除に関する誓約事項（別紙）について、虚偽又はこれに反する行為が認められ

た入札 

（16）その他入札に関する条件に違反した入札 

12 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることがで

きない。 

13 開札前に、入札者から錯誤等を理由として自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があ

っても受理しない。 

  また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。 

  ただし、電子入札において、入札者は、入札書提出後開札までに、他の入札物件の落札が決

定し、当該入札物件を落札したことにより建設業法第２６条違反になる場合は、直ちに発注者

に申し出ることとし、発注者は、直ちに入札者から理由を付した技術提案書等の取り下げに関

する申出書（別紙様式３）の提出を求め、確かに上記事実であると認められた場合は、開札時

に、当該入札書を「無効」とする措置をとるものとする。 

14 開札は電子入札により行うこととし､電子入札システム運用基準（令和５年６月林野庁）に定

める立会官が立ち会って行う。 

  ただし、紙入札による場合は入札者の面前で行う。 

  なお、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。 

15 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。 

その場合、無効の入札をした者は参加することができない。 

  なお、入札の回数は原則として２回とするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場

合でも３回を限度とする。 

16 予定価格が１千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約に係

る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。 

 （１）予定価格が１千万円を超える建設工事又は測量・建設コンサルタント等業務の請負契約

に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調

査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又

はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著し

く不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合が

ある。 

   (２) （１）の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約

を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発

注機関の調査に協力しなければならない。 

   (３)（１）により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができな

い。 

   (４)（１）の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。 

17 落札となるべき同価格(総合評価落札方式による場合は「同評価値」)の入札をした者が２人

以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。 



  なお、この場合、入札執行事務に関係のない職員がくじを引くものとし、その結果を通知す

るものとする。 

18 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。 

19 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は

当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保

険証券が納付されていない場合は落札金額（入札書に記載した金額の100分の110に相当する金

額）の100分の５に相当する金額を違約金として徴収する。 

20 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情

があると認めたときは、入札の執行を中止する。 

21 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。 

22 電子入札により入札に参加する場合は、電子入札操作マニュアル、電子入札システム運用基

準（令和５年６月林野庁）を熟知しておくものとする(農林水産省ホームページ・農林水産省電

子入札センター）。 

23 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。 

 



別紙 

 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

 当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記１及び２のいずれにも該当せ

ず、また、将来においても該当しないことを誓約します。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなって

も、異議は一切申し立てません。 

  また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券

報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表）を警察に提供することに

ついて同意します。 

 

記 

 

１ 契約の相手方として不適当な者 

（１） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人であ

る場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、

団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同

じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６

号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

（２） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

（４） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどして

いるとき 

（５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

（１） 暴力的な要求行為を行う者 

（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

（３） 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

（４） 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 

（５） その他前各号に準ずる行為を行う者 

 

    上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。 

 

 



（別紙様式１） 

 

紙入札方式参加承諾願 
 

 

１ 発注工事（業務）名 

 

 

２ 電子入札システムでの参加ができない理由 

  （記入例） 

   認証カードの発行手続が遅れているため。 

        年  月  日 認証カードを取得予定 

 

 

 上記のとおり、電子入札システムを利用することができないため、紙入札方式での

参加を承諾いただきますようお願いします。 

 

 

                     年  月  日 

 

                  住 所 

                  商号又は名称 ○○ 株式会社 

                  代表者氏名 ○○ ○○ 

 

 

（契約担当官等の官職氏名）       殿 

                                      

 

 

 上記について承諾します。 

 

        年  月  日 

 

               殿 

 

 

                   （契約担当官等の官職氏名） 
 



（別紙様式２） 

 

入札方式変更承諾願 
 

 

１ 発注工事（業務）名 

 

 

２ 入札方式を変更する理由 

  （記入例） 

   認証カードが破損したため。 

        年  月  日 認証カードを取得予定 

 

 

 上記のとおり、電子入札システムを利用することができないため、紙入札方式での

参加に変更することを承諾いただきますようお願いします。 

 

 

                     年  月  日 

 

                  住 所 

                  商号又は名称 ○○ 株式会社 

                  代表者氏名 ○○ ○○ 

 

 

（契約担当官等の官職氏名）       殿 

                                      

 

 

 上記について承諾します。 

 

        年  月  日 

 

               殿 

 

 

                   （契約担当官等の官職氏名） 



（別紙様式３） 

 

技術提案書等の取り下げに関する申出書 

 

 

 

１ 発注工事（業務）名 

 

 

 

２ 技術提案書等を取り下げる理由 

（記載例） 

 他の工事（業務）の落札に伴い、配置予定の技術者を配置できなくなったため。 

 

 ※ 入札書提出後（同時提出型を含む）においては、記載例の理由に限る。 

 

 

 

 

                     年  月  日 

 

 

 

                  住 所 

                  商号又は名称 ○○ 株式会社 

                  代表者氏名 ○○ ○○ 

 

 

 （契約担当官等の官職氏名）             殿 

 

 



（別紙様式４） 

 

入 札 書   

 

 

入札物件 第      号   

 

発注工事（業務）名 

 

入
札
金
額 

億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円 

                                                                     

 ただし、上記金額は、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額であるの

で、契約金額は上記金額に上記金額の１０％を加算した金額となること及び入札者注意書、

契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知の上、入札いたします。 

 

 

 令和  年  月  日 

 

 

 支出負担行為担当官 

 近畿中国森林管理局長  髙橋 和宏 殿 

 

 

 入 札 者 

 住 所 

 

 商号又は名称 

 

 代表者氏名  

 

 代理人氏名 



（別紙様式５） 

 

委 任 状   

 

 

                          令和  年  月  日 

 

 

 支出負担行為担当官 

  近畿中国森林管理局長  髙橋 和宏 殿 

 

 

               委任者  住 所 

 

                  商号又は名称 

 

                  代表者氏名                  

 

 

 私は、都合により                 を代理人と定め、 

下記の入札に関する一切の権限を委任します。 

 

 

記 

 

 

 発注工事（業務）名 

 



 
 

工 事 請 負 契 約 書（案） 
 
１  工   事 名 滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事 
 
２  工 事 場 所 滋賀県高島市今津町住吉１丁目３－１ 今津法務総合庁舎 
 
３  工    期    契約締結日の翌日から  
             令和８年１月 16 日まで 
 
４  請負代金額                 円 
   （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額      円） 
 
５  契約保証金額                円 
 
６  調 停 人 
 
７  前 金 払  請負代金額の 10 分の  以内 
 
８  あっせん又は調停を行う建設工事紛争審査会 
   〔    〕建設工事紛争審査会 
 
９  選 択 条 項  別冊約款中選択される条項は次のとおりであるが、そのうち適用され 
          るものは（○印）、削除されるものは（×印）である。 
適用削除 
 
の 区 分 

 
      選   択   事   項 
 

 
  選 択 条 項 
 

  契約保証金の納付  第４条第１項第１号 
  契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供  第４条第１項第２号 
 
 

 銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事 
 業会社の保証 

 
 第４条第１項第３号 

  公共工事履行保証証券による保証  第４条第１項第４号 
  履行保証保険契約の締結  第４条第１項第５号 
 
 
 

 ［      ］主任技術者 
 
 ［      ］監理技術者 

 
 第 10 条第１項第２号 
 

×  支給材料及び貸与品  第 15 条 
  前金払  第 35 条第１項 
  中間前金払  第 35 条第５項 
  部分払   回以内  第 38 条 

×   部分払の対象となる工場製品  第 38 条 
×   国庫債務負担行為に係る契約の特則  第 40 条 

  [注] 国庫債務負担行為に係る契約にあっては、別紙１を添付する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、
本契約書及び令和７年６月 18 日に交付した国有林野事業工事請負契約約款によって公正
な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 
また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の共同企業体協定

書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。 
 
 
 
  本契約の証として本書２通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自１通を保
有する。 

 
 
                            令和  年  月  日 
 
 
  発注者 （住所）大阪府大阪市北区天満橋１－８－７５ 
          支出負担行為担当官 
      （氏名）近畿中国森林管理局長 髙橋 和宏     印 
 
 
 
 
  受注者 （住所） 
      （氏名）                     印 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



工事名：滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事
種別 数量 単位 備考

Ⅰ.直接工事費 1 式
Ａ 建設工事
ａ 事務室改修工事
ｂ 倉庫改修工事
ｃ 車庫新築工事
ｄ 外構工事

計
Ｂ 電気工事
ａ 事務室改修電気設備工事
ｂ 車庫新築電気設備工事

計
Ｃ 機械設備工事
ａ 事務室改修機械設備工事

計
合計

Ⅱ.共通仮設費 1 式

純工事費

Ⅲ.現場管理費 1 式

工事原価

Ⅳ.一般管理費 1 式

工事価格

Ⅴ.消費税相当額 10 ％

工事費

工事数量内訳書

※入札時に提出する内訳書については、この内訳書をもとに作成すること



株式会社　環境空間設計

図面番号 図面番号 図面番号図面名称 図面名称図面名称

図面リスト

滋 賀 森 林 管 理 署

滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事

A-01

A-02

A-03

A-04

A-05

A-06

A-07

A-08

A-09

建築工事特記仕様書（１）

建築工事特記仕様書（２）

建築工事特記仕様書（３）

建築工事特記仕様書（４）

1/200

改修配置図

既設配置図

既設１階平面図

1/200

1/100

改修１階平面図 1/100

既設２階平面図

改修２階平面図

1/100

1/100A-10

A-11

A-12

A-13

A-14

改修事務所平面図・仕上表・天井伏図 1/100

改修事務所展開図 1/50・1/100

詳細図・建具リスト 1/5・1/10・1/100

家具詳細図

車庫　平面図・立面図・仕上表A-15

A-16

A-17

A-18

車庫　伏図・軸組図 1/100

1/100・1/30

外構図

サイン詳細図

1/200

M-01

M-02

M-03

機械設備工事特記仕様書

E-03

E-04

1/100

1/100

E-01 電気設備工事特記仕様書

E-02 電気設備工事　配置図 1/200

冷暖房・換気設備工事　部分平面図・機器リスト 1/50

給排水衛生設備工事　事務所部分詳細図 1/50

電気設備工事　幹線電灯コンセント通信設備改修平面図

改修１階・２階平面図

電気設備工事　分電盤リスト照明器具姿図

車庫電灯設備平面図・撤去電灯コンセント設備平面図
1/10・1/20

1/20・1/30・1/4・1/10



安全対策19 ※　工事車両の出入りについては、速度制限を厳守し、危険防止に努めること。また、必要に応じて交通整

※　別添仮設計画図・配置図等により示された仮設計画を参考に、受注者にて構造、施工方法について十分

　　検討のうえ、関係法令に従い安全堅固に設置すること。

総括安全衛生 労働安全衛生法第３０条第２項の総括安全衛生管理義務者には、（※建築工事　・ 電気設備工事

・ 機械設備工事） の請負人を指名する。

シンナー等については、工事現場に放置することなく、保管を厳重に行い盗難を防止するとともに、保管

数量についても、作業前、作業終了後の確認等確実な管理を行うものとする。

管理義務者

シンナー等の保管

火気の管理 喫煙等については一定の場所を指定し、火元責任者を配すること。

過積載防止の措置 受注者は過積載等の違法運行防止を図るため、道路交通法を遵守する旨を記載した施工計画書を提出すること。

騒音振動の防止 受注者は、「低騒音・低振動型建設機械の指定に関する規程（平成13年国土交通省告示第487号）」に基づき

指定された建設機械（'97ラベル）を使用すること。

20

21

22

23

24

　　理員を配置するとともに、近隣家屋に騒音、振動等の公害が発生しないよう留意し、工事全般に万全の

　　対策を講ずること。また、施設運営についても担当者と協議を行い、支障のないよう努めること。

( ・ ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ・ 合成ｺﾞﾑｼｰﾄ防水 ・ ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水 ・ 塩ビシート防水 ・ ｾﾒﾝﾄ系防水 ・ ｼｰﾘﾝｸﾞ)

（1.7.3）

（1.7.1,1.7.2）

（1.1.1）

（1.6.2）

（1.5.2）

（1.4.1）

１　項目は番号に    印のついたものを適用する。

２　特記事項は   ・ 印のついたものを適用する。

　　　　　　　　 ・ 印のない場合は ※ 印のあるものを適用する。

　　　　　　　　 ・ 印と ※ 印のある場合はともに適用する。

３　特記事項に記載の（　）内表示番号は、標仕の当該項目、当該表、当該図を示す。

1　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書最新版」

　（以下「標仕」という）および「公共建築改修工事標準仕様書　最新版」（以下「改修標仕」という）による。

　（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 「建築工事監理指針　最新版」および「建築改修工事監理指針最新版」を参考とする。）

2　特 記 仕 様

章 項　　目 特　　記　　事　　項

１

２ 完成図

施工基準

工事写真

３

４

保全に関する資料

技術検査

現場代理人

５

６

技術管理７

技能士８

建築材料等９

３

き」を参考とし、詳細については監督職員の指示による。

デジタルカメラの総画素数は200万画素以上、記録画素数は640×480画素以上とする。

１

１

３

１

２

２

区　分

着 工 前

工 事 中

完 成 時

定期提出

竣工写真

分  類 ・ 規  格 撮 影 箇 所 部　数 備　　　　考

※ サービス版 ・ キャビネ版

 　サービス版

 　サービス版

 　サービス版

 　サービス版

・　　 ・　9　・ 12

※　3　・　6　・　9

・　　 ・　5　・　7

・　　 ・ 10  ・ 20

適宜,ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去は工程毎

完了届提出用

主として外観

主として内観

　竣工写真については、銀版写真の場合はネガ、デジタル写真の場合はファイル形式をＪＰＥＧと

し、ＦＤ、ＭＯ、またはＣＤ-ＲＯＭにて提出すること。

　　が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。

　　なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。

　　また、日程の都合上、契約工期満了後に検査が行われる場合は、契約工期満了後の監理技術者等の工事

　　現場への専任を要しない。

工事写真の撮影要領は、｢工事写真の撮り方・建築編｣(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)による。

完成写真の撮影場所は監督職員の指示による。 工事写真キャビネ版はアルバム台紙に、サ－ビス版は

工事写真帳に貼り付けて提出すること。

工事施工途中において、適宜中間技術検査を行う。

原則として、現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。

①現場代理人の常駐を要しない期間

・　請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、現場代理人の工事現場

　　への常駐は要しない。

・　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等

　　が開始されるまでの期間）については、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。

　　なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。

②工事が完成し、事務手続き、後片付け等のみが残っているなど、工事現場において作業等が行われていな

　　い期間については、現場代理人の工事現場への常駐を要しない。

　　現場代理人は、受注者との直接的な雇用関係が確認できる資料を監督職員に提出すること。

　　受注者は、建設業法に定める専任の技術者の任命を行い、現場に派遣し技術管理にあたらせること。

①　技術者の専任を要しない期間

・　請負契約の締結の日の翌日から令和　　年　　月　　日までの期間については、主任技術者または監理

　　技術者の工事現場への専任は要しない。

・　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等

上記相互間に相違のある場合の優先順位は、記載の順序とする。

完成図の種類、記入内容および様式は標仕により作成し、原図、ＣＡＤデータおよび焼付製本（縮小版Ａ４

保全に関する資料は標仕により作成し、監督職員に指示された必要部数の原本、複写図および電子データを

提出するものとする。なお、作成に際しては、国土交通省作成の「建築物等の利用に関する説明書作成の手引

　 サービス版 状況によりつなぎ写真

工事月報用

工事管理写真はカラーとし、その内容が明確に判別できるものとする。デジタル写真とする場合、使用する

各工種の作業については、極力技能士の資格を有する者に作業をあたらせること。

また、受注者は、○印のついた工事種別および技能検定の職種について、職業能力開発促進法による一級

技能士または単一等級の資格を有する者を、１職種１名以上該当工事作業中工事現場（資材製作加工の場合は

製作所）に常勤させるとともに、作業に先立ち事前にその氏名等を監督職員に届け出なければならない。

・ 仮設工事(とび)　・ 鉄筋工事(鉄筋)　・ コンクリート工事( ･ 型枠 ･ ｺﾝｸﾘｰﾄ圧送)　

・ 鉄骨工事(構造物鉄工)　・ ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ/ALCﾊﾟﾈﾙ工事( ･ CB積 ･ ALCﾊﾟﾈﾙ施工)　

・ 石工事( ・石張り ・ 石積み ・ 石材加工)　・ タイル工事(タイル張り)　・ 木工事(建築大工) 

・ 屋根及びとい工事( ・屋根金属薄板葺きおよびとい設置 ・ かわらぶき ・ 石綿スレート葺き)　

・ 金属工事(鋼製下地)　・ 左官工事( ･ 金こて仕上,ﾓﾙﾀﾙ塗り,吹付 ･ 断熱硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ吹付)　

・ 建具工事( ･ ｻｯｼ施工 ･ ｶﾞﾗｽ加工取付 ･ 木製建具加工取付 ・ 自動ドア取付)　・ 塗装工事(塗装)　

・ カーテンウォール工事(金属製カーテンウォール施工)

・ 排水工事(配管)　・ 植栽工事(植栽)　・ 外壁改修工事(樹脂接着剤注入施工)

　建築材料等は、極力県内産品を選定することとし、製品等は特記されたものまたは同等品以上とする。

ただし、同等品以上とする場合は監督職員の承諾を受けること。

　工事で使用する各種塗料類、接着剤類、その他の材料のホルムアルデヒド放散量はＦ☆☆☆☆とする。

　あわせて、その他室内空気汚染（揮発性有機化合物）対策として、その原因となる物質の含有量が低濃度で

ある材料を極力選定する。（標仕を参考とすること。）

( ・ 表具 ・ 壁装 ・ 畳製作施工 ・ ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床施工 ･ ｶｰﾍﾟｯﾄ系床施工 ・ ｶｰﾃﾝ施工 ・ ﾎﾞｰﾄﾞ仕上)

・ 防水工事

・ 内装工事

1

一

般

共

通

事

項

Ⅱ

建

築

工

事

仕

様

別　 途   工   事

（1.4.1）

（1.4.1）

（1.4.2）

（1.3.11）

10 材料の検査に伴う

特殊な材料の工法

各種検査合格書等

設備工事との取合

下請け業者の選定

公害対策

産業廃棄物の処理

11

12

13

14

15

16

発生材の処理17

18-2

さらに、環境配慮の視点から、以下の材料の利用に努めること。

(１)グリ－ン購入法に基づくエコマ－ク商品

(２)建設リサイクル法により再資源化されたリサイクル製品、材料

(３)滋賀県リサイクル製品認定制度に基づく滋賀県リサイクル製品

　（参考URL http://www.pref.shiga.jp/d/haikibutsu/gomizero/h2112reeflet.pdf）

　工事に使用する材料は、アスベストを含有しないものとすること。

　製材等、フローリング又は再生木質ボードを使用する場合は、「木材・木材製品の合法性、持続可能性の

　証明のためのガイドライン」（林野庁　平成18年2月15日）に準拠した証明書を、監督職員に提出すること。

試験は、原則として公的試験場で行うものとし、その場所の決定にあたっては監督職員の承諾を受けること。

標仕に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。

各種下請業者、製造所等県下で供給出来るものについては、極力県内業者を選定すること。

工事着手前に付近の状況を調査し、騒音、振動、塵埃の発生、土壌汚染、排水汚染等公害発生のなきよう、

工事竣工まで万全の対策を講ずること。

受注者は、産業廃棄物を適正に処理するにあたり下記事項を含め、事前に監督職員に施工計画書を提出して

承諾を受けること。

(1) 本工事に使用する特定建設資材及び排出する特定建設資材廃棄物については、「建設工事に係る資材の

　　再資源化等に関する法律（建設リサイクル法）を厳守し、分別解体及び再資源化等実施すること。

(2) 「資源の有効な利用の促進に関する法律」（リサイクル法）及び建設副産物適正処理推進要綱を厳守し、

　　建設副産物の発生抑制および再利用の促進に努めること。また再生資源利用〔促進〕計画書および

　　同実施書を作成し速やかに報告のこと。

(3) 受注者は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を厳守し、同法第１２条の３によるマニフェストシス

　　テムにより的確に実施すること。

引渡しを要するもの：

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

受注者は工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付するものとする。

各設備工事によるコンクリート部分の梁、壁、床の貫通補強及び仕上げ部分、軽量鉄骨天井下地、同壁下地の

なお、責任施工のものは、受注契約者・施工下請業者・材料製造所の連名書とする。

各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書又は保証書およびその写し各１部を提出すること。

18-1 保険の付与及び事故の補償
（法定外の労災保険の付保）

工 　事 　場 　所

用 　途 　規　 制

防 　火 　規 　制

そ の 他 の 規 制

工 　事 　名 　称

第１種低層　　　第２種低層　　　第１種中高層　　　第２種中高層　　　第１種住居　　　第２種住居

準住居　　　近隣商業　　　商業　　　準工業　　　工業　　　工業専用　　　指定なし

防火地域　　準防火地域　　法22条指定区域　　指定なし

風致地区　　自然公園　　宅造規制区域　　市街化区域　　市街化調整区域

Ⅰ

工
　
　
　
事
　
　
　
概
　
　
　
要

建 築 工 事 特 記 仕 様 書

工   事   種   目

概　 要　 説　 明

NO

１

名　　　称 備　考
合 計

床　面　積　(㎡)
構 造工　 種

保 険 等

工事実績情報の

作成及び登録

受注者は、工事請負代金５００万円以上の工事について、工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）入力

システムに基づき「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けた後、（一財）日本建設

情報総合センター(JACIC)に提出するとともに、センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督職員に

提出すること。

提出の期限は以下のとおりである。

　（１）受注時登録データの提出期限は、契約締結後１０日(土、日、祝日、年末年始を除く)以内とする。

　（２）完了時登録データの提出期限は、工事完了後１０日(土、日、祝日、年末年始を除く)以内とする。

　（３）施工中に受注時登録データの内容に変更があった場合は、変更があった日から１０日以内に

　　　　変更データを提出しなければならない。

登録後は速やかにセンター発行の「登録内容確認書（工事実績）」を監督員職員に提出すること

25

試験

開口補強は建築工事とする。

環 境 空 間 設 計株 式

会 社

代表取締役

管理建築士 杉　野　吉　成

工 事 名 称 図 面 名 称 縮  尺 年 月 日 図 面 番 号

製 図 検 図 承 認

滋賀県長浜市公園町８番３６号　　TEL 0749･62･6211　FAX 0749･65･0943

杉　野　吉　成

１級建築士登録第 226633号

一級建築士事務所　滋賀県知事登録 （ヲ）第 219号

A-01

　日間

改修

・　7  ・ 10　・ 30

滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事

滋賀県高島市今津町住吉１丁目３-１ 敷地面積 1,832.31㎡

１階 ２階

事務所模様替工事

２ 車庫建築工事 新築

RC造

木造

13.17 29.77 42.94 １階倉庫・２階事務室

18.36 18.36

今津法務総合庁舎内、２階検察倉庫を、高島森林事務所に模様替えを行う。

それに伴う、電気設備工事・機械設備工事一式を行う。

また、１階電気室内に、２階検察倉庫内のスチール棚を移設する。

また、駐車場内に、木造平屋建て車庫１棟を新築する。 それに伴う、電気設備工事一式を行う。

本工事は、工事請負契約書及び同約款を遵守し、本特記仕様書を含む 図面　　　　葉、標仕により完全に

施行する。

サイズ）　　　　部を提出するものとする。なお、電子納品対象工事の場合は、加えて電子成果品２部を提出

すること。

②　工事請負契約の規定に基づく検査を完了した日から契約満了までの期間については、主任技術者又は監理

　　技術者の工事現場への専任を要しない。

　　なお、検査を完了した日とは、発注者が工事請負契約の規定に基づく当該検査の結果を通知した日とする。

工事請負契約の規定に基づく現場代理人の常駐義務を緩和する期間および本工事における現場代理人が他の

工事の現場代理人を兼務できる条件は、別に定める。

施工体制点検 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に従い、施工体制を講じること。

設計ＧＬ ※ 図示　　・ 監督職員が現場にて決定する。　・既設建築物ＦＬから導き出されるＧＬ　

　（1.5.9）

揮発性有機化合物

の室内濃度測定

平成18年国土交通省告示第1130号に基づく「評価方法基準　第5 6-3 (3)」に定められた方法によること。

　測定箇所：

　測定化学物質： ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ、ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ

事務室　　計１か所

滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事
建築工事特記仕様書（１） 2023.3

１）図示した室の、指定する化学物質の室内濃度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを

　　確認し、監督員に報告する。

　　パッシブ型採取機器を用いて測定を行う場合には、次の要領で測定および分析を行うこと。

　①３０分換気

　　測定対象室のすべての窓及び扉（造り付け家具、押入等の収納部分の扉を含む）を開放し、３０分換気

　　する。

　②５時間閉鎖

　　①の後、測定対象室すべての窓及び扉を５時間閉鎖する。ただし、造り付け家具、押入等の収納部分の

　　扉は開放したままとする。

　③測定

　　イ　②の状態のままで測定する。

　　ロ　測定時間は原則として２４時間とする。ただし、工程等の都合により、２４時間測定が行えない

　　　　場合は、８時間測定とする。なお、８時間測定の場合は、午後２時～３時が測定時間帯の中央に

　　　　なるよう、１０時３０分～１８時３０分までの時間帯で測定する。

　　ハ　測定回数は１回とし、複数回の測定は不要とする。

　④分析

　　測定対象化学物質を採取したパッシブ型採取機器を分析機関に送付し、濃度を分析する。

　⑤その他

　　監督員から測定方法に関する注意事項等の指示を受けること。

２）木材の防腐・防蟻処理剤は、クロルピリホス、ダイアノジン及びフェノブカルブを含有しない薬剤と

　　し、加圧式防腐・防蟻処理等は工場で行い十分乾燥させた後、現場に搬入する。

３）保温材、断熱材、緩衝材については、ホルムアルデヒトを発散しないか、発散が極めて少ないＦ☆☆

　　☆☆等級のものとする。

４）塗料、壁紙、仕上塗材、合板、接着剤等で、屋内に面するものについては、ホルムアルデヒトを発散

　　しないか、発散が極めて少ないＦ☆☆☆☆等級のものとする。

５）屋内に面して用いる材料は、上記２）～４）に適合した上で、揮発性有機化合物の発散が無い若しく

　　は、極めて少ないものを選択するように努め、１）の規定を満たすこと。

施工計画書の提出

を求める工事

その他

建設工事公衆災害

防止対策要綱

　受注者は、施工計画書の作成にあたり、「その他」の事項として新型コロナウィルス感染症の感染防止対策

を記載するものとする。必要と認める拡大防止対策のうち共通仮設および現場管理の範囲を超え、受注者が

追加で費用を要する拡大防止対策を行う場合は、受発注者間で設計変更の協議を行うこととする。

　協議における資料は、受注者の負担により作成することとする。

本工事に関連して実施される国、県または関係団体の調査等に協力すること。

建設業法（昭和24年法律第100号）第25条の27第2項の規定に基づき「建設工事公衆災害防止対策要綱

（国土交通省告示第496号、令和元年9月2日、以下（新要綱））」が告示されたため、公共建築工事標準仕様書

に位置付けのある「建設工事公衆災害防止対策要綱」は新要綱に読み替える。

特例監理技術者

（１）建設業法第26条第３項ただし書による監理技術者の職務を補佐する者

　　　（以下、「監理技術者補佐」という。）を専任で配置すること。

（３）監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。

（４）同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に２件までとする。

　　（ただし、同一あるいは別々の発注者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約

　　　に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の

　　　請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。）については、これら複数の工事を

　　　一の工事とみなす。）

（５）特例監理技術者が兼務できる工事は管内（土木事務所、支所）の工事でなければならない。

（６）特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回および主要な工程の立会等の職務を

　　　適正に遂行しなければならない。

（７）特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。

（８）監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。

２．本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務する事となる場合、

　前項（１）～（８）の事項について確認できる書類を下記により提出すること。

（１）監理技術者補佐の資格を有する書類（一級施工管理技士等の国家資格者などの合格証など）

（２）（１）の提出書類と同じ

（３）監理技術者補佐の直接的かつ恒常的な雇用関係を証明する書類

　　　（３カ月以上の雇用関係を証明できる健康保険被保険者証の写しなど）

（４）特例監理技術者が兼務する工事のＣＯＲＩＮＳの写し等

（５）（４）の提出書類と同じ

（６）業務分担、連絡体制等を記載した書類（施工計画書など）

（７）（６）の提出書類と同じ

（８）（６）の提出書類と同じ

１． 本工事において、建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「特例監理

　　技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（１）～（８）の要件を全て満たさなければならない。

　　　監理技術者の資格を有する者であること。

　　　なお、監理技術者補佐の建設業法第２７条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める

　　　技術検定種目と同じであること。

（２）監理技術者補佐は、一級施工管理技士補または一級施工管理技士等の国家資格者、歴や実務経験により

３．本工事において、特例監理技術者および監理技術者補佐の配置を行う場合、または配置を要さなくなった

　場合は適切にＣＯＲＩＮＳへの登録を行うこと。

不法無線局の排除 受注者は電波法を遵守し、不法無線局を搭載した工事車両を使用しないものとし、工事現場において、

不法無線局を搭載していると疑わしい車両を発見したときは、速やかに監督職員にその旨報告すること。

33

（1.7.3）

取扱説明書の作成 竣工引渡し時に取扱説明書等必要書類を必要部数作成し、ファイリングして提出すること。

（部数、詳細については、監督職員の指示による。）

近隣住民等への説明 受注者は、施工に先立ち地元自治会、近隣住民等に工事施工内容の説明を行うこと。

近隣家屋の調査 受注者は、工事の着手前および完了後に、図示部分の近隣家屋・工作物等の調査を実施し、工事に起因する

損傷等の有無を確認すること。万一、損傷等が生じた場合は受注者の責任において現状に復旧すること。

また、受注者自ら必要と思われる図示以外の近隣家屋・工作物等についても調査を行うこと。

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ バリアフリー化にあたっては、「だれもが住みたくなる福祉滋賀のまちづくり条例」を遵守すること。

住宅性能評価

34

35

36

37

38

39 暴力団員等による

不当介入の排除

1 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員および暴力団関係者、その他県発注工事等に対して不当介入をし

　ようとするすべての者をいう。）による不当介入（不当な要求または業務の妨害）を受けた場合は、断固

　としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必

　要な協力を行うものとする。

2 受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書(別記様式第１号)に

　より所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。

　また、受注者は、以上のことについて、下請負人に対して十分に指導を行うものとする。

3 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督

　職員と協議するものとする。

環境配慮指針 　公共建築に係る環境配慮指針実施要領に基づく、チェックシートを作成し提出しなければならない。40

受注者は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」を遵守し、住宅性能評価書に示された品質を確保すること。

週休2日取組促進

型工事の実施

　本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して週休２日に取り組む旨を協議した上で工事を実施する週休

２日取組促進型工事(受注者希望方式)である。費用の計上等の運用にあたっては、「（営繕工事版）週休２日

取組促進型工事実施要領」により行う。

　４週８休以上の現場閉所（現場休息）を前提に労務費を補正して予定価格を作成しており、４週８休に満た

ない場合は、現場閉所（現場休息）の状況に応じて請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

週休２日の取り組みを実施ない場合も、請負代金額のうち労務費補正分を減額変更する。

　なお、本工事が単独発注の場合は「現場閉所」とし、分離発注工事の場合は「現場休息」とするものとする。

　また、本工事が分離発注工事である場合、受注者は、分離発注工事である他工事の全ての受注者と協力し、

工事の進捗に影響が出ないよう現場閉所（現場休息）の予定日等を調整したうえで「実施工程表」等を作成す

るものとする。

41

建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について（「不当介入に関する通報制度」の徹底について）

42 各種申請業務 工事に必要な各種申請業務は、すべて受注者の責任において申請を行うこと。

許可申請・届出書等の変更が必要な場合は、本工事において手続きを行うこと。

26

27

28

29

30

31

32

４

仮

設

工

事

監督員事務所 監督員事務所の規模　（　・ １０㎡ ・ ２０㎡ ・ ３５㎡ ・ ６５㎡ ・ １００㎡）程度

備　　品 机、いす、書棚、黒板、ゴム長靴、雨がっぱ、保護帽、安全帯、衣類ロッカー

請負人加入電話の子機、冷暖房機器、消火器等監督職員の指示による。

仮囲い 図示による他鉄板塀、金網塀、板塀等の仮設計画を立案し、監督職員と協議すること。

工事用水 構内既存の施設　　　・ 利用できる （ ・ 有償　・ 無償 ）　・ 利用できない

工事用電力 構内既存の施設　　　・ 利用できる （ ・ 有償　・ 無償 ）　・ 利用できない

シート養生 必要に応じて室内外の壁、天井、床等シートで養生する。

溶接作業を行う場所については、防災シートを使用し、防火対策を講ずる。

足場

内部足場　　　※脚立、足場板等　・ ローリングタワー　・ 枠組棚足場

１

２

３

４

５

６

７ 既存部分の養生 　既存部分の養生

　既存家具等の養生

　既存ブラインド・カーテン等の養生及び保管　　　　※ 行う　・ 行わない

・ 行わない

※ 行う（　※ ビニールシート　・　　　　　　　　　）

・ 行わない

※ 行う（　※ ビニールシート　・ ベニヤ板敷　　　）

　　　養生の方法 ※ 取り外しのうえ清掃

交通誘導員 交通誘導員を工事車両の出入口など必要と思われるところに適宜配置すること。

工事期間中の交通誘導員を延べ　　　　人程度計上すること。

８

９

２

土

工

事

種　　別埋戻しおよび盛土１

２

３

４

建設発生土の処理

山留め

騒音振動の防止 低騒音型、低振動型建設機械指定要領に基づき指定された建設機械を使用する。

（3.2.3）

（3.2.5）

（3.3.1）

３ ・ Ａ種　 ※ Ｂ種　・ Ｃ種　・ Ｄ種　　不足分は良質土搬入する。

・ 構内指示場所敷きならし 　・ 構外指示場所敷きならし 　　※ 構外搬出適切処理  

※ オーガー併用圧入工法

・ 自立鋼矢板　　　　・ 切梁腹起鋼矢板　　　　・ 松矢板

地

業

工

事

試　験　掘　削 杭の本数

試　験　杭

載　荷　試　験

杭　の　種　類 規　格 ・ 材　質既製コンクリート杭

※ 遠心力高強度プレストレストコンクリート杭

・ ＨＦ-ＯＮＡパイル（節付きﾊﾟｲﾙ）

※ ＪＩＳ　A5373　（・ Ａ種　・ Ｂ種　・ Ｃ種）

・ 建築基準法の認定品

施工法

杭先端の形状

杭頭の処理

杭の精度

杭の継手

杭周固定液

１

２

３

４

　支持力の算定方法　　　※ 平成13年７月２日国土交通省告示1113号による。

杭の本数

※ 最初の１本　　・ 図示　　　　　カ所

※ 最初の１本　　・ 図示　　　　　カ所　　　・ 寸法　　　ｍ

・杭載荷試験

・地盤載荷試験

　　　　　　カ所　　　長期設計支持力　　　　　　　ｋＮ／本

　　　　　　カ所　　　長期設計支持力　　　　　　　ｋＮ／㎡

（4.2.2）

（4.2.2）

（4.2.3）

（4.2.4）

（4.3.2）

(4.3.3～5）

（4.3.7）

（4.3.6）

長期設計支持力 　　　　　ｋＮ／本

・　打込み工法

※　ｾﾒﾝﾄﾐﾙｸ工法

　　アースオーガーの支持地盤への掘削深さ　※　1.5　ｍ　　　・　　　ｍ

　　支持地盤への根入深さ　　　　　　　　　※ 構造図による

　　施工法の種類：

　　打込杭の推定支持力の算定方法　　※ 構造特記による

・　特定埋込杭工法

　　施工法の種類：　　　　　　　※ 構造特記による

・  開放型　　・ 半開放型　　※ 閉そく型（ ・ ペンシル型　　※ 平坦型）

水平方向の位置ずれ　　※ 100mm以内　　・　　　mm以内

ずれが上記を超えた場合は、監督員の指示により補強を行うこと。

鋼　杭５ 工　法 ・　打込み工法

※  ダイアモンドカッター　　・ 油圧カッター　　・ 手ばつり

※  アーク溶接継手　　　　・ 無溶接継手（工法：　　　　　）

・  使用する　　　・ 使用しない

　　施工法の種類：

　　打込杭の推定支持力の算定方法　　※構造特記による

・　特定埋込杭工法

　　※構造特記による

鋼杭の種類

杭先端の形状 ※　開放型　　・　

杭の継手

杭頭の処理 ・　　

・  鋼管杭（記号：　　　　）　・ Ｈ形鋼杭（記号：　　　）　

※ JIS　A　5525　による　　　　・　　

（4.4.3,4）

（4.4.2）

（4.4.5）

場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ杭６ ※　構造特記による

コンクリートの設計基準強度　　　　　　　Ｎ／mm2

掘 削 工 法

杭の精度

鉄筋　帯筋組立の形及び割付け　　※ 標仕（各部配筋参考図2.2④丸形(ﾛ））による　　・ 図示　

　　　最小かぶり厚さ　　※ 100mm　　・　　mm

コンクリート種別  　　　・ Ａ種　　・ Ｂ種

・ ｱｰｽﾄﾞﾘﾙ工法　・ ﾘﾊﾞｰｽ工法　・ ｵｰﾙｹｰｼﾝｸﾞ工法　・ 

構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ強度と供試体の強度の差を考慮した割増し　　・行う（　　N/mm2）　※行わない

水平方向の位置ずれ　　※ 杭径の1/4かつ100mm以内　　・　　　mm以内

（4.5.3）

（4.5.4）

７

８

９

10

11

砕　石

砂 利 地 業

杭 頭 補 強

床下防湿層

土間下断熱材

補強の方法

種　別　

ポリエチレン系シート敷　厚さ　0.15㎜以上　重ね・のみ込み寸法　250mm以上

12 基礎支持地盤の確認 根切完了後､監督職員の承諾を得て施工する｡また支持地盤で設計支持力が得られないと見込まれる場合は、

監督職員と打合せのうえ､適切な処置を取ること｡

地　盤　改　良13

・ Ａ　形　　　　　・ Ｂ　形　　　　　※　図　示

※ ＲＣ－４０ ・ Ｃ－４０　　　

ＲＣ－４０（土間下）設備配管保護は山砂とする

・ 硬質ウレタンフォーム t25

・ 浅層混合処理工法

（別図1.1）

（4.6.2）

（4.6.3）

(4.6.2),(4.6.5）

（3.2.1）

足場を設ける場合には、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」（厚生労働省平成21年4月）

の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用

時には、常時、すべての作業床について手すり、中さん及び幅木の機能を有するものを設置すること。

［表2.2.1］

防護シート等　　・ 防音パネル　・ 防音シート　・ 養生シート　 ・ ネット及び養生シート

材料、撤去材等の運搬方法　　・ Ａ種　※ Ｂ種　・ Ｃ種　・ Ｄ種　・ Ｅ種　　　　　　　　　

２０

工事現場の表示 　現場の見えやすい位置に、監督員が指示する次の表示板を設置すること。

　※工事名等の表示板（900mm×600mm）　　・工事概要等の表示板（900mm×600mm）

２５

25

工  事  期  間

計画通知・その他届出等で、必要となる申請手数料等も本工事内とする。

（参考：計画通知手数料14,000円、完了通知手数料18,000円）



環 境 空 間 設 計株 式

会 社

代表取締役

管理建築士 杉　野　吉　成

工 事 名 称 図 面 名 称 縮  尺 年 月 日 図 面 番 号

製 図 検 図 承 認

滋賀県長浜市公園町８番３６号　　TEL 0749･62･6211　FAX 0749･65･0943

杉　野　吉　成

１級建築士登録第 226633号

一級建築士事務所　滋賀県知事登録 （ヲ）第 219号

建築工事特記仕様書（２）
A-02

・ ステンレス製　　表面仕上げ　・ ＨＬ仕上げ　　・ Ｎｏ．２Ｂ　・ 鏡面仕上げ

・ アルミ製　　　　表面処理　　※ A-1種またはB-1種　　・ B-2種

・ アルミ製　　・ ステンレス製　　・ 真鍮製　　・ ナイロン製

６

コ

ン

ク

リ

ー

ト

工

事

５

鉄

筋

工

事

鉄筋の種類

溶　接　金　網

加工および組立

１

２

３

（5.2.1）

（5.2.2）

（5.3.1～4,7）

※ 異形鉄筋(ＪＩＳ Ｇ３１１２)

　　※ ＳＤ ２９５Ａ　　・ Ｄ10　・ Ｄ13　・ Ｄ16　・ Ｄ19

　　・ ＳＤ ３４５　　　・ Ｄ19　・ Ｄ22　・ Ｄ25　・ Ｄ29

　　・　　　　　　　　　・ Ｄ10　・ Ｄ13　・ Ｄ16

・ 建築基準法第３７条の規定に基づき認定を受けた鉄筋

編目形状寸法( ※ 150*150　・ 100*100)　　径( ※　６　・ ８）

直接基礎の配筋

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.1）による

基礎接合部の補強配筋

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.2）による

基礎梁主筋の継手、定着及び余長

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.3）による

基礎梁のあばら筋

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図1.4）による

柱主筋の継手、定着及び余長

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図2.1）による

帯筋組立の形及び割付け

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図2.2）による

柱の打増し補強

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図2.3）による

大梁主筋の継手、定着及び余長

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.1）による

あばら筋組立の形及び割付け等

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.2）による

梁の打増し補強

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.3）による

小梁主筋の継手、定着及び余長

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.4）による

片持梁主筋の継手、定着及び余長

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図3.5）による

壁の基準配筋

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.1）による

壁の継手及び定着

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.2）による

壁の交差部及び端部の配筋

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.3）による

壁の開口部補強

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.4）による

壁の打増し補強

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図4.5）による

スラブの基準配筋

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.1）による

スラブ筋の定着及び受け筋

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.2）による

片持スラブの基準配筋

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.3）による

片持スラブ先端に壁が付く場合の配筋

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.4）による

スラブ開口部補強

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.5）による

出隅及び入隅部の補強配筋

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.6）による

スラブの打継ぎ補強配筋等

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.7）による

段差のあるスラブの補強配筋

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図5.8）による

片持スラブ形階段の基準配筋

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図6.1）による

二辺固定スラブ形階段の基準配筋

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図6.2）による

梁貫通孔の配筋

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図7.1）による

梁貫通孔の補強形式

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図7.2）による

コンクリートブロック帳壁との取合い

　・ 別図による　　　・ 構造配筋標準図による　　　　※ 標仕（各部配筋参考図7.3）による

９

屋

根

及

び

と

い

工

事

１ 長尺金属板葺 屋根葺形式　　

材　　種

・　横葺　　・　瓦棒葺　　・　平葺　　・　立平葺

・　塗装溶融亜鉛メッキ鋼板および綱帯

・　溶融アルミニウムめっき鋼板および綱帯

・　塗装溶融亜鉛ー５％アルミニウム合金メッキ鋼板および綱帯

・　塗装溶融５５％アルミニウムー亜鉛合金メッキ鋼板および綱帯

・　ポリ塩化ビニル被覆金属板

・　冷間圧延ステンレス鋼板および綱帯

・　塗装ステンレス鋼板

厚　　さ 一般部　※ ０．５ｍｍ　・　　　　　　谷部　※ ０．５ｍｍ　・　

下　　葺 ※　ゴムアスファルトルーフィング　　・　

（13.2.3）

（表13.2.1）

（13.2.2）

（13.3.2）

折板葺１ 形　　式 ・ 重ね形　　・ はぜ締め形　　・　嵌合式

材　　種 ・　塗装溶融亜鉛メッキ鋼板　・　塗装溶融５５％アルミニウムー亜鉛合金メッキ鋼板

種　　類

板　厚　・ ０．６mm　　・ ０．８mm

耐　力　　　　（N／㎡）

軒先面戸板　・ あり　・ なし

けらば包み　・ あり（厚さ　　　(mm)　　幅　　　(mm)）　・ なし

３０分耐火　※　あり　　・　なし

断熱材　・ あり（種別：　　　　　　厚さ：　　mm　防火性能：　　　 　）・　なし

折板葺２ 形　　式 ・ 重ね形　　・ はぜ締め形　　・　嵌合式

材　　種

種　　類 山　高　　88　(mm)　　山ピッチ　　　(mm)

板　厚　・ ０．６mm　　・ ０．８mm

耐　力　　　　（N／㎡）

軒先面戸板　・ あり　・ なし

けらば包み　・ あり（厚さ　　　(mm)　　幅　　　(mm)）　・ なし

３０分耐火　※　あり　　・　なし

断熱材　・ あり（種別：　　　　　　厚さ：　　mm　防火性能：　　　 　）・　なし

２

２

・　塗装溶融亜鉛メッキ鋼板　・　塗装溶融５５％アルミニウムー亜鉛合金メッキ鋼板

（13.4.2）

（13.3.2）

（13.4.2）

粘土瓦葺 種　類：　　　　　　　　　　　寸　法：　　　　　　　　　　

桟木の留付け工法：引っ掛け桟工法

※「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」により施工すること

建築基準法に基づき定められた区分工　　法

　※ 上記により定まる風圧力及び積雪加重に対応した工法とすること。

　※ 公的機関での引張試験・水密試験データを有する製品を使用すること。

雪止め金物 １段ステンレス製

責任施工および

　　　保証期間

　・　

　・　

・ １０　年間

・ 　　　年間

３

４

５

６

７ とい 材　　種 ※ 硬質塩化ビニル管（カラー）  ・ 配管用鋼管（屋内防露処理）

・ ステンレス管（既製品）　　　・ＳＧＰ管　　　・アルミ管（既製品）

掃 除 口 ・ 設ける　　　　　　　・ 設けない

防 露 材

鋼管製といの防露　　※ 標仕表１３．５．５による。

ドレン ・ フロアドレン　　変性エポキシ樹脂（　・ ２種　　・ ３種）

・ ル－フドレン　　変性エポキシ樹脂（　・ ２種　　・ ３種）

・ 横引ドレン　　　変性エポキシ樹脂（　・ ２種　　・ ３種）

※ 標仕表１３．５．４による　　・ 　　　　　　施工場所：

８

（13.5.2),(表13.5.1）

10

排

水

工

事

排水溝 種　類 ・ Ｕ字溝　・ 現場打側溝　・ 勾配可変側溝

種　類 ・ 硬質塩化ビニル管( ※ ＶＰ ・ ＶＵ)

・ 遠心力鉄筋コンクリート管(外圧管 ※ １種 ・ ２種)　

・ リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管（ＲＳ－ＶＵ、ＲＦ－ＶＰ）

排水管

車道部の排水管の敷設　　　・ 図示　　※ 砂基礎（地業厚さ200mm以上　材料：山砂の類）

排水ます ますの種類 ・ 現場施工

・ 既製品　環境に配慮した材料として一般廃棄物の溶融固形化物等を極力使用すること

 　　　　　製品はJIS製品、JISに規定のない製品はJIS工場製作品または同等品とする

ふたの種類

・ コンクリート蓋

・ マンホール蓋

・ グレーチング蓋

・ 化粧蓋

   適用荷重

 　材　　質

 　適用荷重

・ Ｔ－２用　・ Ｔ－６用　・ Ｔ－14用　・ Ｔ－20用

・ 鋼製　　・ ステンレス製

・ 歩行用　・ Ｔ－２用　・ Ｔ－６用　・ Ｔ－14用　・ Ｔ－20用　・ Ｔ－25用

１

２

３

(21.2.1）

(21.2.2）

(21.2.2）

(21.2.2）

11

ユ

ニ

バ

ー

サ

ル

デ

ザ

イ

ン

工

事

・ 屋内用

・ 屋外用

点字鋲

ピクトサイン

　鏡

補助手摺

手摺（階段手摺）

手摺点字シート

総合案内サイン

建具取手 建具表による

レバーハンドルを原則とするも、詳細は別図による。

１

２

３

４

５

６

７

８

９

視覚障害者用床ﾀｲﾙ 材質　　・ 塩化ビニル　　・ レジンコンクリート　　・ タイル材質

寸法　　※ ３００(mm)×３００(mm)　・ 厚さ(mm)：

材質　　・ レジンコンクリート　　　・ タイル

寸法　　※ ３００(mm)×３００(mm)　・ 厚さ(mm)：

　※　色は黄色を使用すること

材　質

　※　色は黄色を使用すること

材　質 ・ アクリル製　　・ ステンレス製　　・ ビニールシート製

・ アルミ製　　　・ 木製

枠 ※ あり　　・ なし　　　　　　厚さ　※ ５ｍｍ　　・　

材　質

・ ＢＬ認定品Ｉ型

・ φ34丸型塩ビ樹脂製（芯材：アルミ押出形材 　　　　　　）

・ 木質製（　　　　　　　　　　　　　　　　）

材　質 ・ ＵＶ樹脂インク点字加工　　透明塩ビシートまたはダイノックシート　シルク印刷

・ 図示による

押
出
成
形
セ
メ
ン
ト
板
工
事

コ
ン
ク
リー

ト
ブ
ロ
ッ
ク
・
Ａ
Ｌ
Ｃ
パ
ネ
ル

空洞コンクリート

厚さ（mm）ブロックの種類

各部の配筋

１

２

（8.2.2）

（8.2.5）

（8.3.3）

・ Ａ種（08）　・ Ｂ種（12）　 ※ Ｃ種（16）　・ Ｃ種防水（16W）

・ １００　　・ １２０　 　・ １５０　　・ １９０

・ 構造図による

※ Ｄ10＠400　たてよこ

種　　別

耐 力 壁

帳壁・塀

３ ＡＬＣパネル （8.4.2）

耐火性能種　　類

外 壁 用

間仕切用

屋 根 用

床　　用

厚さ（mm）

・ ５０ ・１００

・ ５０ ・１００

・ ５０ ・１００

・１００ ・１５０

※１Ｈ

※１Ｈ

・１２５（ﾃﾞｻﾞｲﾝﾊﾟﾈﾙ）

・ 外壁パネル工法

・ 間仕切壁ﾊﾟﾈﾙ工法

種　別　　・ Ａ種　 ・ Ｂ種　 ・ Ｃ種

出隅・入隅目地幅（mm）　　※ ２０　 ・　

種　別　　・ Ｂ種　 ・ Ｃ種　 ・ Ｄ種　 ・ Ｅ種

（8.4.3）

（8.4.4）

押出成形ｾﾒﾝﾄ板

・　塗装品　　・　無塗装品　　　　　　厚さ(mm)：

　 種　　　別 ※ ノンアスベスト品（ＪＩＳ　Ａ　５４４１規格品） （8.5.2）４

・　外壁パネル工法　　　　・ Ａ種　 ・ Ｂ種

・　間仕切壁パネル工法　　・ Ｂ種　 ・ Ｃ種

　　パネル製造所：

（8.5.3）

（8.5.4）

７

鉄

骨

工

事

鉄骨の製作所 ※　構造物製作認定工場の認定グレード

・　監督職員の承諾する工場

施工管理技術者 ※ 適用する

鋼材の種類 材　　　質

規　　　格

種　　　類

（7.1.3）

（7.1.3),(7.1.4）

（7.2.1）

（7.2.2）

（7.2.4）

１

２

３

　　（ ・ Ｓ ・ Ｈ ・ Ｍ ・ Ｒ ・ Ｊ)以上で監督職員の承諾する工場

・ 適用しない

・ ＳＳ４００　　・ ＳＳＣ４００　　・ ＳＴＫ４００

・ ＳＭ４９０　　・ ＳＮ４００　　・ ＳＮ４９０Ｂ　　※ 図示による

※ ＪＩＳ規格　　・ ７.２.１０（ａ）の試験に合格するもの

※ トルシア形高力ボルト（建築基準法認定品）

・ ＪＩＳ形高力ボルト　・ 溶融亜鉛メッキ高力ボルト（建築基準法認定品）

高力ボルトの種類４

アンカーボルト 構造用アンカーボルト

アンカーボルト及びナットのねじの種類の規格、ねじの等級の規格および仕上げの程度

ターンバックル

ボルトの種類

溶　　　接

工　作　図

溶接部の試験 ・ 超音波探傷試験（検査は第３者検査会社によるものとし監督職員の承諾を受ける）

ＡＯＱＬ

検査水準

ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｰﾄの溶接

※焼き抜き栓溶接　　　・　　

耐 火 被 覆

（7.2.6）

（7.3.2）

（7.6.4）

（7.6.7）

（7.6.11）

（7.7.8）

（7.9.2）

５

６

７

８

９

10

11

材料及び工法 材料及び工法

ロックウール

・ 無石綿ケイ酸ｶﾙｼｳﾑ板

・

標仕１５章２節による

種　　　別

・ 耐 火 材 吹 付 け

・ 耐火板張り

・ 耐火材巻き付け

・ ラス張りモルタル塗り

・ 乾式

・ 湿式

建築基準法の指定又は認定を受けたもの

建築基準法の指定又は認定を受けたもの

建築基準法の指定又は認定を受けたもの

所定の耐火性能を有するもの

※ ＳＮＲ４００　　　・　　

建方用アンカーボルト

※ ＳＳ４００　　　　・　　

　　※ 標仕による

　　材　質

　　材　質

胴 の 種 類 ※ 割枠式　　　 ・ パイプ式

※ 羽子板ボルト　　・ 両ねじボルト　　・ アイボルト

開先の形状 ※ 図示

エンドタブを切除する部分　　※ 図示

スカラップの形状　　※ 図示

※ ４．０％　　　・ ２．５％

※ 第６水準　　　・ 第（　　）水準　　　・ 図示による

・ 放射線試験 　　　　　　　　　　　　　（１フレーム当たり８ヶ所行う）

※ アークスポット溶接　　　・ 隅肉溶接

合成スラブとして使用するデッキプレートの接合

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ等の設置

柱底均しモルタル

検査結果の報告

溶融亜鉛メッキ

高力ボルト接合

12

13

14

15

工場加工は、認定工場における自主検査または滋賀県鉄構工業組合の一般検査を受け報告書を提出

すること。

摩擦面の処理

種　　別

工　　法

・ Ａ　種　　　※ Ｂ　種　　　・ Ｃ　種

※ Ａ　種　　　・ Ｂ　種

※ ブラスト処理　　　　・ りん酸塩処理

（表7.10.1）

（表7.10.2）

（7.12.4）

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ

　　　　の類別

気乾単位容積質量

※ Ⅰ類 　　　・ Ⅱ類

普通コンクリート　　※　2.3　t/m3　　　　　　・　　　　

２

３

（6.1.5）

（6.2.2）

荷卸し地点に

おけるスランプ

セメントの種類

・ 早強ポルトランドセメント

・ 

骨　　　材 アルカリシリカ反応性による区分　　※　Ａ　　　　・　Ｂ　　

混　和　材 混和剤の種類

打継ぎ目地 形状及び寸法

ひび割れ誘発目地 位置・ピッチ

せき板の材料型　　　枠

ｺﾝｸﾘ-ﾄ中の塩分測定

軽量コンクリート 種　　　　別

気乾単位容積質量

２

グラウト材

柱底等の均しモルタル

４

５

６

打放し仕上げ

７

８

９

10

11

12

13 モルタル及び

※ 標仕による　　　・　　　

※ 普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種

※ ＡＥ剤、ＡＥ減水剤又は高性能ＡＥ減水剤

※ 標仕9.6.3(a)(1)による　　　　・　　　　

監督職員と協議のうえ、施工のこと。

外部に面するｺﾝｸﾘｰﾄ打放し仕上げの打増し厚さ　　※　２０　mm　　　・　　　mm

打放し仕上げの種類 ・ Ａ種　　 ※ Ｂ種     ・ Ｃ種

※　標仕による　　　　・　　

※ １種　　・ ２種

設計基準強度（Ｎ／㎜　）　・　

　※無収縮モルタル

（6.2.3）

（6.3.2）

（6.3.3）

（6.3.5）

（6.9.2）

（6.9.3）

（6.6.3）,（6.9.2）

（6.9.3）

（6.11.1）

（6.1.4）

（6.11.3）

（6.5.4）,（表6.10.1）

６ １ コンクリートの強度 普通コンクリート

２設計基準強度Ｆｃ（Ｎ／㎜ ）

・ ２７

※ １８

構造体強度補正値Ｓ

標仕による

標仕による

標仕による

施　　工　　箇　　所

・ 18　※ 21　・ 24　・ 30

調合管理強度＝Ｆｃ＋Ｓ

　　　　　　　Ｆｃ　設計基準強度

　　　　　　　Ｓ　　構造体強度補正値

（6.1.4）

（表6.4.1）

あと施工アンカー８

　　　　の削孔

削孔前の埋込み配管等の探査 (8.12.2）

　　範囲　　※ あと施工アンカー施工部分全て　　・　図示

　　方法　　※ 探査機により探査し、配管等の墨出しを行う

　　　　　　・ はつり出しによる

施工確認試験 アンカー筋　　※ 行う (8.12.5）

※　標仕による

９

コ

ン

ク

リー

ト

工

事

※ 1.8　t/m3　　・　 嵩上げコンクリート施工箇所：

※ ＣＡＤ加工図　　・ 床書き現寸図

８

※防湿性、耐腐食性

無収縮モルタル

混和材

セメント

砂

配合比

セメント系（酸化カルシウム及びカルシウムサルファルミネート

等によって膨張する性質を利用するもの）とする。

ＪＩＳ Ｒ ５２１０（ポルトランドセメント）による普通または

早強ポルトランドセメントとする。

土木学会コンクリート標準示方書に定められた品質を有するもの

で、特に精選されたものを絶対乾燥状態で使用する。

（各重量比）

　　（セメント＋混和材）：砂＝１：１

※　圧縮強度 45N/mm2（28日）

14 軽量モルタル 施工箇所：気乾単位容積質量

　　　接着剤の品質　　　　　※ 有機系

あと施工アンカー

　　　　の材料

７  金属系アンカー・

鉄筋の継手 ・ 重ね継手　　・ 機械式継手　　・ 溶接継手

・ ガス圧接継手　 SD345（径 19 ㎜ 以上）Ｄ19～Ｄ25、 SD390　Ｄ29～Ｄ32

４

主筋及び耐力壁の鉄筋の重ね継手長さ

柱に取り付ける梁の引張り鉄筋の定着長さ

圧接完了後の検査

(5.3.4）

　・ 図示　　　※ 40d（軽量コンクリートの場合は50d）と標仕表5.3.2の重ね継手の長さのうち大きい値

　・ 図示　　　※ 40d（軽量コンクリートの場合は50d）と標仕表5.3.4の重ね継手の長さのうち大きい値

※ 超音波探傷試験による検査　　　　・ 引張試験による検査　　５

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ補強 ※ 入れる　　　・ 入れない　　６ （各部配筋参考図5.7別図 5.11）

(8.2.4）（径：D10、D13）

　　　アンカー筋の種類　　　※ 鉄筋コンクリート用棒鋼、建築構造用圧延棒鋼

（フレア溶接）

90°未満の折曲げの内径直径

　使用箇所　： あばら筋、帯筋、スパイラル筋

　使用箇所　：上記以外の鉄筋

D16以下　※　3d以上　　　・　　

D19～25　※　4d以上　　　・　　

D16以下　※　4d以上（SD390の場合は5d以上）　　　・　　

D19～25　※　6d以上　　　　　　　　 　　　　　　・　　

D29～38　※　8d以上　　　　　　　　 　　　　　　・　　

Fc18-21-15

・ 接着系アンカー（径：M16）

19KN/㎡以上

２階EV機械室

べた基礎、立上り

外構

滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事

2023.3

アスファルト防水１ (9.2.2),(9.2.3),(表9.2.3～8),(改修標仕表3.3.3～10）

施　工　箇　所防水層の種類 種　　　別

・ 屋根保護防水密着工法

・ 屋根保護防水密着断熱工法

・ 屋根保護防水絶縁工法

・ 屋根保護防水絶縁断熱工法

・ 屋根露出防水密着工法

・ 屋根露出防水絶縁工法

・ 屋根露出防水断熱工法

・ 屋内防水密着工法

・　ＡＩ－１　　・　ＡＩー２

・　Ｂ－１　　　・　Ｂ－２

・　ＢＩ－１　　・　ＢＩー２

・　Ｃ－１　　　・　Ｃ－２

・　Ｄ－１　　　・　Ｄ－２

・　ＤＩ－１　　・　ＤＩ－２

・　Ｅ－１　　　・　Ｅ－２

・　Ａ－１　　　・　Ａ－２

屋根露出防水の仕上塗装塗り　　※　行う（ ・ シルバー　 ・ カラー）　・ 行わない

アスファルト　　　※ ３　種

アスファルトルーフィング　　　・ ９４０　　　※ １５００

断熱工法の断熱材　　　厚さ（ｍｍ）　※　２５　　

　　　　　　　　　　　 材質　※押出法ポリスチレンフォーム３種ｂスキン層付き

端部押え金物　アルミ製　　※ Ｌ－30×15×2.0　　・ Ｌ－40×10×2.0

立上り部の保護　　・　押出成形ｾﾒﾝﾄ板t=15　　・　乾式保護材　　・　ｺﾝｸﾘｰﾄ押え

（9.2.2）

（9.2.2）

（9.2.2）

（9.2.2）

（9.2.5）

改質アスファルト

シート防水

２

防水層の種類 厚　さ 施　工　箇　所

・ AS-1　・ AS-2

・ AS-3　・ AS-4　・ AS-5　

・ AS-6　・ ASI-1　・ ASI-2

合成高分子系

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水

※ 露出防水 (9.4.2),(9.4.3),(表9.4.1),(改修標仕表3.5.1）３

工　法

機械固定

工法

接着工法

種　別

・ S-F1 ・ SI-F1

・ S-F2 ・ SI-F2

・ S-M1 ・ SI-M1

・ S-M2 ・ SI-M2

・ S-M3 ・ SI-M3

シートの種類

加硫ゴム系

塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系

加硫ゴム系

塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂系

熱可塑性ｴﾗｽﾄﾏｰ系

※ 1.2 ・ 1.5

※ 2.0 ・ 1.5

※ 1.5 ・　

※ 1.5 ・　

※ 1.2 ・ 

 ｼｰﾄの厚(mm) 施工箇所 仕上塗料塗り 使用分類

・ｼﾙﾊﾞｰ・ｶﾗｰ

・ｼﾙﾊﾞｰ・ｶﾗｰ

※非歩行

・軽歩行

塗膜防水 ※ 露出防水４ （9.5.2),(表9.5.1）

　　　種　　別

・ Ｘ－１　・ Ｘ－２

・ Ｙ－１　・ Ｙ－２

下地調整材：ポリマーセメントペースト

　　　　　　　　　施　工　箇　所

ルーフドレン 材　　種 ※ 塩ビ製（改修用既製品） φ75mm タテ引き用

・ ステンレス製（改修用既製品） φ75mm タテ引き用

５

６ 脱気装置 材　　質：　　　　　　　設置数量：

施工票 工事完了後に監督職員の指示する場所に取り付ける。

責任施工及び

　　保証期間

防水工事は責任施工とし、保証期間は次のとおりとする。

・ アスファルト防水　　　　　　　　　　　　１０年間

・ 改質アスファルトシート防水　　　　　　　１０年間

・ 合成高分子系ルーフィングシート防水　　　１０年間

７

８

（13.5.2),(表13.5.1）

シーリング９ 材　　料　　　※ 標仕による （9.6.2）

2成分形変成ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ

　　　種　別（記　号） 　　　　　施　工　箇　所

MS-2

外

壁

改

修

工

事

コンクリート打放し

仕上げ外壁改修工法

１

外壁改修工法

モルタル塗り仕上げ２

・ひび割れ部

・欠損部

※　樹脂注入工法

・　Ｕカットシール材充填工法

・　シール工法

※　充填工法

・ひび割れ部 ※　樹脂注入工法

・  Ｕカットシール材充填工法

・　シール工法

・欠損部 ・　充填工法

・　モルタル塗替え工法

・浮き部 ・　アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法

・　アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法

・　アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法

・　注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法

・　注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法

・　注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法

・　充填工法

・　モルタル塗替え工法

（4.1.4）

（4.1.4）

12

防

水

改

修

工

事

ｼﾘｺｰﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞSR-1

※ノンブリードとすること

接着性試験　　※ 行う（ ※ 簡易接着性試験　　・ 引張接着性試験 ）　・ 行わない

屋根性能 耐風圧力　　　　２０００　N/m2 積雪荷重　　　１０００　N/m2

長尺金属板葺 既存瓦棒葺カバー工法改修　　　　　　　　　

10

11

（9.6.5）

(13.3.2)

（13.2.2～3）（表13.2.1）

長尺金属板の種類 板厚（mm）屋根葺形式

・ 瓦棒葺 ※塗装溶融55％ｱﾙﾐﾆｳﾑ－亜鉛合金めっき鋼板

　及び鋼帯

※0.5

・下葺材料　（　既存瓦棒瓦桟部分　浮き錆除去及び高圧洗浄

　　　　　　　　既存瓦棒瓦桟部分　特殊変性エポキシ超厚膜型重防食塗料塗（60μ）　）

・断熱材　　（オレフィン樹脂系フォーム断熱材　ｔ＝４）

・亜鉛めっきを施した鋼製品　　　・　ステンレス製品

・内樋･谷樋 （　耐酸被覆鋼板t=0.4加工　 　　　　）

・雪止金物　（　 　　　　 　　　　　　　　　　　）

既存瓦棒葺カバー工法改修　　　　　　　　　　　三晃金属工業　サンコーステップ６８　又は同等品

折　板　葺 既存折板葺カバー工法改修　12 （13.3.2～3）

形　式

 形状（mm）

（規格等）

軒先面戸板

・ 重ね形　　・ はぜ締め形　　・ かん合形

山高（　 85　　）　山ピッチ（　　200　　）　板厚・0.6　・0.8

※ 塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯

・ 有り（軒先フレーム付）　　・ 無し

・ 有り（種別：発泡ポリスチレンフォーム断熱材　厚さ： 4 mm）　・ 無し

材　　料

断 熱 材

PS-2 ﾎﾟﾘｻﾙﾌｧｲﾄﾞ系ｼｰﾘﾝｸﾞ

PU-2 ２成分形ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系ｼｰﾘﾝｸﾞ

13

・Ｃ－ＳＵＩ　　　ケイ酸質系塗布防水　（ＥＶピット）

・ ケイ酸質系塗布防水　　　　　　　　　　　１０年間

山　高　　170　(mm)　　山ピッチ　550　(mm)

3000.8

フネンエース 4 耐火

　基準風速　Ｖｏ＝（　34　）m/s　　　垂直積雪量（ 175 ）cm　　

折板葺き

建具廻り

25



環 境 空 間 設 計
株 式

会 社

代表取締役

管理建築士 杉　野　吉　成

工 事 名 称 図 面 名 称 縮  尺 年 月 日 図 面 番 号

製 図 検 図 承 認

滋賀県長浜市公園町８番３６号　　TEL 0749･62･6211　FAX 0749･65･0943

杉　野　吉　成

１級建築士登録第 226633号

一級建築士事務所　滋賀県知事登録 （ヲ）第 219号

建築工事特記仕様書（３）
A-03

タイル張り仕上げ

外壁改修工法

３

　・　目地ひび割れ部改修工法

　・　伸縮目地改修工法

　・　タイル張替え工法

　・　モザイクタイル張り

　・　マスク張り

　・　改良圧着張り

　・　改良積上げ張り

　・　密着張り

　・　タイル部分張替え工法

　・　アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法

注入口付アンカーピン本数　　（　・　図示　　　）

　・　アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法

　・　アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法

　・　注入口付アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法

　・　注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法

　・　注入口付アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法

　・　注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法

・ひび割れ部

・欠損部

・浮き部

　・　樹脂注入工法

　・　Ｕカットシール材充填工法

　・　タイル部分張替え工法

　・　タイル張替え工法

塗り仕上げ外壁

改修工法

４

（4.1.4）（4.5.8）

（4.1.4）（4.6.3）

　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　）

　・　高圧水洗工法　

　・　塗膜はく離剤工法

　・　水洗い工法

　・　薄付け仕上塗材塗り

　・　厚付け仕上塗材塗り

　・　複層仕上塗材塗り

　・　可とう形改修用仕上塗材塗り

　・　各種塗材塗り

　・　マスチック塗材塗り

・ 目地

　・　サンダー工法 　・　下地ひび割れ部等の補修方法

・ 既存塗膜劣化

　 部の除去及び

　 下地処理

・ 改修後

　 新規仕上げ

ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂又はホルムアルデヒド系防腐剤

（以下、「ユリア樹脂等」という）を用いた接着剤のホルムアルデヒドの発散量

　※　規制対象外　　　　・　第三種

樹脂注入工法５ （4.3.4）

ひび割れ幅（mm） 注入口間隔（mm） 注入量（m /m）

０.２以上～１.０未満 ２００～３００ 　※ １３０

０.２以上～０.３未満

０.３以上～０.５未満

０.５以上～１.０未満

　５０～１００

１００～２００

１５０～２５０

　※ 　４０

　※ 　７０

　※ １３０

 ※ 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法

 ・ 手動式エポキシ樹脂注入工法

 ・ 機械式エポキシ樹脂注入工法

（4.2.2）建築補修用注入エポキシ樹脂　　　・ 低粘度形　 ・ 中粘度形

コア抜取り検査 　・ 行う（抜取り部の補修方法　　　　　　　　　　　　　　　　　）

Ｕカットシール材

充填工法

６ ・　シーリング材充填 （湿潤養生にて施工とする）

・　可とう性エポキシ樹脂

　　　　　　充填材料　　　※１成分形又は２成分形ポリウレタン系　

　　　　　　ポリマーセメントモルタルの充填　　・ 行う

（4.3.5）

シール工法 ・　パテ状エポキシ樹脂

・　可とう性エポキシ樹脂

７ （4.3.6）

※　充填工法

・　エポキシ樹脂モルタル

・　ポリマーセメントモルタル

欠損部改修工法

モルタル塗替え工法 既製目地材　　・使用する（形状　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

仕上げ厚又は全塗り厚が２５ｍｍを超える場合の処置

　※ 図示　　

８

９

（4.3.7）

既存塗膜等の除去

及び下地処理

既存塗膜劣化部の除去、下地処理の工法10 ［4.6.3］［表4.6.2～5］

工　法 処理範囲 下地面の補修

※既存仕上面全体　

※既存仕上面全体　

※既存仕上面全体　

※上記処理範囲以外の既存仕上面全体

・

　・ ひび割れ部改修工法

　・ 浮き部改修工法

　・ 欠損部改修工法

・サンダー工法

・高圧水洗工法

　加圧力　※ 50MPa程度

・塗膜はく離剤工法

・水洗い工法

浮き部改修工事11 （4.4.10）～（4.4.15）

改修工法の種類

（適用部位等）一般部 指定部 一般部 指定部

※１６

・　　

※２５

・　　

※２５

・　　

※１３

・　　

※２５

・　　

※１２

・　　

※２０

・　　

※２５

・　　

※２５

・　　

※１３

・　　

※２５

・　　

※１２

・　　

※２０

・　　

※２５

・　　

※５０

・　　

※９　

・　　

※１６

・　　

※２５

・　　

※９　

・　　

※１６

・　　

※９　

・　　

※１６

・　　

※２５

・　　

※２５

・　　

※９　

・　　

※１６

・　　

※９　

・　　

※１６

・　　

※２５

・　　

※５０

・　　

※９　

・　　

※１６

・　　

※２５

・　　

※２５

・　　

アンカーピンの

本数（本/㎡）

注入口の箇所数

（箇所/㎡）

充填量

(ml/箇所)(ml/箇所)

注入量 備　　考

・アンカーピンニング部分

　エポキシ樹脂注入工法

・アンカーピンニング全面

　エポキシ樹脂注入工法

・アンカーピンニング全面

　ポリマーセメントスラリ

　注入工法

・注入口付アンカーピンニ

　ング部分

　エポキシ樹脂注入工法

・注入口付アンカーピンニ

　ング全面

　エポキシ樹脂注入工法

・注入口付アンカーピンニ

　ング全面

　ポリマーセメントスラリ

　注入工法

・充填工法

・モルタル塗替え工法

・注入口付アンカーピンニング

　エポキシ樹脂注入タイル

　固定工法

・タイル部分張替え工法

・タイル塗替え工法

タイル部分

張替え工法

12 アンカーピン

※　ステンレス製（ＳＵＳ３０４）呼び径４mmの丸棒で全ネジ切り加工したもの

・

注入口付アンカーピン

※　ステンレス製（ＳＵＳ３０４）呼び径６mm

・

接着剤

※　ポリマーセメントモルタル

・　タイル部分張替え工法用接着剤

　「建設省官民連帯共同研究報告書『有機系接着剤を利用した外装タイル・石張りシステムの開発』

　（建設大臣官房技術調査室監修平成９年２月）」における「外装タイル・石張り用接着剤の品質基

　　準（案）」に基づく品質性能試験に適合するタイプⅠとする。

・　タイル張替え用エポキシ樹脂

・　ウレタン樹脂及びシリコーン樹脂

張付け材料

既製調合モルタル　　　・　使用する　　　・　使用しない

（4.2.2）

（4.1.4）（4.2.2）

（4.2.2）（4.5.7）

新規仕上塗材の種類13 （4.1.4）（4.2.2）（表4.2.3）（表4.2.4）

 ・ 外装薄塗材Ｓi

防火材料

 ・ 可とう形外装薄塗材Ｓi

 ・ 外装薄塗材Ｅ

 ・ 可とう形外装薄塗材Ｅ

 ・ 防水形外装薄塗材Ｅ

 ・ 外装薄塗材Ｓ

 ・ 内装薄塗材Ｗ

 ・ 外装厚塗材Ｃ

 ・ 外装厚塗材Ｓi

 ・ 外装厚塗材Ｅ

 ・ 複層塗材ＣＥ

 ・ 複層塗材Ｓｉ

 ・ 複層塗材Ｅ

 ・ 複層塗材ＲＥ

 ・ 可とう形複層塗材ＣＥ

 ・ 複層塗材ＲＳ

 ・ 防水形複層塗材ＣＥ

 ・ 防水形複層塗材Ｅ

 ・ 防水形複層塗材ＲＥ

 ・ 防水形複層塗材ＲＳ

 ・ 可とう形改修塗材Ｅ

 ・ 可とう形改修塗材ＲＥ

 ・ 可とう形改修塗材ＣＥ

 ・ Ａ種

 ・ Ｃ種

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

 ・ 砂壁状

 ・ ゆず肌状(・ 吹付け ・ ローラー塗り)

 ・ さざ波状 ・　平たん状

 ・ 着色骨材砂壁状(・吹付け ・こて塗り)

 ・ 砂壁状じゅらく

 ・ 京壁状じゅらく

 ・ 吹放し ・ 凸部処理 ・ 平たん状

 ・ 凹凸状 ・ ひき起こし ・ かき落とし

 ・ 凸部処理 ・ 凹凸模様 ・ 吹付

上塗材

耐候性 ※　耐候性３種 ・

溶媒 ・ 溶剤系

樹脂 ※　ウレタン系 ・　

外観 ・ つやなし

・　メタリック

 増塗材 ・　適用する

 ・ 平たん状

 ・ さざ波状

 ・ ゆず肌状

 凸部処理 ・　行う

種　類 　呼び名 　仕上げの形状

・薄付け仕上塗材

・厚付け仕上塗材

・複層仕上塗材

 上塗材　　・ 適用する

 ・ 凹凸状（・ 吹付け　・ こて塗り）

・可とう形改修用

　仕上塗材

・マスチック塗材

 仕上材  ・ アクリル樹脂エナメル

         ・ つや有合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ

改修工法 ※ かぶせ工法（カバー工法）

・ 撤去工法（・ はつり工法　・ 引き抜き工法）

新規金属製建具を設ける壁の開口方法

（周囲カッター入れ、ハンドブレーカ等による　　　　　　）

※ 防火戸の指定及び連動装置は別図（建具図）による。

※ 防火区画に用いる防火戸で通行の用に供するものは建築基準法施行令第112条第14項第一号ロによる。

２

１

防火戸

アルミニウム製建具３ 外部に面するアルミニウム製建具の性能等級

・ ・ ・

・

・

・

※Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種

　　　種　　　　　　　別 施　　　工　　　箇　　　所

〔表5.2.2〕

性能等級

耐風圧性

気密性

水密性

枠見込み（㎜）

　※ Ａ－３

　※ Ｓ－４

  ※ Ｗ－４

  ※ ７０

  ※ Ｓ－５

  ・ Ａ－３

  ・ Ｗ－４

・１００

  ※ Ｓ－６

  ※ Ａ－４

  ※ Ｗ－５

  ※ １００

表面処理

  ※ 出入口のくつずりにステンレスを使用する場合は図示による。

14

建

具

改

修

工

事

網　戸４ 防虫網　　　網の種別　　　※ 合成樹脂製　　・ ガラス繊維入り合成樹脂製

　　　　　　　　　　　　　・ ステンレス製（SUS316）  

　　　　　　形　　式　　　※ 外部可動式　　・ 固定式

　　　　　　線径、網目　　※ 0.25㎜以上、16～18メッシュ　　・ 

鋼製建具 外部に面する建具の耐風圧性

簡易気密扉の気密性、水密性

※ Ｓ－４　　・ Ｓ－５　　・ Ｓ－６

※ 適用する  　・ 適用しない

５ 〔表5.2.1〕

〔表5.4.1〕

鋼製軽量建具６

( ）

・ ﾋﾝｼﾞｸﾛｰｻﾞｰ（ﾋﾟﾎﾞｯﾄ型）

・ 点検口軸吊りヒンジ

・ フロアヒンジ

・ ﾋﾝｼﾞｸﾛｰｻﾞｰ（丁番型）

・ ドアクローザー

・ 閉鎖順位調整器

・ 押棒・押板

・ ｱｰﾑｽﾄｯﾊﾟｰ

・ 戸当り

建具製作所の仕様による。

ｶﾊﾞｰ部：ｽﾃﾝﾚｽ　（本体は鋼　　　　） 

本体：ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金

ｱｰﾑ部：鋼製（焼付け塗装　　　　）

ｽﾃﾝﾚｽ　（・ 鋼　　　 ）

鋼製　（焼付け塗装 ）

鋼（ｸﾛｰﾑめっき）　（・ ｽﾃﾝﾚｽ　　　）

・ ｽﾃﾝﾚｽ   ・ 黄銅   ・ 合成樹脂

ステンレス

カバー部：ｽﾃﾝﾚｽ　（本体は鋼　　　　） ドアクローザー

・ 遅延閉り機能付き

・ 自閉装置付き

・ 取付位置

・ あおり止め付き

木下地等５

表面仕上げの程度

含水率 構造材

下地材

造作材

※ Ａ種(20%以下)

※ Ａ種(15%以下)

※ Ａ種(15%以下)

・ Ａ種　　※ Ｂ種　　Ｃ 種

・ Ｂ種(25%以下)

・ Ｂ種(20%以下)

・ Ｂ種(18%以下)

品質の基準

　梁（見掛り部） 　　(見隠れ部)

　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　

柱（見掛り部）

　　　　　　構  造  材 　　　下 地 材 　　　造 作 材

〔表6.5.3〕

　　※ 上小節 　　※ 図示　　※ 小節 　　※ 図示

　　・ 2級

　　※ Ａ種

　　・ Ｂ種

軽量鉄骨天井下地６ 野縁等の種類

　　　屋外　　・19型　※25型

屋外の野縁受け・吊りボルト・インサートの間隔(㎜)

屋外の周辺部の端からの寸法(㎜)

屋外の野縁の間隔(㎜)

屋外のはずれ留め補強

既存の埋込みインサートの使用

あと施工アンカーの引抜き試験

吊りボルト間隔が900㎜を超える場合の補強方法

天井下地材における耐震性を考慮した補強

屋外の軒天井、ピロティ天井等における耐風圧性を考慮した補強

（ ）

（ ）

（ ）

〔表6.6.1〕

・

保存処理木材　　　　・ 使用する（使用箇所　　　　　　　　　　　　　　）

〔6.6.2〕～〔6.6.4〕

※ 有り

※ 再利用しない

・ 行う

・ 行わない

・ 無し

・ 再利用する

※ 図示

・ 有り ・ 無し

・ 有り ・ 無し

新規金属製建具周囲の補修工法及び範囲

（　図示による　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

〔5.1.3〕

〔5.1.4〕※ 防火戸は建築基準法第2条第9号の2ロの規定に基づき定められたもの又は認定を受けたものとする。

〔5.2.2〕～〔5.2.5〕〔表5.2.1〕

 ・ B-1種（無着色）

 ・ B-2種（着色）

 ・

 ・

 ・ 水切り、ぜん板等

〔5.2.3〕

〔5.4.2〕～〔5.4.4〕

〔5.5.2〕～〔5.5.5〕簡易気密型ドアセットの適用は建具表による

７ 建具用金物 マスターキーの製作

・ 作成する（監理者等と協議すること）　　・ 作成しない 〔5.7.2〕～〔5.7.4〕

改修工事におけるキーのマスター合せ　　　 ※ 行う　　　・ 行わない

・ 丁番   ｽﾃﾝﾚｽ

）(

・ 空錠  ・ 握り玉：ｽﾃﾝﾚｽ

 ・ ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ：ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金，

 ・ 取付位置

　　　　　（※ ｽﾃﾝﾚｽ、　・ 黄銅　 ）

建具表による

・ 点検口錠 亜鉛合金程度 ( ・ ｽﾃﾝﾚｽ ）

開き戸 〔表5.7.1〕

・ シリンダー箱錠  ・ 握り玉：ｽﾃﾝﾚｽ  ・ 取付位置

 ・ ﾚﾊﾞｰﾊﾝﾄﾞﾙ：ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金，

　　　　　（※ ｽﾃﾝﾚｽ、　・ 黄銅　 ） ( ）建具表による

金 物 の 種 類 見 え 掛 り 部 の 材 質 そ　 の 　他

）(

・ 本締り付きモノロック  ・ 握り玉：ｽﾃﾝﾚｽ  ・ 取付位置

・ 本締り錠  ｼﾘﾝﾀﾞｰｶﾗｰ：ｽﾃﾝﾚｽ

カバー部：ｽﾃﾝﾚｽ　（・ 亜鉛合金　　） 亜鉛合金は木製建具用のみ・ ピボットヒンジ

（16.8.2）（表16.8.1）

　　なお、室名等の記入は事前に監督職員と協議の上決定すること

　　個数　　※ ３本/１組　　・　　

〔6.5.2〕～〔6.5.6〕

( ）

　木製建具の場合:ｽﾃﾝﾚｽ

（・黄銅）

　黄銅は木製建具用のみ

引き戸

金 物 の 種 類 見 え 掛 り 部 の 材 質 そ　 の 　他

・ 取付位置 〔表5.7.1〕・ クレセント

・ 引手鎌錠（表示錠）

・ 引手類

・ レール

（上吊りの場合を除く）

建具製作所の仕様による。

ステンレス

（・ ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金　　・ 黄銅　　　  ）

※ 改修標仕6.3.2(1)による

・ 自閉式上吊引戸装置 標仕　表16.10.1　による

材  料

　種類及び厚さによる種別 　　種類及厚さによる種別種　　別 種　　別

・ ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ

・ 型板ガラス

・ 線入板ガラス

・ 合わせガラス

ｔ４

ｔ６．８

・ 強化ガラス 学校用強化ガラスｔ４

・ 網入板ガラス

〔5.13.2〕～〔5.13.4〕ガラス８

ガラスフィルム９ ※ 窓ガラス目隠しフィルムはPET製多積層基材厚100μｍ以下とする。

※ 乳白色・目隠し・飛散防止機能付

ガラスとめ材10

建 具 の 種 類 材　　　　　　　　　質

アルミニウム製

鋼製・軽量鋼製・ステンレス製

木  製

※ 防火戸のガラスとめ材は建築基準法に基づく防火性能認定品とする。

※ シーリング材(SR-1)　　　・ ガスケット

　　　　　　　　　　　　　 ・ グレイジングチャンネル

〔5.13.2〕

※ シーリング材（SR-1）　　・ パテ１種 　・ ２種

・ パテ（木製用）   　　　 ・ シーリング材（SR-1）

既存壁の撤去等４ 〔6.3.2〕

内

装

改

修

工

事

15

木れんが、ビニル床タイル、ビニル床シート、ゴム床タイル、カーペット、フローリング、ボード類、合板、

壁紙、タイルの接着に使用する接着剤

   ホルムアルデヒド等の放散量　JＩSで定める

   トルエン、キシレン、エチルベンゼンﾝ

※ F☆☆☆☆ 　・ 大臣認定品

※ 含有量の少ない規格品

接着剤に含まれる可塑剤

 　（木工用）　※ フタル酸-ブチル等を含有しない、難揮発性のもので規格品

　 （壁紙用）  ※ フタル酸-ブチル等を含有しない、難揮発性のもので規格品

接着剤

既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁、床の改修範囲

　※ 図示

天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲

  ※ 図示

天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修

  ※ 図示

他の部分との

取り合い等

１

２

既存床の撤去等３ 　　　種　　　別 　　　　工　　　法 　　　　　施　　工　　箇　　所

〔6.2.2〕

〔6.1.3〕

・合成樹脂塗床材

・下地モルタルの撤去

・機械的除去工法

・目荒し工法

・下地モルタルの撤去

・モルタルコテ押え

・下地モルタルの撤去

・床組

・ﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱ撤去

コンクリート・モルタル面の下地処理

※ 仕上材の張付けに支障となる著しいひび割れ及び欠損部の補修は、監督職員と協議する。

改修後の床の清掃範囲

・磁器モザイクタイル

・下地モルタルの撤去

　　　屋内　　※19型　・25型　

箇所以上、 N/箇所（ ）

・ 強化型ガラス 学校用強化型ガラスｔ４

12

防

水

改

修

工

事

内

装

改

修

工

事

15

　　　　　　　　

軽量鉄骨壁下地 スタッド、ランナー等の種類

※ 表6.7.1におけるｽﾀｯﾄﾞの高さによる区分に応じた種類

７

８ 天井廻縁 材質

天井見切り縁 材質

点検口 天井

床

・ アルミニウム製　　・ 塩化ビニル製

材質： ※ アルミ既製品　　・　　　 　　　　　　規格： ※ ４５０角　・ ６００角

材質： ※ アルミ既製品　　・　　　 　　　　　　規格： ※ ６００角　・　

ビニル床シート､

ゴム床タイル張り

ビニル床タイル及び

・ビニル床シート

９

10

11

 区分     種　　　　　　類  記号  旧JIS記号  厚さ(㎜)   色　　柄   工　法   施工箇所

 ＴＳ

 ＦＳ

 ＨＳ

 ＫＳ     ＰＦ

発
泡
層
無

発
泡
層
有

 ・ 単層ビニル床シート

 ・ 複層ビニル床シート

 ・ 発泡複層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ

 ・ クッションフロア

 ・無地

 ・ﾏｰﾌﾞﾙ 等

 ※標準柄

 ・マーブル

 ※熱溶接  ※仕上表

   による

 ・ 2.5

 ・ 2.0

 ・ 2.3

    ＮＭ

 ＮＯ

 ＤＯ、ＰＯ

 ＤＣ、ＤＦ

 ＮＣ、ＮＦ

・ 厨房用防滑ビニル床シート：厚さ 2.0㎜ 　　施工箇所：

　　　　　　施工箇所：

カーペット敷き12 ・タイルカーペット

    パイル形状     寸法(㎜)     総厚さ(㎜)            施工箇所 種別

※ 1種   ※ ループパイル   ※ 500×500   ※ ７

タイルカーペットの敷き方   平場部分  ※ 市松敷き

合成樹脂塗床

塗料のホルムアルデヒド放散量     ※ F☆☆☆☆     ・ 

13

フローリング張り14 種　　別 材　種 工　法 仕上げ塗装等 備考

・ 単層フローリングブロック

・ 単層フローリングブロック

 ※ なら

 ・ ひのき

 ・ なら

 ・ なら

 ※ 釘どめ工法（Ｃ種）

 ・ 接着工法

 ・ 接着工法

 ※ 塗装品

 ・ 無塗装品

 ・ 塗装品

 ・ 無塗装品

接着工法のフローリング裏面の緩衝材

ホルムアルデヒドの放散量    ※ 規制対象外      ・ 第三種

※ 合成樹脂発泡シート　　・ ＬＬ45防音

畳敷き15 種　別　　・ Ａ種　　・ Ｂ種　　※ Ｃ種　　・ Ｄ種

※ 下地モルタル部は防湿紙付とする。

県産材の使用について16 間伐材を含め極力県内産を使用すること。（県内産使用数量調書を作成のこと）

県産材指定　：県産材については「産地証明提出の上監督員の承認を得ること」

せっこうボード、

その他ボード

及び合板張り

17 種別※表6.13.1によるＪＩＳ規格品とする

        種 　　　　　　　類           規　　格　、　厚　さ　（㎜）　　等

※ せっこうボード(GB-R)

・ 化粧せっこうボード(GB-D)

・ 不燃積層せっこうボード(GB-NC)

・ ｼｰｼﾞﾝｸﾞ(耐水)せっこうﾎﾞｰﾄﾞ(GB-S)

・ 強化せっこうボード(GB-F) 

・ ロックウール吸音ボード(RW-B)

・ グラスウール吸音ボード(GW-B)

・ 吸音あなあきせっこうボード(GB-P)

・ ロックウール化粧吸音板(DR)

・ けい酸カルシウム板(0.8FK) 不燃

・ メラミン樹脂化粧板

・ 硬質木片セメント板

・ 断熱木毛セメント板

・ 普通合板

・ 天然木化粧合板

  ( ※ 難燃処理  ・ 防煙処理)

・ 特殊加工化粧合板

・ その他下張り用合板

  ( ※ 難燃処理  ・ 防煙処理)

  ( ※ 難燃処理  ・ 防煙処理)

  ※ 12.5(不燃)  ・ 9.5(準不燃)

  ・ 杉柾模様

  ・ トラバーチン模様

  ・ 12.5(不燃)

  ・ 9.5(準不燃)

  ・ トラバーチン模様

  ・ 模様なし

  ※ 9.5(不燃)

  ・ 15(不燃)  ・ 12.5(準不燃)  ･  9.5(準不燃)

  ・ 21(不燃)  ・ 15(不燃)  ・ 12.5(不燃)

  ※ 25

  ※ 25

  ・ 9.5(準不燃)

 内部用

 軒天用

  フラット

  立体模様

  フラット

  立体模様

  ・ 12(不燃)  ※ 9(不燃)

  ・ 15(不燃)  ※ 12(不燃)

  ・ 12(不燃)  ※ 9(不燃)

  ・ 15(不燃)  ※ 12(不燃)

  タイプ２（無石綿）  ・ 8.0  ・ 6.0

  ・ 30  ・ 25  ・ 20  ・ 15

  厚さ 5.5  ・ 12  接着の程度  2類  表板樹種 ラワン

  表板の品質    防虫処理  ・ 行う

  厚さ         接着の程度

  化粧板樹種  ・ なら  ・ しおじ   防虫処理 ・ 行う

  厚さ       接着の程度      化粧加工の方法

  表面性能　・Ｆ　・FW　・W　・WS  防虫処理 ・ 行う

ユ

ニ

ッ

ト

及

び

そ

の

他

工

事

〔6.7.3〕〔表6.7.1〕

〔6.8.2〕

〔6.9.2〕～〔6.9.4〕

〔6.10.2〕〔6.10.3〕

〔6.11.2〕～〔6.11.7〕

　　仕上の種類　　　※ 平滑仕上げ　　・ 防滑仕上げ　　・ つや消し仕上げ

・弾性ウレタン樹脂系塗床材

・エポキシ樹脂系塗床材

〔6.12.2〕〔表6.12.1〕

〔6.13.2〕～〔6.13.3〕〔表6.13.1〕

  ・ 構造用合板t12

  ・ 構造用合板t24

  ・ 18  ・ 25  ・ 20  ・ 15

軽量鉄骨下地ボード遮音壁の遮音シール材 〔表3.7.1〕

　※ アクリル系シーリング　　　・ ジョイントコンパウンド

せっこうボードの目地処理 〔表6.13.5〕

〔表6.13.3〕

クロス仕上のボード出隅部はコーナー保護金物等にて補強を行う事。

合板類の張付け　　　・ Ａ種　　　※ Ｂ種

ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ、MDF、合板、化粧合板等のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散量　　

　・ 継目処理　　　※ 突付け　　　・ 目透かし

　・ 石こうボード出隅補強

　JASで定める　　　※ F☆☆☆☆　　　・ F☆☆☆　　　・　

遮音壁・耐火壁18 ・ 遮音壁 壁厚：125㎜　　遮音性能：ＴＬＤ-５０　　吸音材：ｸﾞﾗｽｳｰﾙ24Ｋ 50㎜厚

スタッド：65形 ＠300 千鳥配置　　ランナー：75形 四周処理共

参考品番(　

※ 軟質　　　・ 硬質

     種　　　　　　類       寸　　　　法　　　　（㎜） 　　厚　　さ　　（㎜）

 ・ 1.5    ※ 2.0

・ ビニル幅木

・ ステンレス幅木

※ 厚さ 2.0㎜ H100  　表面材：ステンレス箔（ＨＬ）、基材：ＡＢＳ樹脂、保護カバー付

　　　　　　参考品番（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　参考品番（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 下地補強：鏡、手すり、ﾍﾟｰﾊﾟｰﾎﾙﾀﾞｰ、ﾓｯﾌﾟ掛ﾊﾟﾈﾙ、小物収納ﾊﾟﾈﾙ(機械設備工事)等が取付く箇所は、

構造用合板ｔ12を取付の上、機器メーカー指定の補強方法とする。

・ ビニル床タイル：厚さ 2.0㎜　

東リ　マチコ　又は同等

建具表による

・ビニル床タイル

出入り口ドア廻り

出入り口ドア廻り、事務室内

ハンドブレーカー

＠900内外

150以内

３ 400

・ アルミニウム製　　※ 塩化ビニル製　　・木製

踏込、廊下

・ 天然木フローリング

 ・ 接着工法

事務室

・薄畳　ｔ15

2023.3

 ・ 60    ・ 75    ・ 100　　長尺

25
滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事



環 境 空 間 設 計
株 式

会 社

代表取締役

管理建築士 杉　野　吉　成

工 事 名 称 図 面 名 称 縮  尺 年 月 日 図 面 番 号

製 図 検 図 承 認

滋賀県長浜市公園町８番３６号　　TEL 0749･62･6211　FAX 0749･65･0943

杉　野　吉　成

１級建築士登録第 226633号

一級建築士事務所　滋賀県知事登録 （ヲ）第 219号

A-04
建築工事特記仕様書（４）

壁紙張り 防火性能・品質・規格・施工箇所　　　　※ 図示による　　　　・ 下表による19

〔6.14.2〕～〔6.14.3〕       施　行　箇　所        防火性能              品　質　・　規　格

壁紙のホルムアルデヒドの放散量　

JＩSで定める　　　　※ F☆☆☆☆　　　　・ 大臣認定品　　　　・ 

下地調整 モルタル及びプラスター面

コンクリート面

せっこうボード面

・ ＲＡ種　　　※ ＲＢ種

・ ＲＡ種　　　※ ＲＢ種

・ ＲＡ種　　　※ ＲＢ種

〔表7.2.4〕

〔表7.2.5〕

〔表7.2.7〕

タイル張り タイルの種類20

適用 Ｇ

再生材の

特注標準

色役物

なしあり陶器磁器

きじ形状寸法

（mm）

備考

参考品番

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

（11.2.1）・ 汚垂石　　　・ テラゾタイル

せっ器 施ゆう無ゆう

うわぐすり
施工箇所

防塵塗床 塗料の種類

仕上げの種類

・ アクリル系　　・ ウレタン系　　・ エポキシ系

・ 平滑仕上　　　・ 防滑仕上（つや消し）

グラスウール

21

22

16 フリーアクセスフロア１
施工箇所 表面仕上げ材耐荷重性能

適用地震時

水平力（mm）

仕上り高
構　法 備　考

 ・パネル構法

 ・溝構法

 ・パネル構法

 ・溝構法

 ・1.0Ｇ

 ・0.6Ｇ

 ・1.0Ｇ

 ・0.6Ｇ

 ・3,000Ｎ

 ・5,000Ｎ

 ・3,000Ｎ

 ・5,000Ｎ

 ・タイルカーペット

 ・帯電防止床タイル

 ・タイルカーペット

において評価を取得したもの又は同等品とする。

　5,000Ｎについては、平成元年建設省告示第1322号「耐震型フリーアクセスフロアの開発」の建設技術評価

表面仕上げ材の品質・規格等は、19章内装工事による

スロープ及びボーダー　　　※ 製造所の標準仕様　　・ 図示

コンセント等の取付け対応　※ 製造所の標準仕様 （コンセント本体は別途設備工事）

　　　　　　　　　　　　　・ コンセントの箇所数は図示

材　　料 屋内の壁及び天井仕上げ材は、防火材料とする。

建物内部に使用するユリア樹脂等を用いた塗料のホルムアルデヒドの放散量

　 ※ 規制対象外    ・ 第三種

仕様・規格を充たす環境配慮型対応製品がある場合はそれを使用すること。

用途による規格外の製品を使用する場合は、監理者の承諾を得ること。

１

下地調整 ［7.2.2～7］［表7.2.1～7］

塗

装

改

修

工

事

備　　考下地調整の種別下地面の種類

木部

鉄鋼面

亜鉛めっき面

亜鉛めっき面（鋼製建具）

モルタル、プラスター面

コンクリート、ＡＬＣパネル面

せっこうボード、その他ボード面

 ・ ＲＡ種　※ ＲＢ種

 ・ ＲＡ種　※ ＲＢ種

 ・ ＲＡ種　※ ＲＢ種

 ※ ＲＢ種　・ ＲＣ種

 ・ ＲＡ種　※ ＲＢ種

 ・ ＲＡ種　※ ＲＢ種

 ・ ＲＡ種　※ ＲＢ種

既存モルタル下地面等のひび割れ部の補修

　　※ 行わない  　・ 行う（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

既存塗膜の劣化部分の除去、目粗しなど、入念に行うこと。 ［表7.2.4～6］

素地ごしらえ

　（新設部分）

木部

鉄面（鉄骨工事は除く）

亜鉛メッキ面

モルタル・プラスター面

コンクリート・ＡＬＣパネル面

コンクリート・押出成形セメント板面

せっこうボード面

　　※ Ａ種（透明塗料の場合はＢ種）　・ Ｂ種

・ Ａ種　　・ Ｂ種　　※ Ｃ種

・ Ａ種　　・ Ｂ種　　・ Ｃ種

・ Ａ種　　※ Ｂ種

・ Ａ種　　※ Ｂ種

・ Ａ種　　・ Ｂ種

・ Ａ種　　※ Ｂ種

（18.2.2),（表18.2.1）

（18.2.3),（表18.2.2）

（18.2.4),（表18.2.3）

（18.2.5),（表18.2.4）

（18.2.6),（表18.2.5）

（18.2.6),（表18.2.6）

（表18.2.7）

３ 錆止め塗料塗り 鉄鋼面 亜鉛めっき面

Ａ種

種別

Ｂ種

Ｃ種

 ※ 鉛-ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止めペイント(1種)

 ・ 水系錆止めﾍﾟｲﾝﾄ ・ 鉛-ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止めﾍﾟｲﾝﾄ(2種)

 ※ 一液形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂錆止めﾍﾟｲﾝﾄ

 ・ 変性エポキシ樹脂プライマー

 ・ 水系錆止めペイント

合成樹脂調合４

ﾍﾟｲﾝﾄ塗り(SOP)

新規鉄面,亜鉛めっき面の塗りの種別　 ・ Ａ種  　※ Ｂ種   ・ Ｃ種

木部の塗りの種別 　・ Ａ種 　・ Ｂ種 　・ Ｃ種

［7.4.2～5］［表7.4.1～3］

フタル酸樹脂

エナメル塗り(FE)

新規木部の塗りの種別 　・ Ａ種  　※ Ｂ種

新規鉄面、亜鉛めっき面の塗りの種別 　・ Ａ種  　※ Ｂ種

［7.6.2,3］［表7.6.1,2］５

６ アクリル樹脂系

非水分散形塗料
(NAD)

新規の塗りの種別　 ・ Ａ種  　※ Ｂ種

塗り替えの種別 　　・ Ａ種  　※ Ｂ種  　・ Ｃ種　　

［7.7.2］［表7.7.1］

耐候性塗料塗り７ ［7.8.2～4］［表7.8.1～3］

※Ａ種・Ｂ種・Ｃ種

・Ａ種・Ｂ種・Ｃ種

・Ａ種・Ｂ種・Ｃ種

・Ａ種・Ｂ種・Ｃ種

塗り替えの種別新規塗りの種別

・Ａ種・B-2種・Ｃ種

備　考

(２級)

鉄面

亜鉛めっき面

下地の種類

ｺﾝｸﾘｰﾄ及び押出成形ｾﾒﾝﾄ板面

※Ａ種・Ｂ種・Ｃ種

つや有合成樹脂

ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り

８ 新規の塗りの種別　 ・ Ａ種  　※ Ｂ種

塗り替えの種別 　　・ Ａ種  　※ Ｂ種  　・ Ｃ種　　

［7.9.1～5］［表7.9.1～4］

新規の塗りの種別 　・ Ａ種  　※ Ｂ種

塗り替えの種別 　　・ Ａ種  　※ Ｂ種  　・ Ｃ種　　

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ

ペイント塗り

(EP-G)

(EP)

９ ［7.10.2］［表7.10.1］

［7.11.1］［表7.11.1］新規の塗りの種別 　・ Ａ種  　・ Ｂ種

模様塗り (EP-T)

合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝ10

塗替えの場合

下地調整 種　　別既存塗膜

合成樹脂エマルション模様塗り

平滑な塗料塗り

 ※ ＲＢ種

 ・ ＲＣ種

 ※ ＲＢ種

 ・ ＲＣ種

 ※ Ａ種

 ※ Ｃ－３種

 ・ Ｃ－１種 　・ Ｃ－２種

 ・ Ａ種　　　 ・ Ｂ種

ｳﾚﾀﾝ樹脂ﾜﾆｽ塗り11 新規の塗りの種別 　・ Ａ種  　※ Ｂ種 ［7.12.2］［表7.12.1］
(UC)
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2-1

2-2

12

乾式二重床 樹脂製二重床システム　仕上り高 H=100㎜　パーティクルボードｔ20下地の上ラワン合板ｔ12捨張

フクビ　フリーフロアー　プラ木レン　又は同等品

黒板及び

　ホワイトボード

（20.2.8）

２

３

寸法（mm） 色　彩 備　　考種　　類

・黒板

・ホワイト

　ボード

 ※ ほうろう

 ※ ほうろう

 ※ 図示

 ※ 図示

 ※ 緑

 ※ 暗線入

 ※ 白

 ※ 暗線入

 ・ 平面ＵＤ　 ※ 曲面スライダー　 ※ 平面

 ・ 平面ＵＤ　 ・ 曲面スライダー　 ・ 平面

 ・ 上下

屋内掲示板４ 枠の材質　　 　　※ アルミニウム製

表面の材質　　　 ※ 塩ビ発泡シート張り　　

形式５ 室名表示等 （20.2.10）

（ ピクトサイン） 材質 ・ アクリル製　　　・ ステンレス製　　　・ アルミ製

・ 面付型　　・ 持出型　　・ 点字型　　 ・ 切り抜き型

デザイン

（20.2.12）６ ブラインド

スラットの材質開　閉　方　式形　式

※ 横型

・ 縦型

 ※ ギヤ式　　・ コード式　　

 ・ 操作棒式　・電動式

 ・ １本操作ｺｰﾄﾞ　・ ２本操作ｺｰﾄﾞ

 ※ アルミ合金製

 ・　

 ・ アルミ　・ クロス

スラットの成型幅

 ※ ２５

 ・　

 ・ ８０　・ １００

昇降テープの材質：　※ ポリエステル繊維　　

ロールスクリーン 防炎性能　　※ 有り７ （20.2.13）

（20.2.14）

カーテン/暗幕８ 形　式 装　置
備　 考性　 能ひだの種類

・

・

・・

・・

・・

・・

・・・・・

施工箇所

各室窓用カーテン

各室暗幕

各室カーテン

片引 引分 電動 ひも引 手引

 ひだ無し

 箱ひだ

 箱ひだ

 防炎

 防炎

 防炎

 一部ﾒｯｼｭ

 天吊ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ部

※各室窓用カーテン：換気扇取付位置はメディカル用メッシュ仕様とする

カーテンレール９ （20.2.14）材種

形状

・ アルミ合金製　　・ ステンレス製

・ シングル　　・ ダブル（ただし、暗幕用は300mm以上の召合せの重掛けとする。）

・ 天井付カーテンレール（宙吊り：アルミ製　Ｈ型レール）

ブラインドボックス

及びカーテンボックス

・ 既存再使用する（SOP塗）

・ 新設する

・ 市販品（アルミニウム製　押出し型材）

10

　溝幅×深さ（mm） ・ 90×150　 ※ 120×80　 ・ 120×150　 ・ 150×80　 ・　

　色彩　　　　　　 ※ Ｂ－１　 ・ Ｂ－２（※ ブラウン系　 ・ ブラック　 ・ ステンカラー）

・ 木製　図示

11 施工箇所　　ライニング天板ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑｶｳﾝﾀｰ

材質、形状

13 手 摺 等

化粧鏡（大型鏡）14
（耐蝕鏡）

仮設トイレ15

表示及び掲示

　 更衣室など見やすい箇所に次の表示及び掲示を行う。

　　　※　アスベスト作業主任者名と職務内容

　　　※　関係者以外立入禁止

　　　※　喫煙・飲食の禁止

　　　※　「アスベスト除去作業中」の表示

　　　※　アスベストの有害性

　　　※　取り扱い上の注意事項

　　　※　使用すべき保護具

　 周辺住民の見やすい箇所に以下の表示を行う。

　　　※　事前調査結果

   保護具、保護衣

　　　※　作業内容に応じた、呼吸用保護具、保護めがねを使用すること。

   除去したアスベスト含有物の保管、運搬等

　　　※　他の内装材、廃棄物等と分別保管

　　　※「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ（労働基準監督署への届出内容、粉じん飛散抑制

　　　※　保管場所での飛散防止を施す。また、アスベスト成形版を運搬する場合は、運搬車輌の荷台

　　　　　装置、曝露防止措置等）」

　　　　　全体をシート等で覆い、飛散防止に努める。

　　　※　アスベスト等の保管場所である旨の表示を行う。

[6.2.4]＜9.1.2(f)＞

[6.2.5]＜9.1.2(g)＞

[6.3.3]<9.1.3(c)><9.1.4(c)><9.1.5(C)>

アスベスト含有

吹付け材の除去

アスベスト含有

保温材等の除去

※　壁面 ※　0.08mm以上のプラスチックシート等

※　床面 ※　0.15mm以上のプラスチックシート等で二重

セキュリティーゾーンの設置

適用 室名 状態

※ 更衣室

 ※　更衣ロッカー

 ※　呼吸用保護具保管箱

 ・ 

 ・ 

 ※　エアシャワー（温水シャワー）

 ・　使用済み保護衣保管かご

 ・　高性能真空掃除機

負圧洗浄室

負圧前室

※

※

※　新品の保護具

※　洗顔、うがい設備

アスベスト含有吹き付け材の除去工事（下地調整材の除去）

　 ・　行う

　 ・　行わない

　 適用　　　範囲　※ 図示    ・　

養生等

　 ※　養生シート(床面：0.15㎜以上のプラスチックシート等で二重)等を用い、飛散防止を行う。

除去工法

　 ※　集塵機能付グラインダー工法

環境測定(アスベスト飛散確認)

　 ※　除去工事前：４箇所

　 ※　除去工事後：４箇所

除去物及び汚染物等

　 処理方法　　　※　密封処理（二重袋梱包）

アスベスト含有保温材の除去工事

　 ・　行う

　 ・　行わない

　 適用範囲　　　※　図示　　・（煙突内）

養生等

   ※　養生シート等を用いて区画し、場外への飛散防止を行う。

掻き落とし、破砕、切断による除去方法

   ※　行わない

   ・　行う…この場合は改修標仕<9.1.3>「アスベスト含有吹き付け材の除去」によること。

除去工法

   ※　粉じん飛散抑制剤などにより湿潤化したあとに、手ばらしによること。

   ※　除去物については改修標仕<9.1.3(b)>により、密封処理とする。

作業場等の隔離等

   ※　作業場は以下によるものとし負圧除じん機にて負圧状態により飛散防止をすること。

隔離シートの性能

   ※　下表による

　　　ただし、（財）日本建築センターの「建設技術審査証明事業」による「吹き付けアスベスト粉じん

　　　と同等の飛散防止処理技術を有する工法とすることができる。その際には監督員の承諾を得ること。

　　　飛散防止処理技術（除去）」の審査証明書（以下、「審査証明書」という。）を取得している工法

　　　　ただし、（財）日本建築センターの「建設技術審査証明事業」による「吹き付けアスベスト粉じん

　　　　飛散防止処理技術（除去）」の審査証明書（以下、「審査証明書」という。）を取得している工法

　　　　と同等の飛散防止処理技術を有する工法とすることができる。その際には監督員の承諾を得ること。

除去物及び汚染物等

   処理方法

　　　※　密封処理（二重袋梱包）

　　　　　隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空掃除機フィルタ、除じん機

　　　　　フィルタについても密封処理を行う。

　　　・　セメント固化

アスベスト含有成形板等の除去工事アスベスト含有

成形板等の除去    ・　行う

   ・　行わない

<9.1.3(b)>

<9.1.4(b)>

[6.4.1]<9.1.4(a)>

[6.4.2]<9.1.4(b)>

[6.3.1]<9.1.3(a)>

[6.3.1]<9.1.3(a)>

[6.3.2]<9.1.3(b)>

<9.1.5(b)>

材 料 名 使 用 箇 所 厚さ(㎜) 処理を行う範囲

処理を行うアスベスト含有成形板の仕様等

※ 図示　・ 全て

※ 図示　・ 全て

※ 図示　・ 全て

養生

除去工法

   ※　作業場は、シート等により囲うこと。

   ※　作業場は、散水等により湿潤化し、手ばらしによること。

   ※　やむを得ず破壊しなければならない場合には、十分に湿潤化した状態で行うこと。

   ※　除去物については、粉じんの飛散防止に努め、特に破砕されたアスベスト含有成形板については、

   　　湿潤化の上、丈夫なプラスチック袋に入れる等の飛散防止措置を講ずること。

確認及び後片付け 全ての作業が終了後、除去した場所及び保管場所にアスベスト含有吹付け材等、保温材・成形板の廃材が

ないことを確認する。

[6.5.1]<9.1.5(a)>

[6.5.2]<9.1.5(b)>

[6.3.4][6.4.4][6.5.4]

形状・寸法 ※ 図示　（四周SUS製枠）　　　　

仮設手洗台16

天井　※ ２４㎏品　　・ ３２㎏品　　　　厚さ(mm) ・ １００

壁　　※ ２４㎏品　　・ ３２㎏品　　　　厚さ(mm) ・ 　５０　　・ １００

23 セルフレベリング

18

一 般 事 項 　石綿等の取扱については、石綿障害予防規則(平成17年2月24日厚生労働省令第21号)(以下、「石綿則」

という。)、大気汚染防止法（環境省）を遵守すること。

１

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
吹
付
材
の
除
去

２ 事前調査等

４

５

６

７

　　実施すること。

１．大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則、その他石綿処理に関する諸法令等に基づき

２．石綿の事前調査は、建築物石綿含有建材調査者講習登録規程に規定する建築物石綿含有建材調査者等、

　　に着手する場合は、建築物石綿含有建材調査者等有資格者によるものとすること。

　　一定の知見を有する者が実施するように努めること。なお、令和５年10月１日以降に解体・改修工事

３．事前調査結果は書面で発注者に説明すること。

４．事前調査結果を作業場に備え付け、事前調査結果及び作業内容等を掲示すること。

５．工事に係る部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事、請負金額100万円以上の建築物の改修

　　労働基準監督署及び県（大津市内は大津市）に報告するとともに、発注者に書面で報告すること。

　　工事等の事前調査を実施したときは、その結果を工事開始前までに石綿事前調査報告システムにより

６．本改修工事に伴うコーキング材の撤去はレベル３として行うこと。

　・　行う（分析結果は監督職員に提出する。）

　　　　　　分析方法　※ JIS A 1481「建材製品中のアスベスト含有測定法」による。

　・　行わない。

●工事前の調査、分析等

調査、分析結果概要等調査範囲種 別

専門工事業者除去工事共通事項

作業主任者の選出

　　アスベスト含有建材の除去を直接行う専門業者については、工事に相応した技術を有することを

　　証明する書類を監督員に提出する。

　　石綿作業主任技能講習又は平成18年3月以前の特定化学物質等作業主任者技能講習を終了したもの

　　の中から、「石綿作業主任者」を選任しなければならない。

除去作業者の教育

　　作業者は、就業時に石綿則第27条に基づく教育を受けたものとする。

　　また、一般健康診断、じん肺健康診断を受診したものとし、肺機能に異常のないものとする。

[6.2.1]＜9.1.2(a)＞

[6.2.2]＜9.1.2(b)＞

[6.2.3]＜9.1.2(c)＞

特別管理産業廃棄物管理責任者の選出

　　排出業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有するものを選任し管理しなければならない。

　　ただし、アスベスト含有成形板の処理工事を除く。

＜9.1.2(d)＞

３

・ 固定式手摺（Ｌ型）　　：

・ 固定式手摺（小便器用）：

・ 可動式手摺　　　　　　：

・ 固定式手摺（Ｌ型）　　：

●アスベスト含有分析　

撥水性リシン 屋外階段　踊り場裏

(１級)

アスベスト含有なし

（外壁下地）

ユ

ニ

ッ

ト

及

び

そ

の

他

工

事

 ・桧フローリング

「高島森林事務所」　図示による

2023.3

郵便ポスト KS-MB805SSまたは同等品（NASTA又は同等） 庁舎玄関左側壁面に設置

25

木
　
工
　
事

12 木 材 の 断 面 寸 法

表 面 仕 上 げ

集 成 材

※ 標仕表12.2.3による。　　

・代用樹種を適用しない箇所　構造材（　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　造作材（　　　　　　　　　　　　　）

表示寸法で板材、造作材は仕上がり寸法、構造材はひき立て寸法とする。

・ Ａ種　　※ Ｂ種　　・ Ｃ種

木材の含水率

造作材の等級

樹　　　　種

※ Ａ種　　・ Ｂ種

※ Ａ種　　・ Ｂ種

木材の使用について１

２

３

４ 木 材

５ ・ 構造用集成材

施　工　箇　所樹　　　種 強度等級

※ ２種　・　

※ ２種　・　

材面の品質  接着性能 厚さ(mm)

・ 構造用単板積層材

施　工　箇　所樹　　　種 厚さ(mm) 曲げ性能 接着性能

・ 造作用集成材

厚さ（mm） 施　工　箇　所樹　　　種 見付け材面の品質

※ １等　・　

床 張 り 用 合 板 ・ 合板　厚さ(mm) ・ 5.5　・ 12　 接着の程度　※ １類　　表面の品質　※ ２等

         樹種および施工箇所：

・ ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ　厚さ(mm)　※ 15　・　　　接着の程度　※ 13Pﾀｲﾌﾟまたは13Mﾀｲﾌﾟ　

         樹種および施工箇所：

６

　　　　 

施　工　箇　所厚さ(mm)

・ 化粧ばり造作用集成材

見付け材面の品質

※ １等　・　

※ １等　・　

化粧薄板厚化粧薄板の樹種心材の樹種

厚さ（mm） 施　工　箇　所

・ 造作用単板積層集成材

 ※ 天然木化粧加工　・　

 ※ 天然木化粧加工　・　

表面の品質 防虫処理

防 腐 処 理７

８ 防 蟻 処 理 ※ 行う　適用範囲：　　　　　　　　　　　　　　　内容：

間伐材を含め極力県内産を使用すること。

（表12.2.1）

（表12.2.2）

（12.2.1）

（12.2.2）

（12.2.3）

（12.2.9）

（12.1.4),(表12.1.1)

木材保存剤は、人体への安全性および環境への影響に配慮した表面処理用木材保存剤とする。 （12.2.8）

※ １等（圧縮材）

滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事



環 境 空 間 設 計株 式

会 社

代表取締役

１級建築士登録第 226633号

管理建築士 杉　野　吉　成

工 事 名 称 図 面 名 称 縮  尺 年 月 日 図 面 番 号

製 図 検 図 承 認

滋賀県長浜市公園町８番３６号　　TEL 0749･62･6211　FAX 0749･65･0943

杉 野 吉 成

滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事一級建築士事務所　滋賀県知事登録 （ヲ）第 219号
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改修範囲改修範囲
（2階）（1階）

今津法務総合庁舎
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0
0

1,2001,800

1,2005,000

既設物置（自）

既設車庫（法）
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道路境界線

700 5,000 6,041 5,000 700

17,441

300 5,100

新設車庫

22
,0
0
0

20,000

計画地：滋賀県高島市今津町住吉１丁目３-１

附近見取図　　１/2500

改修後配置図　　１/200

改修後配置図

附近見取図

前面道路（42-1-1）

6,
0
0
0

道路

道路

凡　例

　　　　　改修範囲を示す。

　　　　　新築建物を示す。

施行条件

１．工事車両置き場、資材置き場は事前に監督員、施設管理者と協議すること。

２．工事期間中の養生については、監督員と協議すること。

３．工事期間中も施設運営は行われるので、施設関係者と安全について十分協議すること。

４．既存部分に損傷を与えた場合は、現状復旧を行うこと。

25
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環 境 空 間 設 計株 式

会 社

代表取締役

１級建築士登録第 226633号

管理建築士 杉　野　吉　成

工 事 名 称 図 面 名 称 縮  尺 年 月 日 図 面 番 号

製 図 検 図 承 認

滋賀県長浜市公園町８番３６号　　TEL 0749･62･6211　FAX 0749･65･0943

杉 野 吉 成

滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事一級建築士事務所　滋賀県知事登録 （ヲ）第 219号

2023.3既設配置図
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既設配置図　　１/200

前面道路（42-1-1）

6
,
00
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道路

道路

凡例

①

インターロッキングブロックｔ60舗装撤去（下地砕石ｔ150共）

一部ブロックは再利用するため、丁寧に取り外すこと。

① 地先境界ブロック　150×150×600（砕石ｔ50）撤去処分

ツバキ　W0.3×H1.2　10本　撤去処分（伐根とも）

サツキH0.4　密植　撤去処分

工事車両進入方向

仮囲い　ガードフェンスH=1800

枠組足場W900　（昇降設備とも）

工事車両動線を示す。（左折入場、左折退出を徹底すること。）

特記事項

１．庁舎は土日祝祭日以外は、運営中なので、他の事務所又は来館者に影響がないように配慮すること。

２．道路などを、汚した場合、速やかに清掃すること。

３．はつり作業など、大きな音を伴う工事については、庁舎の休館日に行うこと。

４．工事関係者以外の、工事エリアへの立ち入りを禁止するとともに、施錠などにて容易に入れないようにすること。

５．施設関係者から要望があった場合は、速やかに工事を中断し、監督員の指示に従うこと。

A-06
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Ａ
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シャワー室
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電気室（法）

事務室（法）

書庫（法）

倉庫（法）

コンピューター室（法）

環 境 空 間 設 計株 式

会 社

代表取締役

１級建築士登録第 226633号

管理建築士 杉　野　吉　成

工 事 名 称 図 面 名 称 縮  尺 年 月 日 図 面 番 号

製 図 検 図 承 認

滋賀県長浜市公園町８番３６号　　TEL 0749･62･6211　FAX 0749･65･0943

杉 野 吉 成

滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事一級建築士事務所　滋賀県知事登録 （ヲ）第 219号

既設１階平面図 2023.3

既設棚

凡　例

　　　　　　養生範囲を示す。（シート養生程度）

A-07
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環 境 空 間 設 計株 式

会 社

代表取締役

１級建築士登録第 226633号

管理建築士 杉　野　吉　成

工 事 名 称 図 面 名 称 縮  尺 年 月 日 図 面 番 号

製 図 検 図 承 認

滋賀県長浜市公園町８番３６号　　TEL 0749･62･6211　FAX 0749･65･0943

杉 野 吉 成

滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事一級建築士事務所　滋賀県知事登録 （ヲ）第 219号

改修１階平面図 2023.3A1:1/100

A3:1/200
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UP

倉庫（林） 電気室（法）

倉庫（法）

コンピューター室（法）

書庫（法）

事務室（法）

スチール棚移設（W2740×D360×H2270×2台）

転倒防止補強（L-30×30×3）

2,210

22
5

195

コンパネｔ12ビス止め

W2710×H2270　１枚張り

凡　例

　　　　　　工事範囲を示す。

１．スチール棚移設

　　L2740×D360×H2270　２台　　連結し、設置する。

　　上部スラブ躯体より、転倒防止L-30×30×3　４か所設置。

２．間仕切り設置

　　移設設置したスチール棚の電気室側に、コンパネｔ12張り（スチール棚にビス止め）

A-08
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１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

検察庁事務室（検）

防衛省自衛隊高島地域事務所（自）

倉庫（検）

倉庫（法） 倉庫（法） 倉庫（法） 倉庫（法）

便所（共）

廊下（共）

控室（共）

環 境 空 間 設 計株 式

会 社

代表取締役

１級建築士登録第 226633号

管理建築士 杉　野　吉　成

工 事 名 称 図 面 名 称 縮  尺 年 月 日 図 面 番 号

製 図 検 図 承 認

滋賀県長浜市公園町８番３６号　　TEL 0749･62･6211　FAX 0749･65･0943

杉 野 吉 成

滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事一級建築士事務所　滋賀県知事登録 （ヲ）第 219号

2023.3既設２階平面図

ネットフェンス撤去処分

スチール棚移設

スチール棚撤去処分

凡　例

　　　　　　養生範囲を示す。（シート養生程度）

１．ネットフェンス撤去処分

　　L5045×H2600（W950ドア×１か所）

　　L3340×H2600（W950ドア×１か所）

　　L2400×H2600（W950ドア×１か所）

２．スチール棚移設（取り外しの上移設組み立て）

　　W3640×D360×H2270　１台（１階車庫に移設）

３．スチール棚撤去処分

　　W2740×D360×H2270　１台

　　W2740×D360×H2270　２台（１階倉庫に移設）

　　W 940×D360×H2270　１台

アルミ製引き違い窓撤去処分（枠・面格子とも）

スチール製片開き戸撤去処分（枠とも）

４．アルミ製引き違い窓撤去処分

　　W1600×H1600　１基　枠ともはつり撤去

　　W1600×H1600　面格子・ブラインド撤去処分

５．スチール製片開き戸撤去処分

　　W900×H2000　１基　枠・沓摺ともはつり撤去

A-09
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環 境 空 間 設 計株 式

会 社

代表取締役

１級建築士登録第 226633号

管理建築士 杉　野　吉　成

工 事 名 称 図 面 名 称 縮  尺 年 月 日 図 面 番 号

製 図 検 図 承 認

滋賀県長浜市公園町８番３６号　　TEL 0749･62･6211　FAX 0749･65･0943

杉 野 吉 成

滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事一級建築士事務所　滋賀県知事登録 （ヲ）第 219号

改修２階平面図 2023.3A1：1/100

A3：1/200
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Ｃ

Ｄ

Ｅ

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

検察庁事務室（検）

防衛省自衛隊高島地域事務所（自）

控室（共）

倉庫（法） 倉庫（法） 倉庫（法） 倉庫（法）

高島森林事務所（林）

便所（共）

凡　例

　　　　　　工事範囲を示す。

踏込 3,340

1
,4
6
0

90
0

1,600

ＷＤ

１

廊下（共）

１

１

ＡＷ

ＰＴ

１

ＡＷ
　　　　　　建具記号を表す。

　　　　　　ＡＷ：アルミ製窓

　　　　　　ＷＤ：木製ドア

　　　　　　ＰＴ：スチール製パーティション

　　　　　　ACD：アコーディオンカーテン

　　　　　　ＳＳ：軽量シャッター

ＰＴ

２
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環 境 空 間 設 計株 式

会 社

代表取締役

１級建築士登録第 226633号

管理建築士 杉　野　吉　成

工 事 名 称 図 面 名 称 縮  尺 年 月 日 図 面 番 号

製 図 検 図 承 認

滋賀県長浜市公園町８番３６号　　TEL 0749･62･6211　FAX 0749･65･0943

杉 野 吉 成

滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事

仕上表、（改修前・後）平面図

（改修前・後）天井伏図一級建築士事務所　滋賀県知事登録 （ヲ）第 219号

2023.3

内部仕上表

2階 室名

上段：改修前

下段：改修後

改
修
前

改
修
後

床 巾木 壁 天井

下地 仕上 塗装 下地 仕上 塗装 下地 仕上 塗装 下地 仕上 塗装

高島森林事務所

C

―C LGS ―

ビニル床タイル ― ビニル製H=60 ― EP LGS ―

天井廻縁 天井高さ

塩ビ製 2600

2600

備考

GB-NC t9.5

GB-NC t9.5

C

GB-R t12.5

モルタル塗Mo

改
修
後

C

―C LGS ―

― ― 2600

桧フローリングｔ15

撤去 撤去 既設のまま 下地共撤去

（踏込）ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙｔ2.0

EP

OSCL

検察倉庫 スチール棚　移設及び撤去処分

ネットフェンス撤去処分

外部窓（アルミ製）撤去（格子・枠とも）

改
修
前

改
修
後

C

――C EP LGS ―

ビニル床タイル ― ビニル製H=60 ― EP LGS ― 塩ビ製

塩ビ製

2600

2600

GB-NC t9.5C モルタル塗Mo

廊下

ビニル床タイル Mo ビニル製H=60 C モルタル塗 既設のまま

一部撤去 一部撤去 一部撤去

出入口建具（SD)撤去（枠とも）

出入口建具（木製）新設（枠とも）

室名札　撤去

室名札「高島森林事務所」　新設

DS

便所

5
,
9
75

3,
0
7
5

3,2451,2102,95080

9
,
50
0

6,500

Ｄ

Ｅ

２ ３

DS

便所

5
,
9
75

3,
0
7
5

1
,4
2
0

2
,
4
00

2,
2
2
5

1,420 3,625

3,2451,2102,95080

6,500

２ ３
9
,
50
0

Ｄ

Ｅ

DS

便所

5,
9
7
5

3
,0
7
5

1
,
42
0

2
,4
0
0

2
,2
2
5

1,420 3,625

3,2451,2102,95080

6,500

２ ３

9,
5
0
0

Ｄ

Ｅ

DS

便所

5,
9
7
5

3
,0
7
5

3,2451,2102,95080

6,500

Ｄ

Ｅ

２ ３

展開
方向

A

B

C

D
展開
方向

A

B

C

D

高島森林事務所

1
0
0

25
7

455 910 910

4
55

45
5

1
0
0

25
7

455 910 910

4
55

45
5

改修前　平面図　1/100 改修後　平面図　1/100 改修前　天井伏図　1/100 改修後　天井伏図　1/100

300 600

3
0
0
3
0
0

高島森林事務所

検察倉庫
ネットフェンス

【撤去処分】

スチール棚

スチール片開きドア

スチール棚

スチール棚

床：ビニル床タイル

【撤去処分】

【撤去処分】

【枠とも撤去処分】

【取り外し移設】

【取り外し移設】

アルミ製引き違い窓

【内部スチール格子・枠とも撤去処分】
【撤去処分】

ブラインド

B.BOX

検察倉庫

B.BOX

【撤去処分】

【撤去処分】

スチール製ブラインドボックス

天井：GB-NC　ｔ9.5

【下地共撤去処分】

ネットフェンス

アルミ製引き違い窓（防火設備）

【枠とも新設】
ブラインド

【新設】

【別途工事】

家具類（破線表示）

床：木製フローリングt15（桧）

【新設】

【新設】

【新設】

【新設】

【新設】

上り框：木製

床：ビニル床タイルｔ2.0
【復旧】

床：ビニル床タイルｔ2.0

【復旧】

木製片開きドア

【新設】

9
,
50
0

流し台W1050

【新設】

アコーディオンカーテン

スチールパーティション

床：木製フローリングt15（桧）

　　の上薄畳敷きｔ15

天井：GB-NC　ｔ9.5

木製ブラインドボックス

【下地共新設】

【新設】

共通事項

・本工事において使用する材料（接着剤含む）はﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ等人体に有害な成分を基準以下とする（F★★★★）

・ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ、ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ等の撤去部分は、新規仕上げの施工に支障のないよう接着剤等をﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ等により除去する

凡例

下地 ボード類 塗料

表示記号 表示記号 表示記号

C

LGS

表示事項 表示事項 表示事項

鉄筋コンクリート下地

軽量鉄骨下地

GB-R

GB-NC

石膏ボード

化粧石膏ボード（ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ）

規格・寸法 性能

厚12.5mm

厚9.5mm

不燃　準不燃

不燃　準不燃

EP

Mo モルタル下地

ｵｲﾙｽﾃﾝｸﾘｱﾗｯｶｰ

合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り

OSCL

湯沸室

更衣室

改
修
後

（ﾌﾘｰﾌﾛｱH＝100）

桧フローリングｔ15

（ﾌﾘｰﾌﾛｱH＝100）

LGS

LGS

LGS

木製H=100

木製H=100

OSCL木製H=100

OSCL

OSCL

GB-R t12.5 EP

OSCL

GB-R t12.5 EP

OSCL

（ﾌﾘｰﾌﾛｱH＝100）

薄畳敷きｔ15

桧フローリングｔ15の上

2585

GB-NC t9.5

GB-NC t9.5

木製

木製

流し台W1050新設

外部窓（アルミ製）新設（枠とも）　（防火設備）

湯沸室

更衣室

1,000 100

1
0
0
1
,
10
0
1
00

1
,
4
6
0

3,140

100

アルミ製点検口　450角

木製

OSCL

OSCL

OSCL

LGS

LGS

LGS LGS

・事務室壁面のうち、外壁に面する部分は、LGS内にグラスウールｔ50を建て込むこと。

杉羽目板貼 H=1980まで

杉羽目板貼 H=1980まで

杉羽目板貼 H=1980まで

A-11

25

A1:1/100

A3:1/200



環 境 空 間 設 計株 式

会 社

代表取締役

１級建築士登録第 226633号

管理建築士 杉　野　吉　成

工 事 名 称 図 面 名 称 縮  尺 年 月 日 図 面 番 号

製 図 検 図 承 認

滋賀県長浜市公園町８番３６号　　TEL 0749･62･6211　FAX 0749･65･0943

杉 野 吉 成

改修前　展開図　1/100

改修後　展開図　1/100

断面詳細図　1/50

ＥＥ

6
00

2
,
60
0

5,205

３

5,205

2,
6
0
0

1
0
0

３

6,210
6,210

1,
6
8
5

90
5

1,
6
8
5

8
0
5

50
0

1
,
50
0

1
0 1
10

一級建築士事務所　滋賀県知事登録 （ヲ）第 219号

Ｅ

Ｅ３

３

３

３ Ｅ

Ｅ

1
0
0

2,
6
0
0

2
,
60
0

2
,0
0
0

6
0
0

5,205 5,205 6,2106,210

5,205 5,205 6,2106,210

① ① ① ①

②

②
②

②

② ② ② ②

③ ③ ③

③ ③ ③ ③

④ ④

①

④ ④
1
0
0

1
0

1
,
68
5

9
05

11
0

1
,6
8
5

8
0
5

6
0
0

5
00

1
,
5
00

70
0

40
0

1
,
50
0

70
0

1
,
9
00

３ Ｅ

森林事務所　A方向 森林事務所　B方向 森林事務所　C方向 森林事務所　D方向
B方向

A-A　改修前　断面図
A-A　改修後　断面図

B-B　改修後　断面図
B-B　改修前　断面図

（改修前・後）展開図 2023.3

滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事

壁：モルタル塗

巾木：ﾋﾞﾆﾙ製 H=60床：ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ

天井：GB-NC t9.5 天井：GB-NC t9.5

壁：モルタル塗

床：ﾋﾞﾆﾙ床ﾀｲﾙ 巾木：ﾋﾞﾆﾙ製 H=60
巾木：木製 H=100

壁：GB-R t 12.5　EP

検察倉庫　A方向 検察倉庫　B方向 検察倉庫　C方向 検察倉庫　D方向

凡例

改修前

仕上 塗装 仕上 塗装

巾木：ﾋﾞﾆﾙ製 H=60

壁：モルタル塗

①

②

③

④ 天井：GB-NC t9.5

―

EP

―

①

②

③

④

巾木：木製 H=100

壁：GB-R t12.5

腰壁：杉羽目板貼H＝1900

天井：GB-NC t9.5

EP

OSCL

―

OSCL

改修後

7
00

40
0

1
,
50
0

壁：GB-R t 12.5

天井：GB-NC t9.5

【撤去】 【撤去】

【既設のまま】

天井：GB-NC t9.5

【下地共撤去】

窓：アルミ製引き違い窓
【面格子・枠共撤去】

ブラインドボックス・ブラインド
【撤去】

窓：アルミ製引き違い窓

ブラインドボックス・ブラインド

100100 1
0
0

1
0
0

【新設】

【枠共新設】 【新設】

【新設】

【新設】

【新設】

巾木：木製 H=100

【下地共撤去】

【既設のまま】

【撤去】 【撤去】

【既設のまま】
PSドア：スチール製片開き戸

床：桧フローリングｔ15
【新設】

【新設】

【新設】

【新設】

腰壁：杉羽目板貼ｔ10

【新設】

【新設】

廻縁：木製40×40　OSCL

枠見切：木製33×33　OSCL

【新設】

腰壁：杉羽目板貼ｔ10

①① ①

A方向

湯沸室更衣室湯沸室

改修前

仕上 塗装 仕上 塗装

―

改修後

⑤

⑥

⑤

⑥

床：ビニル床タイルｔ2.0 床：ビニル床タイルｔ2.0

⑦ ⑦

―

床：桧フローリングｔ15

床：薄畳ｔ15 ―

―

⑧ ⑧ 壁：スチールパーティション 粉体塗装

改修前

仕上 塗装 仕上 塗装

―

改修後

―

―

⑨ ⑨

⑩ ⑩

壁：ネットフェンス 撤去

ブラインドボックス・ブラインド ブラインドボックス・ブラインド―

⑤ ⑤ ⑤ ⑤

⑩

⑩

⑤ ⑥⑥ ⑥ ⑥

⑨

③

⑨

⑨

⑨

⑧

⑥⑥ ⑦

―⑪ アコーディオンカーテン⑪

⑪
⑧

OPENOPEN OPEN

3,140 1,46040

1
5

2
,0

0
0

4
0

F

2
,0

0
0

4
0

5
6
0

5
60

【新設】
床：薄畳t15敷

9
0
5

1,
6
8
0

1
5

ブラインドボックス・ブラインド
【撤去】

窓：アルミ製引き違い窓

ブラインドボックス・ブラインド

窓：アルミ製引き違い窓

【枠共新設】

【新設】

【面格子・枠共撤去】

8
05

1,
6
8
0

1
1
5

2
,
0
00

14
0

100

2
,
0
00

14
0

100

【新設】

見切縁：木製45×40　OSCL

1
,9
4
0

4
0

1
,9
4
0

4
0

1
,9
4
0

4
0

1
,9
4
0

4
0

床：桧フローリングｔ15
【新設】

建具周囲モルタル補修範囲を示す

床モルタルはつり補修範囲を示す
【復旧】 1,100 100

1
0
0

【新設】

上り框：木製100×100桧 グラスウールｔ50建込

2
35

⑫ ⑫ LGS内グラスウールｔ50建込 ―

⑫（斜線部）

A-12

25

A1：1/50・1/100

A3：1/100・1/200
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会 社

代表取締役

１級建築士登録第 226633号

管理建築士 杉　野　吉　成

工 事 名 称 図 面 名 称 縮  尺 年 月 日 図 面 番 号

製 図 検 図 承 認

滋賀県長浜市公園町８番３６号　　TEL 0749･62･6211　FAX 0749･65･0943

杉 野 吉 成

滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事一級建築士事務所　滋賀県知事登録 （ヲ）第 219号

2023.3詳細図

40

1
0
0

1
,
8
40

40

1
,9
8
0

▽　FL

木製巾木　25× 100　 OSCL

胴縁　 15× 45

羽目板：杉（県内産材）　厚 10　幅 90

木製見切　40× 40　面取り　 OSCL

OSCL

10
0

1
00

羽目板：杉（県内産材）　厚10　巾90

木製巾木　25× 100

木製巾木　25× 100

上り框：木製100× 100　塗装品

フリーフロア

10
0

1
00

木製巾木　25× 100

床：無垢フローリング　桧　ｔ15.0

構造用合板ｔ 15.0

きわ根太：束＠ 455以内 フリーフロア：遮音プラ木レン

（FUKUVI程度）

10
0

2
5

15
0

25
8
7.
5

15 251520

15

15 25 150 25 62.5

1
5

3
1
7.
5

5

35

4
0

4
8

229.5 40 45 3

317.5

1
5

2
5

4
0

2
5

5

2
29
.
5

スチール製三方枠　 SOP

スチール製三方枠　SOP

目地棒　ステンレス

SUS304　 FB-6× 12

Ｗ

Ｈ

床モルタルはつり補修範囲を示す 断面詳細図

平面詳細図

腰壁部詳細図 1/10 床部詳細図 1/5 上り框詳細図 1/5

新設建具枠詳細図（WD)

記　号 数　量

姿　図

形　式 見　込

材　質 仕　上

硝　　子

付属金物

備　考 取付場所

AW
1

アルミ

引違窓

AW

アルミ

引違窓

１

▽FL ▽FL

記　号 数　量

姿　図

形　式 見　込

材　質 仕　上

硝　　子

付属金物

備　考 取付場所

1
１

▽FL

1/5 建具リスト 1/100

１

70

LQ4＋Ａ＋PW6.8

付属金物、アングルピース、網戸（SUS）

高島森林事務所

１

▽FL

１

2

Ｆ４

電解着色シルバー 電解着色シルバー

1,600 900

8
0
5

1,
6
8
5

1
,
3
10

8
0
5

付属金物、アングルピース、網戸（SUS）

車庫

WD
1

片開きドア70 317.5

SOP（枠共）

Ｆ４

高島森林事務所

扉：木製フラッシュ
枠：鋼板ｔ1.6

丁番、レバーハンドル、シリンダー、ＤＣ、アルミガラリ

PT PT
2

SS
1

１

車庫高島森林事務所 高島森林事務所

▽FL

▽CH＝2600 ▽CH＝2600

スチールパーティション スチールパーティション

スチール スチール

50 50

焼付塗装 焼付塗装

Ｆ４

丁番、モノロック、付属金物 アコーディオンカーテン、付属金物

電動軽量シャッター

スチールｔ0.8 焼付塗装

シャッターケース、リモコンスイッチ、付属金物

建具リスト

A1:1/10・1/5・1/100

A3:1/20・1/10・1/200
A-13

25

900

950 600 1,590 140 900 420 3,400

1,4603,140

2
,
0
00

5
6
0

2
,
0
00

5
6
0

2
,5
0
0

40 4
0

LGS50

既設CBｔ 150

既設モルタル

既設モルタル

杉羽目板ｔ12

石こうボードｔ12.5

既設CBｔ 150

LGS50

木胴縁下地15× 45

既設モルタル

既設モルタル

LGS50

石こうボードｔ 12.5

木見切　40× 40面取り　 OSCL
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管理建築士 杉　野　吉　成

工 事 名 称 図 面 名 称 縮  尺 年 月 日 図 面 番 号

製 図 検 図 承 認

滋賀県長浜市公園町８番３６号　　TEL 0749･62･6211　FAX 0749･65･0943

杉 野 吉 成

滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事一級建築士事務所　滋賀県知事登録 （ヲ）第 219号

2023.3

25

520

550

10 20

505

540

20 15

60
51

0
18

0

75
0

80
0

50

63
0

67
0

80

75
0

20
20

10

1,010

1,050

20 20

50
5

54
0

15
20

10

38
0

10
0

53
0

55
0

20

50

500 500

1,050

50

1,010

1,050

20 20

天板：SUSｼﾝｸ

扉：ﾒﾗﾐﾝ化粧板

本体：ﾒﾗﾐﾝ化粧板

家具仕様特記

内部：ポリ化粧板（　　　　　）

本体：ﾒﾗﾐﾝ化粧板（　　　　　）

家具に使用する合板類(下地共)、成形材、接着剤は全て

ＪＡＳ規格のＦ☆☆☆☆のものとする。

天板：SUSｼﾝｸ

金物類：ｽﾗｲﾄﾞ丁番

1,760

1,800

20 20

1,760

1,800

20 20

10
0

12
0

20

10
0

12
0

20

80

120

20 20

8012
0

20
20

家具仕様特記

本体：杉無垢材

家具に使用する合板類(下地共)、成形材、接着剤は全て

ＪＡＳ規格のＦ☆☆☆☆のものとする。

平面図

正面図
断面図

平面図

正面図
断面図

流し台詳細図 1/20 ブラインドボックス詳細図 1/10

家具詳細図 A1:1/10・1/20

A3:1/20・1/40

A-14

本体：杉無垢材



X2 Y1 Y2

東側立面図　　1/100 北側立面図　　1/100
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会 社

代表取締役

１級建築士登録第 226633号

管理建築士 杉　野　吉　成

工 事 名 称 図 面 名 称 縮  尺 年 月 日 図 面 番 号

製 図 検 図 承 認
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滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事
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一級建築士事務所　滋賀県知事登録 （ヲ）第 219号

車庫

X1
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西側立面図　　1/100 南側立面図　　1/100
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車庫

平面図　　1/100 屋根伏図　　1/100

X1 X1

5,100 5,100

１

ＳＳ

外部仕上表

屋　根

外　壁 窯業系サイディングｔ15張り（塗装品）

巾　木

幕　板 カラーガルバリウム鋼板ｔ0.8　Ｗ300既製品

軒　樋

竪　樋 カラーＶＰ　φ60　掴み金物＠900　既製品

塩ビ製角樋　W150　吊金物＠450既製品

開口部 アルミサッシ・軽量電動シャッター

内部仕上表

床 コンクリート直押さえ

巾　木

コンクリート打ち放し修正

コンクリート打ち放し修正

内　壁

天　井

カラーガルバリウム鋼板　折板葺きH=170　（スーパーフェルトン裏張り）

耐水プラスターボードｔ15表し（木下地）

ケイ酸カルシウム板ｔ6表し（塩ビ廻縁）（軽天下地）

間柱105x30

砕石ｔ100

砂敷ｔ30

透湿防水シート

通気横胴縁 45x15

@455

▽SGL
D10-@150SC3-D13 D13

▽FL

3
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住宅用ｱﾙﾐ製建具
半外付
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3
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,
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,
21
7

梁120x300

▽軒高(水上)2
17

▽最高高さ

8
3
5

5
00

▽軒高(水下)

土台120x120鋼板水切

土間コンクリートｔ150

D10-@200S

▽基礎天

2
5
0

ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ0.8 折板葺き 山高170

窓台120x45

サイディングt16

石膏ボードt15張.EP

5
0

硅カル板t6.EP

幕板ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板ｔ0.8 W300

D10
基礎パッキン

平面図・立面図・断面詳細図

X2通り断面詳細図 1/30

A1:1/100・1/30

A3:1/200・1/60

その他

備　考

2階検察倉庫より、スチール棚（W3640×D360×H2270）1台移設　床及び壁に固定すること。
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移設スチール棚
W3640×D360×H2270
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工 事 名 称 図 面 名 称 縮  尺 年 月 日 図 面 番 号株 式 代表取締役 杉 野 吉 成
2023.3会 社 環 境 空 間 設 計
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滋賀県長浜市公園町８番３６号　　TEL 0749･62･6211　FAX 0749･65･0943 １級建築士登録第 226633号
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道路境界線
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300 5,100

新設車庫
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0
00

20,000

改修後配置図　　１/200

外構図

凡例

前面道路（42-1-1）

6
,0
0
0

道路

道路

インターロッキングブロック舗装（既設ブロック再利用）

インターロッキングブロックｔ60（敷き砂とも）　+　砕石敷きｔ150

①

①

②

③

①

②

③

サツキ密植　W0.3×H0.3　5株/㎡　客土H300（バーク堆肥）とも

地先境界ブロック　150×150×600（砕石ｔ50）

アクリルｔ5　切文字（黒色）

ステンレス製壁面サイン（既設）　文字新設　「近畿中国森林管理局滋賀森林管理署」「高島森林事務所」120角

自立サイン看板（既設）　文字新設　「林野庁」155角（両面）　SUS箱文字焼付塗装仕上げ（黒色）

④

④ 壁付ポスト　新設　　KS-MB805SS-L（NASTA）または同等品

取付場所は窓下腰壁とする。位置・高さについては、監督員の承諾を得ること。

A1:1/200

A3:1/400
25
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7
5

雨水排水　VP75　最寄り道路側溝へ放流

矢印は、流れ方向を示す。
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サイン図
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既設文字

新規文字　 70角　カッティングシート張り（青色）

既設記号

表示面表示面

300 100

1
,
0
2
0

既存　 SUS製自立看板

既存　 SUS製自立看板

A1:1/20・1/30・1/4・1/10

A3:1/40・1/60・1/8・1/20



 工事概要Ａ）

工事場所

工事名称

工事期間 契約書による。

電　気　設　備　工　事　特　記　仕　様　書

 工事種目

適用 Ｎｏ

１０

９

８

７

６

５

４

３

２

１

受 電変 備設

設込引圧低

備設込引圧高

目項事工

備

新設 改修 Ｎｏ適用 工事種目 新設 改修 Ｎｏ適用 工事種目 新設 改修

２１

２２

２４

２５

２６

２７

２８

２９

３０

２３

１８

１９

２０

１７

１５

１４

１３

１２

１１

１６

 建物概要

Ｎｏ 名　　称

Ｂ）

構 造 階 数 延面積（㎡） 消防法令別表第一 備　　考

Ｃ）

項　　　目

 一般事項Ｄ）

日本建築家協会共通仕様書（最新版）

日本電気協会　高圧受電設備規程（電気技術規程使用設備編)  

日本電気協会　内線規程･低圧電路地絡保護指針（電気技術規程使用設備編)

建築設備設計・施工上の指導指針

その他関係諸法規に基づき完全に施工する。

その指示に従い施工する。

本図は、工事の大要を示すものであるから詳細位置等については監督職員と打合せの上、

が代行し、その費用も受注者の負担とする。

図及び標準仕様書により完全に施工する。必要な関係諸官庁への申請手続は、全て受注者

本工事は、工事請負契約書及び同約款を遵守し現場説明書・特記仕様書・図面・施工標準

注）最新版とは、工事契約年度時を示す。

国土交通大臣官房官庁営繕部監修　電気設備工事監理指針（最新版）に準ずる。

完成時に完成図を作成し、 ４部焼付製本（監督職員指示のサイズ）の上、原図共提出する。

完成原図は監督職員の承諾により原設計図の電子データを、修正の上これを使用できる。

工事写真の提出に関しては、監督職員の指示による。

なお、写真撮影は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修[工事写真の撮り方］に準ずる。

現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。また、現場代理人と受注者との

直接的な雇用関係を確認できるものを現場代理人届に添付して提出しなければならない。

建築主体工事、機械設備工事、その他関連工事についてその施工者と綿密な連絡を取り全工

事に支障なきよう施工する。

機器材料、製品等は別紙指定表、ＪＩＳ規格等適合品製造者及び設備機材等評価名簿に記載

されているもの、又は同等以上のものとし、各資料を提出の上、監督職員の承諾を受けるこ

と。このことは、品番記載の機材にも適用する。

各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書又は証書を提出する。

なお、責任施工のものは、材料製造所、施工下請業者、請負契約者連名書とする。

各種下請業者・製造所等市内で供給できるものについては、極力市内業者及び市内産品を選

定するよう努める。

同設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図( 電気設備工事編) ( 最新版)

一般事項の扱いは、本工事が単独の工事又は分離発注の場合は以下の全項目を適用し、他工事に含まれる一括発注

の場合は※印を付したものを適用とし、特記事項内は、●印を適用する。

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書( 電気設備工事編) ( 最新版)

特　記　事　項項　　　目

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書( 電気設備工事編) ( 最新版)

管理者

受注者は施工図･完成図の作成を目的とする場合に限り設計時の図面データを貸与する。

ただし、設計事務所の了解を得ることとする。

〇　　ｍ2程度とする。（備品は標準仕様書による）　　● 設けない 　　

受注者は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に準じ適確に処理するものとし、事前に

施工計画書を提出の上、監督職員の承諾を受けること。特別管理産業廃棄物( 　　有　　無 )

受注者は工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付するものとする。

工事車両の出入りについては、危険防止に努めること。また、必要に応じて交通整備員を配

置すると共に近隣家屋に騒音、振動等公害発生のなきよう留意し、工事全般に支障なきよう

万全の策を講じること。施設運営についても監督職員と協議を行い、支障なきように努める

こと。

労働安全衛生法の統括安全衛生管理責任者は、（　 建築工事　 電気設備工事　 機械設備

工事）の受注者を指名する。

受注者は工事別の業者でお互いに連絡を取り、定期的に協議会を行い、施工上の調整を図る。

また、工事区分の取り合いについて、図示あるも施工時に必要に応じ協議を行い、連絡を密

にすること。

協議

受注者は過積載等の違法運行防止を図るため、道路交通法を順守する旨を記載した施工計画

書を提出し徹底を図る。防止措置

※

※

共通仕様書等

施工基準

過積載の●

●

●

別途工事との

統括安全衛生

※

産業廃棄物処理

保険

安全対策

●

●

※

※

※

※

※

工事監理指針

完成図

工事写真

現場代理人

技術管理

機器材料等

検査合格書等

下請業者の選定

●

●

●

※

監督職員事務所

設計データ貸与

●

構 備設網信通報情内

備設トンセンコ灯電

設力動 備

備設線幹力動灯電

備設電発光陽太

備設発 電系料燃

構 備設換交内

拡

映 備設響音像

備設声

情

備設し出呼

備設示表報

聴共ビレテ

備設ラメカ視監

備設理管室退入犯防

備設

備設報 知災火動自

報警常非 備設

動自 備設鎖閉

備設雷避

備設報警れ漏スガ

高圧引込設備１ 高圧引込み口より、受電設備に至る配管配線機器取付調整工事の一切を行う。

自家用発電機の設置調整工事の一切を行う。( ●消防法〇建築基準法●停電時対策）

発電機基礎（〇本工事　●建築工事）

屋外型キュービクルの設置調整工事の一切を行う。

燃料系発電設備４

キュービクル基礎（〇本工事　●建築工事）

主任技術者検査費は本工事に含む。

受変電設備３

２ 低圧引込口より、引込開閉器盤に至る配管配線機器取付調整工事の一切を行う。低圧引込設備

負担金（〇要　●不要）

● ６ 電灯動力幹線設備

太陽光発電設備５ 本施設に太陽光発電設備を設置する。

売電の有無（〇有　●無）

配管配線機器取付調整工事の一切を行う。

 工事項目概要Ｆ）

動力設備７

● ８ 電灯コンセント設備

９ 構内情報通信網設備

● 構内交換設備１０

１１ 映像音響設備 映像音響主要機器より末端機器までの配管配線、機器取付調整工事の一切を行う。

１２ 拡声設備

１３ 情報表示設備

アンプより各拡声機器までの配管配線、機器取付調整工事の一切を行う。

呼出設備

● テレビ共聴設備

親機より各子機までの配管配線、機器取付調整工事の一切を行う。

負担金（〇要　●不要）

１４

１５

１６ 監視カメラ設備 ＩＴＶ機器より各監視カメラまでの配管配線、機器取付調整工事の一切を行う。

１７ 防犯入退室管理設備

の一切を行う。

各動力盤より各種動力機器までの配管配線接続及び、操作回路の配管配線工事

各電灯分電盤より照明器具、各種配線器具に至る配管配線、器具取付け点灯試験

工事の一切を行う。

各主装置より各端末機器までの配管配線、機器取付調整工事の一切を行う。

各主装置より各端末機器までの配管配線、機器取付調整工事の一切を行う。

警備保障会社の責任施工が有る場合の費用を本工事に含む

１８ 自動火災報知設備 受信機より各種機器に至る配管配線機器取り付け調整工事の一切を行う。

所轄消防署と協議の上、完全に施工する。

本工事において取り付ける。

なお、図示なくも建築構造上感知器の必要が生じたときは、監督職員の指示に従い

１９ 非常警報設備 消防法に基づく非常警報設備機器を設置し、それに至る配管配線機器取付け調

整工事の一切を行う。

上記メーカーは参考とし、同等発電能力を有することにより他メーカーの採用を可と

する。

ビ ニ ル 電 線 管

線

管線電ＦＰ

品属付上同

品属付上同

管線電

ルブーケ

電

ルクビーュキ

ルクビーュキ

盤電分配

盤電分配

スクッボルプ

置装話電

器水温気電

機換交ルタジデ

響

明

音

照

台

台

舞

舞

障保備警

ラメカ視監

器機電発家自

器報警れ漏スガ

器機閉自戸火防

器機聴共ビレテ

器機出呼レイト

池電蓄

針雷避

器示表

計時

器機ＶＡ

器機声拡

配 線 器 具

器機報警常非

器機知報災火

器機知報客来

ンホータンイ

具器明照間夜

照 明 器 具

ルクビーュキ

ーサンデンコ

盤電分配

器閉開圧高

器圧変

器断ゃし圧高

マ ン ホ ー ル 蓋

)品製次二(トーリクンコ

柱トーリクンコ

電発光陽太

管線電ＰＥＦ

特　記　事　項

材 名機適用       

Ｇ） メーカーリスト

        名者        造製

        ＪＩＳ規格等適合品製造者

ＪＩＳ規格等適合品製造者

ＪＩＳ規格等適合品製造者

ＪＩＳ規格等適合品製造者

ＪＩＳ規格等適合品製造者

ＪＩＳ規格等適合品製造者

ＪＩＳ規格等適合品製造者

ＪＩＳ Ｃ３６５３　施工方法に適合する電線管（角型･丸形共）ねじ込み

接続工法可とする。

アートコンクリート工業 ㈱スクッノカ

近 畿 大 日 日本コン リートク ンサキセ谷三 ヨ モ トシ

八
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日 立

日 立
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草 川

河 村
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日 満

草 川
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ソ
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丸
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池
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ニ

セ ラ シ ャ ー プ 三 菱パ ナ ソ ニ ッ ク

イ ホ ン ケ
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ケ
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ア コ ム
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日 本
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ア コ ム

ナ ソ ニ ッ ク

Ｃシ

ア ン テ

イ ホ ン

  

  

  

    災防気電

電

電

電

ケ

ン テ ン Ｄ

ミナ ソ ニ ッ ク

ナ ソ

ア コ ム

Ｘ ア ン テ ナ

ハ ル 通 信

能 美 防ニ ッ タ ン

  

 

  気 防 災

災 防気

気 防 災

ニ ッ ク

能

能 美 防

ニ ッ タ

美 防

矢 崎

ニ ッ タ ン

ニ ッ タ ン

新 コ ス モ ス

ー ハ ツ

阪

ダ イ ハ ツ

塚

東
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ＴＮＣＥＮ通

電河古池電本日気電戸

チ

ッ

ズン
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介入に関する通報制度」の徹底について）  

市の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について（「不当

１受注者は、暴力団員等( 暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に対して

　不当介入をしようとする全ての者をいう。) による不当介入( 不当な要求又は業務の妨害)

　を受けた場合は､断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに

　警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。

２受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書( 別記

　様式第１号) により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。

　受注者は、 以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む。）に対して、十分

　に指導を行うものとする。

３受注者は、 暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生

　じた場合は、監督職員と協議するものとする。

※ 暴力団員等に

よる不当介入

の排除

ち引渡しを要するものは、指示された場所に整理の上、調書を添えて監督職員に引き渡す。

施工に際し、既設内容、取り合いをよく調査して既設施設の機能を低下させてはならない。

化等の推進を行うため、書面により提案を行い監督職員に協議報告を行うこと。発生材のう

受注者は、( 1) 建設副産物の発生抑制( 2) リサイクル活動の推進( 3) 建設副産物の処理の適正

ランプ使用品番一覧表、保守業者緊急連絡先表

工事日報、検査測定表、各種検査手続き控え、検査済書、完成写真、完成図書等、照明器具、

契約書、契約見積書、工程表、施工計画書（要領書）、施工図、製作図、工事写真、保証書、

工事着工前及び完成引渡し時には下記の書類を提出すること。詳細は監督職員の指示による。

　　　行うこと。( ２，５００万円未満は不要)

　( 3) 受注登録の内容に変更があった場合は、 変更があった日から１０日以内に変更登録を

　( 2) 竣工登録の期限は、工事完成後１０日以内とする。( ２，５００万円未満は不要)

　( 1) 受注登録の期限は、契約締結後１０日以内とする。

領書」の写しを監督職員に提出しなければならない。提出の期限は、以下のとおりとする。

人日本情報総合センター( ＪＡＣＩＣ) に登録するとともに、センター発行の「工事カルテ受

ＮＳ) 入力システムに基づき、 「工事カルテ」を作成し監督職員の確認を受けた後、財団法

受注者は、工事請負代金 ５００万円以上の工事について、工事実績情報サービス( ＣＯＲＩ

官公署等への手続きは速やかに行い、それに要する費用は、すべて請負者の負担とする。

既存との取合い

発生材の処理

提出書類※

の作成

工事カルテ

官公署の手続き

●

●

●

●

● 工事用電力等

したものとみなす。各種の検査合格をもって引き渡し完了とする。

本工事契約前に質疑事項等がなき場合は、法的及び技術上において本設計図施工内容を承諾

着工に先立ち焼付製本（Ａ１・Ａ３二ツ折り） ５ 部提出のこと。※質疑応答書等を含む。

足場・さん橋類

その他

●

●

本工事に必要な仮設電力、ガス、水道等の引込工事費、負担金、基本料金、使用料金等は

別契約の関係者・請負者が定置したものは、無償で使用できる。

引渡し日まで、原則として受注者の負担とする。引渡し日までの本設受電も同様とする。

２０ 自動閉鎖設備 連動制御盤より各種自動閉鎖機器、感知器に至る配管配線機器取付け調整工事

の一切を行う。

２１ ガス漏れ警報設備 検知器より各種ガス漏れ警報器に至る配管配線、機器取付け調整工事の一切を行う。

方式（●単独式　〇集中式）

２２ 避雷針設備

２３ 撤去工事 本工事は、工事範囲内の各設備の既設品撤去処分工事の一切を行う。

ＰＣＢ含有する電気機器等は専門機関で調査を行い報告するとともに、含有する場合は分

別し適切に保管できるよう措置すること。

種 目 項   目 工   事    概    要

●

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

特　記　事　項

有価材の処分については、監督職員と協議を行い、適切に処分すること。

　Ｈ８６、４１の２種）仕様

屋外及び外壁面施工による各種配管支持材は、ステンレス製又は溶融亜鉛メッキ（ＪＩＳその他●

はつり

配筋探査を行うこと。

既設建物はつり、穴開け等に関してはダイヤモンドカッターを使用するものとし、事前に簡易

本工事費内にて、工事着工前・躯体完了時に受信点の電界強度測定を行う。

本工事費内にて、工事着工前・躯体完了時に受信点の電界強度測定を行う。

電界強度測定

ネーム入りスイッチとする。

照明用スイッチで、ボックス１個当たりに多数ある場合は監督職員と協議し本工事費内にて

配線器具プレートは、新金属製プレ－トとする。

配線器具は、ＪＩＳ大角形（白色）とする。配線器具●

接地極埋設位置附近に接地埋設標を取り付ける。

マンホール、ハンドホール内にてケーブルの余長を見込む。

地中線路には、コンクリート製ケーブル埋設標 または、埋設標示ピンを設ける。

地中埋設管路には、ＧＬ－３００mmの深さに埋設標識シート（ダブル）を敷設する。土工事

ＰＦ管で配管する場合は、合成樹脂製ボックスを使用する。

内側断熱施工される構造体のコンクリートに埋込むボックス等には、断熱材等を取り付ける。

ボックス類●

図示ない限り露出配管は全て塗装する。

施工後仕上げ塗装を行う。

露出配管を行う場合は、施工前に素地ごしらえ（エッチングプライマー等）と下塗りを行い、

可とう電線管とする。

建物ＥＸＰ－Ｊ部分及び振動機器接続箇所に使用する可とう電線管は、ビニル被覆金属製２種

行き先表示札について、予備配管については材質･口径を記入する。

行き先表示札については、湿気のある場所は耐湿型の製品を使用すること。

名札を取り付ける。

長さ１m以上の入線しない空配管、予備配管にはビニル被覆鉄線（１．２ｍｍ）を入線し、

設計図中ＰＦ電線管は、合成樹脂製可とう管（一重管）自己消火型を示す。配管類●

電線の色分けは標準仕様書どおりとし、ケーブルの場合は端末にて相別を施す。

配線の特記なきものはエコ電線・エコケーブルを使用する。電線類

「建築設備耐震設計・施工指針２００５年版」による。

設備機器の固定は、国土交通省国土技術政策総合研究所・独立行政法人建築研究所監修の耐震施工●

この場合原則として工事費の増減は行わない。

び現場の納まり上必要な軽微な変更は、監督職員と協議の上指示により施工する。

なお設計図書に、明記なき事項で、技術上、美観上、また保安上当然必要と認められるもの及

設計図書は工事の大要を示すものであり、着工前に施工図等を提出し監督職員の承諾を受ける。設計図の取扱●

ランプ替えの上取り付ける。

既設取り外し再使用取付機器は、ワックス清掃及び絶縁測定( 本工事費内で必要により改修)再使用機器

Ｅ） 共通事項

建築工事に準ずる。

●

●

●

●

●

〇

〇

〇

負担金（〇要　●不要）

〇

〇

（●業務放送　〇消防法対応非常放送）

〇

〇

〇

工事区分（〇配管工事　〇配線工事　〇機器取付調整工事）

警備保障会社の責任施工の有無（〇有　〇無）

〇

〇

〇

〇

〇

本工事は（〇建築基準法〇消防法〇任意設置) により避雷設備を設ける。

〇

●

●

●

●

〇

●

●

 本工事に使用する機器材料は、下記又は同等品の規格品を監督職員の承諾を得て使用のこと。●印を適用する。

●

●

●

●

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事

●

●

●

●

○

本工事は、（〇受変電設備●開閉器盤) より電灯分電盤までの

○

〇

〇

〇

既設端子盤より各テレビ受口までの配管配線、機器取付調整工事の一切を行う。

○

〇

〇

〇

〇

●

工事区分（●配管工事　〇配線工事　〇機器取付調整工事）

工事区分（●配管工事　〇配線工事　〇機器取付調整工事）

既設プルボックスより２重床までの配管工事の一切を行う。

既設プルボックスより２重床までの配管工事の一切を行う。○

E-01

25

電気設備工事　特記仕様書 2023.3

滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事管理建築士

代表取締役

杉　野　吉　成

杉　野　吉　成
図 面 番 号

一級建築士事務所　滋賀県知事登録 （ヲ）第 219号

滋賀県長浜市公園町８番３６号　　TEL 0749･62･6211　FAX 0749･65･0943

承 認検 図製 図

年 月 日縮  尺図 面 名 称工 事 名 称

１級建築士登録第 226633号

会 社

株 式
環 境 空 間 設 計

●

●

●

●



4
5,

21
6

2 8
,
45

2

4,
99
3

14,998

11,995

13,026

11,380

39,660

17,441

38,516

2
5,

00
0

500 5,600

自転車置場

隣
地

境
界

線

隣地境界線

隣
地

境
界

線

既設車庫（法）

既設物置（自）

今津法務総合庁舎

新設車庫

改修範囲改修範囲
（2階）（1階）

既設引込開閉器盤

既設引込柱

EM-CE3.5゜-3C［1CE］（ FEP30）

地中埋設配管工事（植栽内人力作業）

3,
6
00

3
,
80

0

プルボックスＳＵＳ．ＷＰ

２００x２００x２００

ELCB2P50AF20ATx1増設

25
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滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事管理建築士

代表取締役

杉　野　吉　成

杉　野　吉　成
図 面 番 号

一級建築士事務所　滋賀県知事登録 （ヲ）第 219号

滋賀県長浜市公園町８番３６号　　TEL 0749･62･6211　FAX 0749･65･0943

承 認検 図製 図

年 月 日縮  尺図 面 名 称工 事 名 称

１級建築士登録第 226633号

会 社

株 式
環 境 空 間 設 計 電気設備工事　配置図

E-02

工事概要

車庫棟

幹線設備：既設引込開閉器盤に配線用遮断器を設置し以降車庫棟までの電源供給を行う。

電灯コンセント設備：照明・コンセント設置および・電動シャッター電源供給を行う。

事務所

幹線設備：既設分電盤に配線用遮断器を設置し以降事務所新設分電盤までの電源供給を行う。

電灯コンセント設備：照明・コンセント設置を行う。

通信設備：通信引込用として既設プルボックスから事務所までの空配管を設ける。

テレビ共聴設備：既設端子盤から分岐し事務所内にテレビ受口を設ける。

1/200



環 境 空 間 設 計
株 式

会 社

１級建築士登録第 226633号

工 事 名 称 図 面 名 称 縮  尺 年 月 日

製 図 検 図 承 認

滋賀県長浜市公園町８番３６号　　TEL 0749･62･6211　FAX 0749･65･0943

一級建築士事務所　滋賀県知事登録 （ヲ）第 219号

図 面 番 号
杉　野　吉　成

杉　野　吉　成

代表取締役

管理建築士 滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事
電気設備工事　幹線電灯コンセント通信設備 2023.3

改修１階２階平面図 1/100

25

E-03

倉庫（法）

高島森林事務所（林）

新設分電盤Ｌ－Ａ

便所（共）

１

6,500

9,
5
00

ＣＰ

控室（共）

３２

Ｄ

Ｅ

７台１－４８

高島森林事務所（林）

導入線１．２mm（Ｅ３１）

露出配管工事（塗装共）床貫通５０Φ

８
゜

壁掛貫通50Φ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

300x300x200

Ｍ

埋込型コンセント

凡例

２

ＥＴ
１Ｅ

２Ｅ
ＥＴ

２Ｐ１５Ａｘ１ 接地極・接地端子付埋込型コンセント

埋込型コンセント

Ｌ 埋込型スイッチ（ＯＮ表示灯付）

１Ｐ１５Ａｘ１

機　　器　　名　　称図　記　号

１Ｐ１５Ａｘ１

２Ｐ１５Ａｘ２

２Ｐ１５Ａｘ２ 接地極・接地端子付

３Ｐ２０Ａｘ１ 接地極付（形状はエアコン差込に合すこと）埋込型コンセント２０Ａ

Ｓ

Ｗ

開閉器箱

積算電力量計ボックス（メーター共）

テレビ用受口 ＣＳ－７Ｆ－７

ＣＰ カバープレート（新金属製）

アップコンセント

２Ｐ１５Ａｘ２アップコンセント

電話用（6極4芯）

アップコンセント 電話用（8極8芯）

埋込型スイッチ

２.注記

二重天井内はケーブル配線工事とする。

壁内配線および貫通部分はＰＦ管にて保護とする。

１.特記事項：図中特記なき配管配線は下記を示す。

図　記　号 配　線　種　別

ＥＭ－ＥＥＦ ２．０ － ３Ｃ (ＰＦ２２)保護管［１ＣＥ］

Ｍ
５Ｃ－ＦＢ ＥＭ－Ｓ－

(メタルモールＡ型）

（ＰＦ１６）保護管５Ｃ－ＦＢ ＥＭ－Ｓ－

ＯＡ

Ｍ

(２重床内配線)ＥＭ－ＥＥＦ ２．０ － ３Ｃ ［１ＣＥ］

ＥＭ－ＥＥＦ ２．０ － ３Ｃ

(メタルモールＡ型）

［１ＣＥ］

１．６ － ３ＣＥＭ－ＥＥＦ

１．６ － ３ＣＥＭ－ＥＥＦ

ＥＭ－ＥＥＦ １．６ － ２Ｃ

(ＰＦ２２)保護管

(ＰＦ１６)保護管

(ＰＦ２２)保護管

［１ＣＥ］

１．６ － ３ＣＥＭ－ＥＥＦ (メタルモールＡ型）
Ｍ

ＥＭ－ＣＥ ８゜ － ３Ｃ ［Ｅ２．０ｘ２］(ＥＰ３１)露出塗装共
８゜

導入線 １．２mm (ＥＰ３１)露出塗装共Ｃ

2,495 1,600 1,655 4153352
,1

51
1,

2
69

2
,
27

9
5
,2

51

1
,0

9
5

4,
64

0

1,700 4,800

女子便所

男子便所

多目的便所

玄関ホール

UP

倉庫（林）

倉庫（法）

既設ハンドホール

既設通信用埋設配管

既設プルボックス

6,5006,500

Ｗ

9
,5

0
0

4
,0

00

機械室

電気室（法）

通路

Ｅ

Ｄ

Ｃ

１ ２ ３

Ｃ

Ｃ

８゜８
゜

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（2個）

300x300x200塗装共

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ（2個）

300x300x200塗装共

壁掛貫通50Φx2

壁掛貫通50Φx2

ＭＣＣＢ３Ｐ５０ＡＦ４０ＡＴ増設

既設分電盤

ＥＭ－ＣＥ８゜－３Ｃ［Ｅ２．０ｘ２］（Ｅ３１）

露出配管工事（塗装共）

導入線１．２mm（Ｅ３１）

露出配管工事（塗装共）

控室（共）

新設分電盤

既設端子盤内６分配器ｘ１新設取付

Ｍ

6,500

倉庫（法）

高島森林事務所（林）

便所（共）

３２

ＥＭ－ＣＥ８゜－３Ｃ［Ｅ２．０ｘ２］（Ｅ３１）

露出配管工事（塗装共）床貫通５０Φ

Ｃ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ

300x300x200

壁掛貫通50Φ

9,
5
00

Ｄ

Ｅ

6,500

控室（共）

新設分電盤

ＣＰ

２

ＥＴ
２Ｅ

ＥＴ
２Ｅ

9,
5
00

Ｍ
Ｍ

ＯＡ

ＭＭ

ACP

CW-1

5.6

２

３

４

便所（共）

倉庫（法）

高島森林事務所（林）

３２

Ｄ

Ｅ

Ｏ
Ａ

２０ＡＭ

Ｍ

５

Ｏ
Ａ

２



環 境 空 間 設 計
株 式

会 社

１級建築士登録第 226633号

工 事 名 称 図 面 名 称 縮  尺 年 月 日

製 図 検 図 承 認

滋賀県長浜市公園町８番３６号　　TEL 0749･62･6211　FAX 0749･65･0943

一級建築士事務所　滋賀県知事登録 （ヲ）第 219号

図 面 番 号
杉　野　吉　成

杉　野　吉　成

代表取締役

管理建築士 滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事
2023.3電気設備工事　分電盤リスト照明器具参考姿図

1/100

25
車庫電灯設備平面図

撤去電灯コンセント設備平面図

E-04

主開閉器他
回路

番号

電圧

Ｖ
分岐遮断器仕様

Ｒ・Ｔ

負荷容量（ＶＡ）
負荷名称

Ｒ・Ｎ Ｎ・Ｔ

200/100V
１Φ３Ｗ

１００

１００

１００

１００

１００

ED

ED(ELCB)

盤名称

仕　様

分電盤
キャビネット

Ｌ-Ａ 露出型樹脂製ホーム分電盤

照明MCCB2P1E30AF20A

事務コンセント

ミニキッチンコンセント

ミニキッチンコンセント

空調機用コンセント

予備

MCCB2P1E30AF20A

MCCB2P1E30AF20A

MCCB2P1E30AF20A

MCCB2P1E30AF20A

MCCB2P1E30AF20A

ＥＬＣＢ３Ｐ４０Ａ

２００

合計 ｋｖａ

１

２

３

４

５

６

８００

１７４８

１１００

１０００

４００

５.048

凡例

機　　器　　名　　称図　記　号

２ ２Ｐ１５Ａｘ２埋込型コンセント

Ｌ １Ｐ１５Ａｘ１

配　線　種　別図　記　号

１.特記事項：図中特記なき配管配線は下記を示す。

２．０ ｘ ２ Ｅ１．６ (ＰＦ １６)ＩＶ

１．６ ｘ ２ Ｅ１．６ (ＰＦ １６)ＩＶ

１．６ ｘ ３ (ＰＦ １６)ＩＶ

天井内配管工事

２.施工区分

ＲＣ打込配管工事

配　線　種　別図　記　号

１.特記事項：図中特記なき配管配線は下記を示す。

ＥＭ－ＩＥ ２．０ ｘ ２ Ｅ１．６

１．６ ｘ ２ Ｅ１．６

１．６ ｘ ３ Ｅ１．６

ＥＭ－ＩＥ

ＥＭ－ＩＥ

(ＥＰ１９)露出塗装共

埋込型スイッチ（ＯＮ表示灯付）

DS

控室（共）

倉庫（法）

便所（共）

9
,
50

0

倉庫

照明器具（取り外し再取付）

露出型ＦＬ２０Ｗｘ２
照明器具（撤去）

露出ＦＬ４０Ｗｘ２（３台）

露出ＦＬ２０Ｗｘ２（１台）

端子盤内４分配器（撤去）（
撤

去
）

（
撤

去
）

（
撤

去
）

（
撤

去
）

ＬＬ

（
撤

去
）

Ｅ

Ｄ

6,500

２ ３

控室（共）

倉庫（法）

便所（共）

9,
5
00

倉庫

２Ｅ

２
２Ｅ

（残置）

端子盤電源用（残置）

（残置）

埋込型コンセント（撤去）

２Ｐ１５Ａｘ２Ｅ付き

配線のみ撤去

Ｅ

Ｄ

6,500

２ ３

※図中内、特記なき電気設備の撤去を行う。

４０８

３
２

９

住戸分電盤　Ｌ－Ａ　参考姿図

３
２

５

１２４

Y1

Y2

3,
6
00

5,100

X1 X2

電動シャッター（建築工事）

Ｍ

Ｗ

Ｓ

車庫

平面図　　1/100

２

車庫

２台２－４８

(ＥＰ１９)露出塗装共

(ＥＰ１９)露出塗装共

凡例

機　　器　　名　　称図　記　号

Ｗ

Ｓ

２ ２Ｐ１５Ａｘ２埋込型コンセント

１Ｐ１５Ａｘ１埋込型スイッチ

積算電力量計ボックス（メーター共）

開閉器箱　ＥＬＣＢ２Ｐ５０ＡＦ２０ＡＴ

露出丸型ボックス（塗装共）

ＬＳＳ９－４－４８ＬＥ９

１－４８

２－４８ ｉＤシリーズ直付型４０形　ｉスタイル

ＬＳＳ１－４－４８ＬＥ９

ｉＤシリーズ直付型４０形　Ｄスタイル　Ｗ１５０



環 境 空 間 設 計株 式

会 社

代表取締役

１級建築士登録第 226633号

管理建築士 杉　野　吉　成

工 事 名 称 図 面 名 称 縮  尺 年 月 日 図 面 番 号

製 図 検 図 承 認

滋賀県長浜市公園町８番３６号　　TEL 0749･62･6211　FAX 0749･65･0943

杉 野 吉 成

滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事一級建築士事務所　滋賀県知事登録 （ヲ）第 219号

立日ダ 機電菱三芝東業工ンキイ パナソニック

クッニソナパ機電菱三

給水管（屋内）：硬質塩化ビニル(HIVP)

既設消雪配管

日本工業規格（JIS 規格）消 雪 ノ ズ ル

線電菱三工電クッニソナパスガ阪大備設房暖床 ＮＡＡ

武山クッニソナパ器機御制動自 ンソンョジ

業工成化澤前ーコッニ成化ワイダタボクＬＩＸＩＬ槽化浄

業総崎矢器工士富類具器スガ 機工藤伊

スコーホ物鋳西福業工イパレプレドイダ器集阻スーリグ クッテコエ田下

スコーホ物鋳西福所工鋳川谷長レドイダ蓋び及うょき 所作製島小

業工成化澤前ンロキタ業工学化水積桝径口小 成化ンロア

スコーホ物鋳西福所工鋳川谷長レドイダ具金水排 所作製島小

スコーホ業工成化澤前ンロキタ所作製栓水栄三イダクカ柱栓水

所作製井横所作製田初工機栓火消所作製浦北器機火消 所作製堀売立

・膨 業工松森脂樹菱三スコーホノクテルベ槽水充火消槽水張 工鉄倉島

・ 業工松森脂樹菱三スコーホノクテルベ槽湯貯槽水受 ムテスシアクア水積

クッミトイ本日ＯＴＯＴ器水温気電 ＬＩＸＩＬ

器沸湯スガ 大阪ガスパーパスリンナイ

ＯＴＯＴ具器生 ＬＩＸＩＬ衛

・ ツリイダ類ーパンダ類口出吹

立日スクッニユクッニソナパ機電菱三プッャキドンベ アリャキ芝東

立日クッニソナパ機電菱三 アリャキ芝東扇気換

機電菱三クッニソナパラブーサノクテ原荏 ルテ機風送

機電菱三アリャキ芝東器換交熱全 業工ンキイダ

立日ルラテ所作製本川ブーサノクテ原荏プンポ

業工晃新業工ンキイダルイコンァフ 機工村木

ーマンヤ工重菱三業工ンキイダ 機精ンシイアＰＨＧ 立日

ＰＨＥ

業総崎矢脂樹菱三立日業工研空ワンシ原荏塔却冷

所 業総崎矢立日機電洋三業工熱冷重川製原荏機凍冷 作

ムダイガワカラヒ業工熱冷重川会商巴器機用汎マクタ機生発水温 ライボ原荏

器計洋東所作製門金機電知愛器水量

業産ンゼートンシンゼ）ﾑﾞｺ（ﾄﾝｲｮﾞｼﾙﾞﾌｼｷﾚﾌ ムゴ外内成化敷倉

ケタシヨ所作製山本ンべンマシフスクッレフノクテ）SUS（ﾄﾝｲｮﾞｼﾙﾞﾌｼｷﾚﾌ

日本工業規格（JIS 規格）、（社）日本バルブ工業会規格（JV規格）類弁

管トーリクンコ 日本工業規格（JIS 規格）

管ンデブリポ 日本工業規格（JIS 規格）

管ンレチエリポ橋架 日本工業規格（JIS 規格）

管ンレチエリポ 日本工業規格（JIS 規格）

管ルニビ 日本工業規格（JIS 規格）、日本水道協会規格（JWWA 規格）

管銅覆被 ベ日本工業規格（JIS 規格）、日本水道協会規格（JWWA 規格）

（社）空気調和・衛生工学会規格（SHASE-S 規格）管銅

日本工業規格（JIS 規格）管鉛

日本工業規格（JIS 規格）、日本水道協会規格（JWWA 規格）管鉄鋳

管鋼スレンテス 日本工業規格（JIS 規格）

日本水道鋼管協会規格（WSP 規格）管鋼覆被面外

管鋼体粉リポ 日本水道協会規格（JWWA 規格）、日本水道鋼管協会規格（WSP 規格）

管鋼グンィテーコ 日本水道鋼管協会規格（WSP 規格）

管鋼グンニイラビ塩用水排 日本水道鋼管協会規格（WSP 規格）

管鋼グンニイラビ塩 日本水道協会規格（JWWA 規格）、日本水道鋼管協会規格（WSP 規格）

日本工業規格（JIS 規格）管鋼

本工事に使用する機器材料は、下記または同等品の規格品を監督員の承諾を得て使用のこと。○印を適用する。

G） メーカーリスト

消火管（屋内）：配管用炭素鋼鋼管（白）

給湯管（屋内）：銅管

ガス管（屋内）：配管用炭素鋼鋼管（白）

排水管（屋内）：硬質塩化ビニル管(VP)

仕 様管配設既

※ 配管等（支持金具共）撤去後は、関係法規に基づき適正に処分する。

※ 配管等（支持金具共）撤去後の穴埋め及び、補修も本工事で行う。

※ 撤去した配管等の支持金物についても全て撤去とする。

※ 全撤去残置不要と成った弁桝及び排水桝

※ 全撤去見え掛り部分のみ撤去屋外埋設配管等事

※ 全撤去見え掛り部分のみ撤去屋内埋設配管等工

※ 全撤去見え掛り部分のみ撤去屋内隠ぺい配管等去

※囲範去撤 全撤去残置撤

要概去撤 下記に示す範囲の機器、配管及びダクト（以下、「配管等」という）の全撤去を行う。

4.ガラリボックス

3.給気ダクト

2.排気ダクトにおける外壁から１m 部分

1.全熱交換ユニットにおける本体から外壁までの排気ダクト及び全ての給気ダクト

下記のダクトには防露工事を行う。

表示機器は（   図示    全ての居室）とする。詳細は、監督員協議による。

シックハウス用換気機器のスイッチには「24時間換気」である旨の表示を行う。

送風機据付については、防音、防振に注意して施工する。

他のそ 厨房用に於ける排気フード及び排気ダクトの仕様は、火災防火条例に基づく。

色装塗のドーフ用壁外 指定色焼付メーカー標準色

   質材ドーフ用壁外 の 樹脂ステンレスアルミ

質材のドー用房厨 ステンレス亜鉛引鉄板フ

法ダ コーナーボルト工法アングル工法工のトク

亜鉛引鉄板製スパイラルダクト

   備 耐火二層管アルミフレキダクトサイレントフレキダクト

質ダ設 ステンレス鋼板 グラスウールダクト材のトク 亜鉛引鉄板

気 エアーカーテンパイプファン全熱交換ユニット

ストレートシロッコファン換 シロッコファン

機風送 有圧換気扇レンジフード天井埋込型換気扇

特　　　　記　　　　事　　　　項項　　　目適用種目

冷媒管（屋内）：銅管

備　　考延面積（㎡）階 数構 造名　　称No

建物概要C)

10備設湯給5

9備設スガ4

8備設具器生衛3

7備設気通水排2

6備設水給1

備考撤去改修増設新設工事種目No適用備考撤去改修増設新設目項事工No適用

工事種目B)

着工　　　　年　　　月　　　日　　～　　完成　　　　年　　　月　　　日まで　（　　　日間）工事期間

消防法施行令別表第一（第 　　 項）建築基準法別表第一 （第 　項）建物用途

      耐火建築物準耐火建築物　一般建築物建物構造

工事場所

工事名称

工事概要A)

機　械　設　備　工　事　特　記　仕　様　書

合　　計

工事）の受注者を指名する。

受注者は工事の内容に応じた火災保険、建設工事保険等を工事目的物に付するものとする。

すべて受注者が代行し、その費用も受注者の負担とする。

同設備・環境課監修　公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(最新版)

国土交通大臣官房官庁営繕部監修　機械設備工事監理指針（最新版）に準ずる。

を提出し徹底を図る。

置措止防の載積過 請負人は過積載等の違法運行防止を図るため、道路交通法を順守する旨を記載した施工計画書

に、保管数量についても作業前、作業終了後の確認等確実な管理を行うものとする。理管管保

※ シンナー等については、工事現場に放置することなく、保管を厳重に行い盗難を防止すると共の等ーナンシ

ること。

また工事区分の取合いについて、図示あるも施工時に必要に応じ協議を行い、連絡を密にす

、請負人は工事別の業者でお互いに連絡をとり 定期的に協議会を行い、施工上の調整を図る。議協絡連の事工途別

労働安全衛生法の統括安全衛生管理責任者は、（　 建築工事　 電気設備工事　 機械設備者理管生衛全安活統

講じること。施設運営についても監督職員と協議を行い、支障なきように努めること。

近隣家屋に騒音、振動等公害発生のなきよう留意し、工事全般に支障なきよう万全の策を

※ 工事車両の出入りについては、危険防止に努めること。また、必要に応じて建築工事に準じ策対全安

※ 工事着工前に付近の状況を調査し、公害対策は工事完成まで講じる。策対害公

（　　建築工事　　電気設備工事　　機械設備工事）

等険保

施工計画書を提出の上、監督職員の承諾をうけること。特別管理産業廃棄物(　　有　　無 )

請負人は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等に準じ、適確に処理するものとし、事前に等理処の物棄廃業産

務事員職督   ○○ｍ2程度とする　　 設けない　　　備品は標準仕様書による。所監

ただし、設計事務所の了解を得ることとする。

※ 請負人は施工図･完成図の作成を目的とする場合に限り設計時の図面データを貸与する。与貸のターデ計設

開口部補強は建築工事とする。事前に施工図を作成し、監督職員、建築業者承諾の上とする。

コンクリート部分の梁・壁・床の貫通部補強および仕上部分の軽量鉄骨天井下地、同壁下地のい合取のと事工築建

各種下請業者・製造所等国内で供給できるものとする。等定選の者業請下※

なお、責任施工のものは、材料製造所、施工下請業者、請負契約者連名書とする。

※ 各種検査を必要とするもの、責任施工のもの等は、各合格書または保証書を提出する。等書格合査検

と。このことは、品番記載の機材にも適用する。

されているもの、または同等以上のものとし、各資料を提出の上、監督職員の承諾をうけるこ

料材器 機器材料、製品等は別紙指定表、JIS規格等適合品製造者および、設備機材等評価名簿に記載等機※

配管施工　　熱絶縁施工　　冷凍・空気調和機施工　　建築板金施工士能技

に支障なきよう施工する。

※ 建築主体工事、電気設備工事、その他関連工事についてその施工者と綿密な連絡をとり全工事理管術技

接的な雇用関係を確認できるものを現場代理人届に添付して提出しなければならない。

現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。また、現場代理人と請負人との直人理代場現

庁営繕部監修[工事写真の撮り方］に準ずる。

工事写真の提出に関しては、監督職員の指示による。なお写真撮影は、国土交通省大臣官房官真写事工

完成原図は監督職員の承諾により原設計図の電子データを、修正の上これを使用できる。

完成時に完成図を作成し、４部焼付製本（監督職員指示のサイズ）の上、原図共提出する。図成完

※ 針指理監事工

その他関係諸法規に基づき完全に施工する。

建築設備設計・施工上の指導指針

その指示に従い施工する。

本図は、工事の大要を示すものであるから、詳細位置等については監督職員と打合せの上、

準図および標準仕様書により完全に施工する。必要な関係諸官庁への申請手続きは、

本工事は、工事請負契約書および同約款を遵守し現場説明書・特記仕様書・図面・施工標※ 準基工施

注）最新版とは、工事契約年度時を示す。

日本建築家協会共通仕様書(最新版)

国土交通省住宅局住宅総合整備課監修　公共住宅建設工事共通仕様書(最新版)

（最新度版）

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)(最新度版)等書様仕準標※

に含まれる一括発注の場合は※印を付けたものを適用する。

一般事項の扱いは、本工事が単独の工事又は分離発注の場合は以下の全項目を適用し、他工事用適

一般事項D)

2.項目は、●印の付いたものを本工事に適用する。ただし●印のない場合は※印を適用する仕様書

備工事

機械設 1.図面及び仕様書に記載されていない事項は、すべて、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書、

受注者は電波法を遵守し、不法無線局を搭載した工事車両を使用しないものとする。また、

※ 冷媒にフロンを使用している機器の撤去においては、メーカー等によりフロンガスを全量回収等収回のンロフ

にその旨報告する。

守遵法波電 現場において不法無線局を搭載していると疑わしい車両を確認したときは、速やかに監督職員

、の工 車係関事 両

受注者は、工事請負代金　500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)入力

　　　こと。(2,500万円未満は不要)

（３）受注登録の内容に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更登録を行う

（２）竣工登録の期限は、工事完成後10日以内とする。(2,500万円未満は不要)

（１）受注登録の期限は、契約締結後10日以内とする。

職員に提出しなければならない。提出の期限は、以下のとおりとする。

合センター(JACIC)に登録するとともに、センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督

システムに基づき、「工事カルテ」を作成し監督職員の確認を受けた後、財団法人日本情報総

録登・成作のテルカ事工

し大気放出をしない処理を行うこと。施工は特定フロンを使用した材料 工法を用いないこと。

発

提※

※

出 書 類

生 材 の 処 理 等

介入の排除

暴力団員等による不当

受注者は、(1)建設副産物の発生抑制(2)リサイクル活動の推進(3)建設副産物の処理の適正化

渡しを要するものは、指示された場所に整理の上調書を添えて監督職員に引渡す。

等の推進を行うため、書面により提案を行い監督職員に協議報告を行うこと。発生材のうち引

工事日報、検査測定表、各種検査手続き控え、検査済書、完成写真、完成図書等

契約書、契約見積書、工程表、施工計画書（要領書）、施工図、製作図、工事写真、保証書、

工事着工前及び完成引渡し時には、下記の書類を提出すること。詳細は監督職員の指示による。

市の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について（「不当介入　

に関する通報制度」の徹底について）

1 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員および暴力団関係者、その他市発注工事等に対して

不当介入をしようとするすべての者をいう。）による不当介入（不当な要求または業務の

妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で

速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。

(別記様式第１号)により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。

十分に指導を行うものとする。

また、請負者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む）に対して、

2 受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書

3 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた

場合は、監督職員と協議するものとする。

完成時の提出書類 　契約書及び設計図書に定められた提出書類等を監督職員の指示により定められた期日までに提出する。

（改1.8.1）

※

工事説明会※

一般事項D)

空調室外機に機器記号及び系統名を明示する。

    
図中の冷媒配管サイズは参考とし、使用メーカーの基準により施工する。他のそ

ステンレス製亜鉛鉄板製鋼鈑製料材導煙

   アングル工法工 法のトクダ コーナーボルト工法

ステンレス板アルミフレキダクト

グラスウールダクト亜鉛引鉄板製スパイラルダクト

サイレントフレキダクト亜鉛引鉄板ト 料材クダ

個別制御中央制御御制動自

圧力配管用炭鋼鋼管（SCH40）

配管用炭素鋼鋼管（黒）蒸気管　：

耐熱性ビニルライニング鋼管（HTLP)

     
水道用亜鉛めっき鋼管（SGP-W）膨張管　：

   配管用炭素鋼鋼管（白）硬質塩化ビニル管（VP）※排水管　：

       冷媒管　： 脱酸銅管（L）※

耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP）

ビニルライニング鋼管（VA）冷却水管：

耐熱性ビニルライニング鋼管（HTLP）

水道用亜鉛めっき鋼管（SGP-W）冷温水管：料材管配

灯油式ヒートポンプエアコン電気パネルヒーター

温風暖房機 ガス式ヒートポンプエアコン

コンベクター 電気式ヒートポンプエアコン

ファンコンベクター 電気式ヒートポンプエアコン（氷蓄熱）
 

エアーハンドリングユニットファンコイルユニット調 機和気空

温水発生機温水ボイラ

空冷式蓄熱ユニット吸収式冷温水機空冷式チリングユニット器機源熱

プロパンガス都市ガスＡ重油灯油電気源熱

備 マルチ方式中央方式個別方式式方 中央・個別方式

                  
設

  
和 40.0 ％22.0 ℃69.2 ％-0.6 ℃冬　期

             調 50.0 ％26.0 ℃58.1 ％33.8 ℃夏　期

  気 湿度（RH）温度（DB）湿度（RH）温度（DB）時　期

  空 屋　　内屋　　外場　所

件条度湿温計設

までの配線）は、本工事で行う。

ガス湯沸器及び電気温水器の接地工事（本体から接地付電源コンセント（電気工事）他のそ

    ステンレス製亜鉛鉄板製鋼板製料材導煙

耐熱性硬質塩化ビニルライニング鋼管(HTLP)保温付き被覆銅管

被覆銅管銅管（M）料材管配備

プロパンガス都市ガスＡ重油灯油電気源熱設

温水ボイラ電気温水器（瞬間式）石油湯沸器（瞬間式）湯

温水発生機電気温水器（貯湯式）ガス湯沸器（瞬間式）ーライボ湯給給

中央個別方式中央方式個別方式5 式方     

配管用炭素鋼鋼管で50A以下はネジ接合とし、80A以上は溶接接合とする。

配管用炭素鋼鋼管の支持は、絶縁材付を使用する。

いて施工を行う。

液化石油ガス法、ガス事業法、高圧ガス取締法および、ガス機器設置基準に基づ          

合成樹脂被覆ボールバルブとする。

埋設で合成樹脂被覆鋼管の接続は、合成樹脂被覆メカ継手、サービスコックは他のそ

その他（       ）プロパンガス都市ガス(13A)別種のスガ

気密試験後、点火試験を行い燃焼の確認、機器調整を行うこと。験試

配管用炭素鋼鋼管（白）※屋内架空：備

ポリエチレン被覆鋼管（PLP）ガス用ポリエチレン管（PE）※屋内埋設：設

配管用炭素鋼鋼管（白）※屋外架空：ス

ポリエチレン被覆鋼管（PLP）ガス用ポリエチレン管（PE）※屋外埋設：料材管配ガ

不要※要4 等金担負

 低圧用フラッシュバルブに変更）、現状水圧に適した器具を選定すること。備

フラッシュバルブの取付けは、事前に水圧を測定し（水圧が低い場合は、※設

大形鏡の裏には、クッション材を入れ割れ防止を行う。※
器

具
管末屋外水栓は凍結防止水栓（自動不凍コマ付）とする。※生

水栓類は節水コマ付き、フラッシュバルブは節水型とする。※他のそ衛

別図器具リストによる。記載なき附属品にはメーカー標準品取り付ける。3 具器生衛

※ 　３階以上の建物に関する排水管には各階毎に満水試験継手を設ける。

※ 　曲がり部はできる限り大曲がりエルボを使用し排水の流通をよくする。他のそ

満水試験通水試験 ※※験試れ漏 煙試験

※ ビニルライニング鋼管(DVLP)硬質塩化ビニル管（VP）備 ピット内： 耐火二層管

※ 耐火二層管（通気管共）硬質塩化ビニル管（VP）屋内架空：設

※ ビニルライニング鋼管(DVLP)硬質塩化ビニル管（VP）屋内埋設：気

※ ビニルライニング鋼管(DVLP)硬質塩化ビニル管（VP）屋外架空：通

硬質塩化ビニル管（VU）※ 硬質塩化ビニル管（VP）屋外埋設：料材管配水 卵形管

排 別途工事本工事金入加・担負

屋内分流屋外合流式合流式単独式2 式方

  
給水の引込工事、その他については各市町村の条例規則により完全に施工する。他のそ

飲料水適性試験（9項目+残留塩素）を行う。（1箇所)験試質水

鋼管に使用する50A以下の弁は管端コア付弁、65A以上はライニング弁とする。      

ライニング鋼管には管端防食継手(埋設部は外面樹脂被覆形）を使用。ライニング等弁・手継

ポリ粉体ライニング鋼管(PA)ビニルライニング鋼管(VA)※屋内架空：

塩化ビニル管(HIVP) 水道用ポリエチレン管(PE)※屋内埋設：
      

ポリ粉体ライニング鋼管(PA)※屋外架空：備 ビニルライニング鋼管(SGP-VA)

塩化ビニル管(HIVP) 水道用ポリエチレン管(PE)※屋外埋設：料材管配設

既設別途工事本工事事工込引水

別途工事本工事金入加・担負給

    重力式加圧式直圧式式方1

耐熱性硬質ビニル管（HTVP） 屋内土中部

特　　　　記　　　　事　　　　項項　　　目適用種目

特記事項F)

 　ための措置を講ずること。

2、建築物の部分を貫通して配管する場合においては、当該貫通部分に配管スリーブを設ける等、有効な管の損傷防止の

1、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全上支障の無い構造とすること。

建築物に設ける給水・排水その他の配管設備は、下記に示す1～4の項目に準ずる。

建築設備(昇降機を除く。)、建築設備の支持構造部及び緊結金物は、腐食又は、腐朽のおそれがないものとする。

 　緩和のための措置を講ずること。

4、管を支持し、又は固定する場合においては、つり金物又は防振ゴムを用いる等有効な地震その他の震動及び衝撃の

 　等有効な損傷防止のための措置を講ずること。

3、管の伸縮その他の変形により当該管に損傷が生ずるおそれがある場合においては、伸縮継手又は可とう継手を設ける

受注者の負担とする

9、ガス事業法第４０条の４の規定

8、Ｈ１２告示１３９０号（飲料水配管設備）

7、Ｓ４８告示２５６３号（防火設備の構造方法）

6、Ｓ５０告示１５９７号（給水、排水配管設備）

5、Ｈ１２告示１３８８号（設備の構造強度）

4、下水道法１０条、下水道法施行令８条（排水設備の設置及び構造の技術上の基準）

3、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第３８条の２

2、建築基準法施行令第１２９条の２の5項、及び、関係告示。

1、水道法施行令第5条

本工事の施工については、下記に示す1～10の法令・規則に基づき確実に施工する。

有価材の処分については、監理者と協議を行い、適切に処分すること。

本工事に必要な仮設電力、ガス、水道等の引込工事費、負担金、基本料金、使用料金等は引渡し日まで、原則として

屋外及び屋内露出となる配管には、指定色にて塗装工事を行う。

保温付被覆銅管を支持する場合は、保温材保護の為、断熱粘着テープ２回巻きをした上に支持バンド等で固定する。

アスファルト切断復旧及びコンクリート切断復旧する際は、既設舗装仕様に準じる。

ただし、消火配管のバルブは、工事完了後に全開にしハンドルを取外しておく。（所轄消防署と協議のこと）

改修工事の際に新設した配管と既設配管を接続する場合は、バルブを取付、工事範囲を明確にする。

全てのバルブには、系統及び口径を記入した札を取り付ける。

床排水目皿のわんトラップは樹脂製とする。

屋外及び厨房内の保温仕上げは、（　ステンレス　　カラー鉄板）とする。

屋内露出配管は合成樹脂製カバー仕上げとする。

上記以外の給水管及び排水管、冷水管等は、（　グラスウール 　ポリスチレンフォーム）にて保温する。

屋外及び暗渠等の多湿場所に於ける給水管は、ポリスチレンフォームにて保温する。

機械の据付、配管支持については、地耐力を考慮し、「建築設備耐震設計施工指針」を参考とする。

機械設備工事内で建築工事を含む場合には、建築工事（　一括工事 　分離工事）に準ずる。

機械設備工事内で電気設備を含む場合には、電気設備工事（　一括工事 　分離工事）に準ずる。

防火区画貫通に関しては、関係諸法規に基づき完全に施工する。

防火、防煙ダンパー類は、国土交通大臣が定めたもの及び同認定を受けたものを使用する。

特に既設配管の行先を確認の上安全に処理する。

おいて、既設配管等があった場合は、監督職員の指示により、本工事で迂回等の工事を行う。また撤去工事は、

施工に際し、既設内容、取り合いを良く調査して、既存設備の機能を低下させてはならない。なお、当該工事範囲に

本工事にて取り付ける機器の結線調整はすべて本工事とする。

既設建物はつり、穴開け等に関してはダイヤモンドカッターを使用するものとし、事前に簡易配筋探査を行うこと。

露出させないこと。シール材（シールテープは使用しない）はおねじに塗布し、パイプレンチで適切に締め付ける。

ライニング鋼管（鋼管）は、ねじ加工をリングゲージで確認後、ライニング部をスクレーパーで面取りし、鉄部を

配管には空気だまりのないように施工し、図示以外で機能上必要と思われる箇所には空気抜き弁を取付ける。

弁桝・量水器桝内に玉砂利の敷詰めを行うこと。

コンクリート製の会所等と、硬質塩化ビニル管の接続部は砂付加工の工場製品を使用し、漏水防止を図る。

建物内埋設及びピット内の配管支持は全てスラブより、ステンレス製吊金具（棒鋼共）にて吊り支持とする。

地中埋設の鋼管類は防食処置を行う。またコンクリート貫通箇所はプラスチックテープを巻き、モルタル埋めとする。

毎にダンパー、ランマー等で敷き固め、重機械を用いてはならない。

屋外地中配管に於いては、配管の上下に保護砂を100ｍｍ以上敷詰め、埋め戻しは管の耐力の範囲内で厚さ300ｍｍ

屋外地中配管に於いては、埋設標示テープ、標示ピン及び標示杭を分岐・曲がり箇所に設ける。（排水管を除く）

共通事項E)

新型コロナウイルス

対策

※

に同席し、資料説明を行うこと。

なお、学校等（祇王小学校、祇王幼稚園）に対しては資料配布と共にに口頭説明を行うこと。

契約後、自治会に対し工事説明会の開催を予定している。この説明会の資料を作成し、現場代理人は説明会

※　施工計画書の提出を求める工事

　受注者は、施工計画書の作成にあたり、「その他」の事項として新型コロナウイルス感染症の感染拡大

　防止対策を記載するものとする。

　必要と認める拡大防止対策のうち共通仮設および現場管理の範囲を超え、受注者が追加で費用を要する

　拡大防止対策を行う場合は、受発注者間で設計変更の協議を行うこととする。

　協議における資料は受注者の負担により作成するものとする。

・　施工計画の提出を求めない工事

　受注者は、施工計画の提出を要しない。

　提出するものとする。また、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策」についても

　提出するものとする。

　　必要と認める拡大防止対策農地共通仮設および現場管理の範囲を超え、受注者が追加で費用を要する

　拡大防止対策を行う場合は、受発注者間で設計変更の協議を行うこととする。協議における資料は

　受注者の負担によるものとする。

　　ただし、「施工計画書作成要領（案）」の基づき、「実施工程表」および「緊急時の体制及び対応」は

6

7

8

備設和調気空

 
備設気換

１．原則　9：00 ～ 17：00（木～月曜日）

２．火・水・祝日は休館日であるため、作業を行う場合は、3日前までに申し出ること。

３．鍵の取扱いなどの詳細は初回の定例会議で決定する。

（1.3.5）

工事着工時提出図書※

監督職員に提出のこと。（発注者用・施設用・監理者用）

　工事着工にあたり、設計図書一式の二つ折り製本（A1サイズ２部及びA3縮小版３部）を作成し、

作業時間※

滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事

同改修工事標準仕様書および同設備図の令和最新度版機械設備工事編（以下「標仕」という）によろ

ルームエアコン

保温付銅管

特 記 仕 様 書
Ｍ-０１

２５

2023.3機 械 設 備 工 事

滋賀県高島市今津町住吉1丁目３-１



環 境 空 間 設 計株 式

会 社

代表取締役

１級建築士登録第 226633号

管理建築士 杉　野　吉　成

工 事 名 称 図 面 名 称 縮  尺 年 月 日 図 面 番 号

製 図 検 図 承 認

滋賀県長浜市公園町８番３６号　　TEL 0749･62･6211　FAX 0749･65･0943

杉 野 吉 成

滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事一級建築士事務所　滋賀県知事登録 （ヲ）第 219号
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既設排水管に接続とする
1階機械室内縦管部分に接続とする
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20.25

電気温水器（容量12L)

（参考品番 REW12A1BHSCM)

H-1

混合水栓(TKS05301J)共

電源　1.1KW

S:1/50改修　部分詳細図

既設　給水管 

項  目 凡       例

給 水 設 備

新設　給水管 

既設　排水管 

新設　排水管 

排 水 設 備

通 気 設 備 既設　通気管 

H-1

COA-50

床　穴あけ＝設備工事
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床　穴あけ＝設備工事
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※.機械室内排水管の保温は溶融亜鉛メッキとする。

2023.3給排水衛生設備工事



環 境 空 間 設 計株 式

会 社

代表取締役

１級建築士登録第 226633号

管理建築士 杉　野　吉　成

工 事 名 称 図 面 名 称 縮  尺 年 月 日 図 面 番 号

製 図 検 図 承 認

滋賀県長浜市公園町８番３６号　　TEL 0749･62･6211　FAX 0749･65･0943

杉 野 吉 成

一級建築士事務所　滋賀県知事登録 （ヲ）第 219号
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改修　部分詳細図 S:1/50

ACP

CW-1

5.6

仕　　　様記 号 機 器 名
名称 出力

電気容量
電 源 台数

 形　式    壁掛けタイプ　(ペアータイプ）) 1

ル ー ム エ ア コ ン

圧縮機

新 設冷 暖 房 機器 リ スト （電気式）

1φ-300 1.7kw

 冷房能力  0.7～5.7 kw  暖房能力 0.7～9.9kw 

付属品   ワイヤレスリモコン・渡り配線（冷媒配管に共巻き）・壁付架台(SUS製）・防振ゴム

事務所

ACP

CW-1

5.6

 設置場所 参考品番

S563ATHP-W

（室外機重量40Kg 参考）

※・電気容量は、参考に付きメーカー決定後　電気工事と十分打合せを行う事

（暖房機能充実タイプ）

冷媒管サイズ表

6.4φ

液  管記 号

R-1

ガス管

9.2φ

便所

部分平面図・機器リスト

1/50

既設開口部を示す

新設開口部を示す（本工事）

VP-25 （露出配管）

25

1階 GL+300にて放流とする

9
,
5
0
0

２５

換気機器リスト

F E -C 天 井 埋 込 換 気 扇200

3/Hダクト径　　100φ

付属品　 SUS製深形フード（建築指定色）・防虫網

 形　式　 低騒音ミニキッチン用タイプ

F E -C 天 井 埋 込 換 気 扇300

3/Hダクト径　　150φ

 形　式　 低騒音インテリアータイプ

風　量   300ｍ

付属品　 24時間換気用専用スイッチ・SUS製深形フード（建築指定色）・防虫網

記 号 機 器 名 仕   　　　様

1φ-100V ファン 136.0w

1φ-100V ファン 46.0w 事務所

台 数
名 称 消費電力

電 気 容 量
設置場所

VD-18ZY 13

VD-20ZVX  -C6

参考品番電　源

風　量   200ｍ

1
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改修　部分詳細図 S:1/50
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S:1/50改修　屋上詳細図
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Ｍ-０３滋賀森林管理署高島森林事務所模様替工事
冷暖房・換気設備工事 2023.3


